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第一章 はじめに 

 

（１）原子力安全・保安部会報告「原子力の安全基盤の確保について」 

原子力安全・保安部会は、平成１３年７月、制度的基盤（安全規制制度）、知識

基盤（安全基盤研究等）及び人材基盤（人材の確保）について、現状を検証し、課

題を摘出し、対応の基本的な方向付けを行った。 

この中で、「社会環境や原子力事業における変化を踏まえ、将来を見越して、安

全規制がより的確に行われるよう、不断に見直す態度が重要である。・・・（中

略）・・・安全基盤の重要な要素である知識、人材などについて、本報告に沿って取

り組んでいくことはそのためにも不可欠である。」と指摘されている。 

 

（２）安全規制面における近年の主な取組 

検査制度については、品質保証制度の導入等による検査制度の強化、高経年化

対策の充実強化が図られるとともに、平成１８年１０月には、プラント毎の特性を踏

まえた事業者の保全活動の充実とこれに基づくきめ細かな検査の導入等を柱とす

る、新たな検査制度のあり方が取りまとめられた。また、放射能濃度が著しく低い廃

棄物の処分を定めるクリアランス制度、廃止措置に係る安全規制制度が整備され

運用開始されている。さらに、技術基準の性能規定化と学協会規格の活用という新

しい規制基準制度が平成１８年１月から導入されるとともに、原子力安全規制での

リスク情報を活用するためのガイドライン等が順次策定されてきた。 

最近では、高レベル放射性廃棄物等の埋設事業に係る安全規制を整備するとと

もに、発電設備の総点検結果を踏まえ、データ改ざん等不正問題の再発を防止す

るため原子炉等規制法に基づく保安規定の充実等が図られてきている。 

 

（３）安全基盤を巡る近年の主な動き 

原子力の安全基盤、とりわけ、全般的な課題、安全研究の推移、安全規制高度化

への対応等に関し、近年において、以下のような動き、指摘等が挙げられる。 

・原子力政策大綱（平成１７年１０月閣議決定）において、安全の確保、人材の育成・

確保等の基盤的活動の強化、原子力安全研究の推進、知識・情報基盤の整備等が

指摘されている。 

・行政組織の再編、エネルギー分野の安全規制の一元化、特別会計改革等が行われ

るなかで、政府の原子力安全関係研究予算が構造的に変化し、また、事業者の電力

共通研究費も大幅に減少している。    

・新検査制度の導入、高経年化対策の充実、リスク情報の活用等原子力安全規制の

高度化を図っていくために必要となる安全情報等知識基盤の強化と活用が求められ

ている。 
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・安全規制での学協会規格の活用の促進と相俟って、その策定主体である学協会の

原子力安全分野での役割が高まっている。 

 

（４）本小委員会での検討 

本小委員会では、安全基盤を巡る近年の動き等を踏まえつつ、安全基盤の現状

を検証するとともに、安全基盤のうち当面精力的に取組むべき課題を中心に議論す

ることとした。具体的には、産業界の取組みも含めた原子力安全基盤研究のあり方、

規格基準の策定と学協会の取組、原子力安全確保の観点からの人材基盤、研究施

設基盤、知識基盤のあり方の５つのテーマについて、産業界、規制当局、教育研究

機関、研究開発機関、そして学協会といった関係者が一同に会して議論を行うことと

した。 

第二章において、安全基盤の現状と課題及び対応の考え方について整理し、第

三章において、産業界、規制当局等関係機関が今後取組むべき課題について本小

委員会としての提言を取りまとめた。 
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第二章 原子力の安全基盤の現状と課題及び今後の対応の考え方について 

 

１．原子力安全基盤研究 

本報告書において、安全基盤研究とは、規制当局、教育研究機関、公的研究

開発機関等で行われる主として安全規制を目的とする研究、産業界等で行われ

る主として安全性、信頼性向上を目的とする研究を総称する。 

  

（１）現状と課題 

（安全基盤研究の構造変化と今後の安全問題への対応） 

２００１年に実施された、行政組織の再編、エネルギー分野の安全規制の一

元化、また、国の厳しい財政状況等を踏まえた特別会計改革等を背景に政府

の原子力安全関係研究予算は、基本的には規制と推進の双方の性格を併せ

持っていた安全性実証試験、確証試験から安全規制ニーズに基づく研究へと

変化するとともに、ここ数年微減傾向で推移している。また、電気事業者におい

ては、電力自由化によるコスト圧縮の努力、軽水炉技術の成熟化、新規プラン

ト建設の減少等により電力共通研究費もここ１０年間で約３分の１の約１００億

円に減少する等産業界の原子力研究開発予算も全体的には減少傾向を示し

ている。 

一方で、燃料の高燃焼度化、運転年数の長期化といった軽水炉の高度利用、

２０３０年頃からと見込まれる大規模等リプレース需要を想定した次世代軽水炉

の開発導入が見込まれる中で、安全問題への対応と安全規制制度・基準の整

備・見直しのため安全基盤研究を効率的、効果的かつ先見的に進めていくこと

が必要とされている。 

 

（安全基盤研究の位置付けと関係者間の意思疎通） 

原子力技術の開発導入に関する産業界の計画、安全基盤研究の課題、研

究成果の安全規制への反映等についてそれぞれの繋がり、或いは、個別研究

課題の安全基盤研究全体の中での位置付けに対する意識が希薄化している

と思われる。また、これらの繋がり、位置付けに関し、産業界、規制当局、学術

界、学協会等関係組織間での意思疎通と共通認識を得る機会が減少している

と考えられる。 

 

（２）今後の対応の考え方 

（安全基盤研究に係るロードマップの策定） 

安全基盤研究に関する関係組織間の意思疎通の強化と共通認識の醸成を  

図り、原子力施設の安全確保策、安全規制制度等の計画的、効率的な整備・
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見直しを行うため、産業界、規制当局のニーズを踏まえ、国際的な視点も有し

つつ、産学官及び学協会が連携して安全基盤研究の重要分野に係るロードマ

ップを策定する。 

まずは、今般、原子力安全分野における重要な課題である高経年化対応技

術、燃料高度化技術分野のロードマップを策定するとともに、社会安全分野に

おける技術課題を整理することとした。 

ロードマップにおいては、新技術等に係る産業界の導入計画、産業界と規  

制当局の原子力安全に係る研究開発、規格基準の策定計画等を盛り込むこ

とを基本とし、それぞれの原子力安全分野の特性を踏まえたものとする。パブ

リックアクセプタンスの観点から分かり易く、技術・人材確保の観点から原子力

分野の専門家以外にも理解しやすいよう客観的、定量的な表現に努める。こ

のロードマップを今後の安全基盤研究（規制当局においては安全研究）及び

規格基準策定の指針として活用する。 

 

（安全基盤研究における産業界と規制当局の役割） 

安全基盤研究を計画、実施するにあたり、関係者の役割、とりわけ産業界と

規制当局の役割を明確化することが重要であり、その考え方をロードマップ上

に反映することが必要である。 

産業界は、事業の実施に係る安全性、信頼性等の確保、向上に必要となる  

研究、民間規格作成のための研究、個別の安全規制措置に関し機器設備等

の健全性、検査・運転管理等の妥当性等を説明するために必要な研究を実施

する。 

規制当局は、安全規制制度・規制基準の整備・運用及び個別の安全規制  

措置の実施及び判断に必要な技術的知見（データ、手法等）の取得、並びに

規制当局に必要な技術基盤の構築を目的とする研究を実施する。 

  

（安全基盤研究における産業界と規制当局の連携） 

規制当局の判断の独立性、研究実施の透明性を確保しつつ、安全基盤研

究を産業界及び規制当局が連携して行うことは研究資源の効率化の観点か

ら望ましいと考えられる。産業界と規制当局の連携の基本的な考え方、連携

の実効性を確保する具体的な協力のあり方及び考慮すべき課題等について

検討する。その際、特に、研究実施の透明性を確保することが重要である。 
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２．規格基準の策定と学協会の取組み 

 

規制基準の性能規定化と相俟って学協会規格の規制基準としての活用が

進み、また、産業界、規制当局等から独立した公平で公正な専門的技術的検

討を行う場としての学協会の活動が期待されている。本小委員会は、規格基

準及びこれを策定する学協会について安全基盤を構成する重要な要素として

位置付け審議した。 

 

（１）現状と課題 

（学協会による着実な規格基準の策定活動） 

規制基準の性能規定化に伴い、安全規制の透明性、安定性を確保するた

めには、基準適合性を具体的に判断するための詳細仕様が必要であり、これ

に対応する学協会規格の整備が期待される。今後、規格基準の体系的整備

には新たな分野への取組みと定期的な改訂等膨大な作業が予想される一方

で、産業界では日本原子力技術協会を設立し、支援体制を強化しているもの

の、規格基準の活動に関わる産業界、教育研究機関、研究開発機関、規制

当局等の資源は限られている。また、学協会の規格基準に係る活動基盤が

財政的にも人材的にも極めて脆弱である。 

 

（研究開発、規制制度整備等との連携強化） 

規格基準は、産学官において行われた研究開発の成果を活用して策定さ

れた標準を安全確保に係る要求に対する判断根拠として規制制度において

位置付けることが基本である。また、安全規制のニーズを受けて研究が行わ

れ規格基準として活用される標準が策定される場合もある。従って、規格基

準の策定は、研究開発、規制制度整備等と不可分の関係にあり、これらとの

連携強化が必要である。 

 

（規格基準策定の手続的適正さ） 

原子力安全規制においては学協会規格を規制基準として活用する仕組み

を平成１８年１月から導入された。この際、学協会においては公平性、公正性、

公開性を重視した規格策定プロセス、規制当局においては、個々の学協会

規格が規制基準として位置付けるのに適切なものであるか否かを判断する

ための技術評価手続を整備し運用している。実績を踏まえつつ運用面につき、

継続的に改善していかなければならない。 
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（２）今後の対応の考え方 

（規格基準の策定に係る戦略作りと学協会の体制強化） 

関係の学協会が連携し、産学官の意見を踏まえ、規格基準の体系的整備

に関する優先順位を含めた戦略の策定が重要である。 

また、学協会において着実に規格基準の策定活動が行われるよう、学協

会の自助努力は勿論のこと、その成果を享受する産業界、規制当局等が応

分の支援を行い、学協会の規格基準の策定に係る体制強化が必要である。

なお、規格基準等標準化活動は重要な企業戦略の一つであり、その担い手

は産業界であることから、研究開発を行って規格案を策定するのは産業界の

役割であり、規制当局は技術評価に必要な安全研究を行うのが基本的な考

え方であると認識しておくことが必要である。 

 

（学協会に期待される役割） 

学協会においては規格基準等標準の策定に加え、安全基盤研究や規格

基準に係るロードマップの策定、安全規制制度等安全確保のあり方の提言

等においても主たる役割を果たすことが期待される。こうした学協会の活動

に際し、産業政策の観点からの標準に関するニーズを踏まえ原子力政策当

局の参画を求めていくことが適当である。 

 

（規格基準の策定に係る手続き的適正さの改善努力） 

学協会における規格策定プロセスについては、公正性、公平性、公開性を

確保するための仕組みが構築されていると評価されるが、その運用について

は引き続き注視していく必要がある。また、学協会が策定した規格の規制当

局による技術評価のプロセスに関しては、役割分担を配慮した合理性と独立

性を確保するとともに、実効的・効率的な運用を図るべく、実績を踏まえつつ

継続的な改善に取り組むことが重要である。 
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３．原子力安全確保の観点からの人材基盤 

 

事業者、メーカー等産業界、安全規制を実施する規制当局等原子力分野の

人材基盤の現状を俯瞰するとともに、原子力分野の人材基盤の強化に関する

各界での取り組みを踏まえ、原子力の安全確保、安全規制の観点から本小委

員会では原子力専門家人材と現場技術者の育成・確保等を中心に審議を行っ

た。 

 

（１）現状と課題 

（原子力専門家人材の高齢化と減少） 

安全規制行政の支援、研究開発機関での研究活動及び学協会での標準活

動等に関わる、原子力の特定技術分野（炉心・燃料技術、原子力保全技術、

核燃料サイクル技術等）及び基礎・基盤技術分野における専門家の高齢化と

減少が大きな課題となっている。例えば、原子力安全・保安部会の委員につい

ては、全体として６０歳以上がほぼ半数近くを占めている。 

研究開発、安全研究等を通じた人材育成に期待するだけでなく、中長期的

な視点に立ち、教育研究機関と連携した専門家志向の若手人材の確保を含

め、こうした専門家人材の戦略的な育成・確保を図ることが必要である。また、

その中で、原子力コミュニティ外からの人材確保にも視野を広げることが重要

である。 

 

（現場技術者の育成・確保と作業品質の向上） 

今後、原子力施設が増加し、また、運転高度化が図られ、保守管理の重

要性が増す中で、保修作業に関し協力会社も含めた人材の育成・確保、作

業品質の確保・向上に取り組んでいく必要がある。 

 

（人材の育成・確保にあたってのモチベーションの重要性） 

原子力施設の安全は、施設の健全性、技術の妥当性とその運転・保守に

関与する信頼性により確保される。多様な分野に多様な人材が従事してい

ることも踏まえ、期待される業務が的確に行われるためには、職業意識等一

定のモチベーションが必要不可欠である。 

 

（２）今後の対応の考え方 

人材問題は基本的には需要と供給の関係で決まるものである。教育研究

機関の人材育成はこれら機関の判断で行われるため、人材を確保していくに

あたって産官はそれぞれの立場で教育研究機関に対し具体的なニーズを示
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していくことが重要である。また、人材の育成及び確保の両面から今後の対

応を考えていく必要がある。 

 

（原子力専門家人材の戦略的な育成・確保） 

専門家人材を戦略的に育成・確保するため、今後求められる人材ニーズ

の技術分野を明確化するとともに、人材の確保の観点から人材リソースを把

握することが重要であり、人材ニーズ及び人材リソースを内容とする「原子力

専門家人材マップ」を作成することとした。 

      原子力専門家人材は、安全基盤研究等研究活動を通じた育成が基本であ

る。安全基盤研究の目的に人材の育成を明確に位置づけるとともに、こうし

た研究事業において人材育成の活動が行われる必要がある。 

 

（人材の確保のためのメッセージの発信とキャリア形成の展望の提示） 

原子力分野にレベルの高い人を獲得するため、原子力に係る社会的ニー

ズを明確なメッセージとして出していくことが必要である。例えば、「社会イン

フラとして不可欠であり、国のエネルギー政策の根幹であること、非常に高

度な技術が求められ、これをうまく動かしていくかどうかによって、社会全体、

産業界全体を左右すること」を認識してもらうことが重要である。 

モチベーションを持ちうるよう、自らのスキル向上、キャリア形成について

の展望が描けることが重要である。原子力の各専門技術分野に従事する専

門家人材については、産官学の垣根を越えて活躍ができること等、海外での

成功例を参考に、キャリア形成の展望を具体的に提示することが重要であ

る。 

 

（保修作業に関する技術・技能の民間認定制度の構築） 

産業界においては作業品質の確保等の観点から保修作業員の各社共通

の技術・技能認定制度の導入が検討されており、これは、安全性の向上、作

業員のモチベーション、意欲の向上に繋がると期待されるものである。協力

会社等も含めた制度の設計・運用がなされることが重要である。 
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４．原子力安全確保の観点からの研究施設基盤 

 

（１）現状と課題 

（研究施設基盤の維持確保の困難化） 

安全性、信頼性の向上等のための課題解決にあたり、研究施設は重要な

基盤のひとつである。国内外において研究施設、とりわけ安全基盤研究の実

施施設（ここでは公的研究開発機関が有する施設を念頭に置いている）につ

いては、原子力安全問題についての種々の課題が解決されてきたこと、安全

基盤研究に係る産業界、国の予算が減少してきていること等からその維持・

確保が困難化している。国際的にも、ＯＥＣＤ／ＮＥＡにおいて「安全研究ニー

ズがあるにも関わらず、各国で必要な研究施設を維持できない状況である」

との問題提起がなされている。 

 

（安全基盤研究の観点から研究施設の活用） 

これら研究施設には、安全確保、安全規制の整備に大いに貢献し、今後、

引き続きこうしたニーズへの対応から安全基盤研究を行って行く上で必要と

考えられるものが存在している。産業界及び規制当局は、安全基盤研究の

適切な実施の観点から今後の安全基盤研究施設の活用についての基本的

な考え方、個別研究施設についての考え方を取りまとめる必要がある。 

 

（２）今後の対応の考え方 

（個別研究施設の選択に際しての考え方） 

先見的な視点、中長期的な視点も念頭に安全基盤研究の課題が、ロード

マップ上に明確に位置付けられていることが必要である。その際、国際的な

協力のもとで連携しながら共同研究を実施することも十分考慮する。 

その上で、研究施設の選択にあたっては、①課題解決のために必要な能

力を有すること、②経済性、利便性等を国内外の施設について比較検討する

こと、③国内での研究施設の活用のメリットを考慮すること、④国の資金を伴

う安全基盤研究（例えば、保安院の安全研究事業）については、原子力安全

分野の人材及び技術基盤への貢献はもとより、我が国経済、雇用等へ貢献

すること等、を考慮した上で判断がなされることが適当である。 

  

（戦略的に重要な安全基盤研究施設） 

上記の考え方に基づき利用される国内施設について、①国内外のユーザ

が利用することは原子力安全分野において、我が国として国際的に貢献する

とともに、②我が国の原子力分野の人的、技術的基盤の強化に繋がること、
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③一方で、こうした施設についてはその維持運営が財政的にも人材的にも困

難に直面していること等から、一定の条件に該当するものについては、関係

機関が協力し戦略的に維持・確保していくことが必要である。 

 

５．原子力安全確保の観点からの知識基盤 

知識基盤は、運転経験情報等の安全情報、安全基盤研究成果等から構成

される。知識基盤の整備と同時にこれを如何に活用するかという視点が重要

である。ここでは知識基盤の整備及び活用に関し、分野横断的な事項、共通

的な事項等について審議を行った。 

 

（１）現状と課題 

（産業界、規制当局の知識基盤のあり方） 

原子力安全基盤機構の安全情報データベースには８８万件に及ぶデータが

蓄積されており、日本原子力技術協会の運営する原子力施設情報公開ライブ

ラリー（ＮＵＣＩＡ）では、平成１７、１８年度において国内６５５件、海外５，４５９

件に及び国内外のトラブル関連情報が収集されている。 

これらを含む産業界（事業者、メーカ及び協力会社）及び規制当局の知識

基盤については、それぞれの役割、業務等に照らして適切に構築されている。

今後の安全確保、安全規制の高度化への対応のために必要となる安全情報

について効果的効率的な整備、活用が必要である。 

 

（知識基盤の活用の視点） 

     データはあるが、なかなか使えないという状況を突破するとともに、整備され

た知識基盤が十分に活用されることが重要。知識基盤に含まれる情報等はき

わめて膨大で多岐にわたっているため、①整備された知識基盤を必要なとき

に、必要な情報をもれなく、必要な形で、有効活用できるよう支援すること、②

運転管理情報の事業所内における知識基盤を整備するにあたっては不正防

止にも資するという視点も重要である。 

 

（知識基盤と地域住民等との関係） 

事業者においては、運転管理情報はもとより原子力施設の知識基盤に関す

る国民・メディア等との積極的なコミュニケーションの促進（その内容・方法論

の検討も含め）を図っていく必要がある。 

 

（２） 今後の対応の考え方 

（知識基盤の効率的な整備） 
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安全規制の高度化にあたり保全品質情報、機器設備故障率、人間信頼性

データ等新たな安全情報が求められる。そのデータソースは産業界であるこ

とから、規制当局は規制資源の効率化の観点から自らデータベースを整備す

るのではなく、客観性、信頼性等を確保した上で産業界のデータを活用するこ

とが基本的考え方である。 

 

（知識基盤の高度利用） 

個別事例から一般化した教訓を引き出すことと、一般的な知識から特定の

分野、状況における事象の発生を示唆するという適用、の両面を支援する知

識構造化が重要である。このように知識基盤を有効に高度に活用するにあ

たっての手法の開発を行うことが必要である。 

また、事業者においては運転管理情報の電子化等知識基盤化を図ってい

くことが重要であり、これは不正の防止にも資するものである。 

 

（知識基盤を活用したコミュニケーションの推進） 

知識基盤については、事業者と規制当局との関係で捉えられると同時に、

地域住民、一般国民、メディア等との関係で捉えることが重要である。特に、

事業者が、その事業活動の理解を得ていくにあたり、その活用を考えること

が重要である。 
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第三章 原子力安全基盤小委員会の提言について 

 

１．新たな原子力安全基盤研究システムの構築 

 

（１）日本原子力学会により高度燃料利用分野、原子力安全基盤機構により高経化

対応技術分野の技術戦略マップが策定され、本小委員会は報告を受け審議し

た。 

これは、 

・産学官及び学協会が共有し、 

・新技術に係る産業界の導入計画、安全基盤研究の課題、規格基準策定への

道筋を示し、 

・両分野の取組みの重要性、先端的で先見的な技術ニーズを提示するもの 

資料１：燃料高度化技術戦略マップ２００７（日本原子力学会） 

資料２：高経年化対応技術戦略マップ２００７（要約版）（原子力安全基盤機構） 

 

また、社会安全分野について、日本原子力学会、日本品質管理学会及び東

京大学はワークショップを開催し技術課題を整理した。 

 

（２）本小委員会は高度燃料利用分野について上記技術戦略マップを踏まえ、これ

を実施する政策的課題（規格基準等整備に必要となる安全基盤研究の推進、

安全基盤研究の実施施設の整備、安全基盤研究による人材の育成確保）等を

含めたロードマップを策定した。 

資料３：高度燃料利用分野のロードマップ（原子力安全・保安院） 

 

（３）本小委員会は以下のとおり提言する。 

・学協会等は上記技術戦略マップの定期的なローリングを行うとともに、社会安

全分野、再処理施設を中心とする核燃料サイクル分野等、他の原子力安全分

野についても産学官と協力し技術戦略マップを策定する。本小委員会はその

内容について報告を受け審議する。 

・規制当局及び産業界は上記技術戦略マップに基づき安全基盤研究を計画し実

施するともに、本小委員会はその計画及び研究成果について毎年度レビュー

する。 

・規制当局、産業界、研究開発機関等関係組織は高度燃料利用分野のロードマ

ップにおける政策手段等を実現するため具体的な検討を行う。 
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２．原子力安全分野における学協会の役割の高まりと体制強化 

 

（１）標準策定等に関する取組み 

①原子力関係学協会規格類協議会（注）は原子力関係の規格基準などの策定に

係る計画を取りまとめ、本小委員会はその報告を受け審議した。これは、 

・産学官と共有し、 

・関係の学協会の標準策定における役割分担と今後の原子力分野の標準策

定の考え方と計画（関係機関による標準活動支援のベースとなる当面の

具体的な標準策定のスケジュールを含む）を示す。 

   

資料４：原子力関係の学協会規格類の策定計画について 

（原子力関係学協会規格類協議会） 

   

②日本原子力学会及び日本機械学会、規制当局、産業界等関係機関は両学

会の経営基盤の支援強化について検討を行い取りまとめた。また、学協会及

びその協議会は原子力政策当局を規格基準関係委員会委員に加える等標

準策定体制の強化を図ってきている。 

 

（２）本小委員会は以下のとおり提言する。 

・関係学協会は、産学官の協力を得て「原子力関係の学協会規格類の策定計

画」に従い、現在各分野で行われている作業も含め規格基準策定を進める。

上記協議会は同計画を定期的に見直し、その内容を必要に応じ本小委員会

へ報告する。 

・産業界、規制当局等関係機関は、上記の学会の経営基盤の支援強化に関す

る考え方に基づき、学協会の標準策定活動に係る支援を実施する。 

・学協会においては、同計画において課題として挙げられているように、標準策

定における ISO,IAEA,ASME との関係を強化することを期待する。 

・規格・基準など標準策定活動を行う人材（コードエンジニア等）、上記のような

国際的な取組に積極的に貢献できる人材等の育成・確保について、同計画に

基づき学協会等で具体的な方策について検討されることを期待する。 

・産業界、研究開発機関、教育研究機関、規制当局等は学協会の標準策定、

ロードマップ策定等の活動について各々の組織全体として支援する。また、例

えば産業界、研究開発機関等の経営層がこうした活動への認識を高めていく

                                                 
（注）原子力関係学協会規格類協議会は、原子力関係規格類策定団体、関係省庁、電気事業連

合会等が参加し、原子力分野の規格類の体系的整備に関する必要事項について協議する場と

して設けられている。 
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取組み、こうした活動の実務を担う人材を適切に評価・処遇する取組み等に

ついて検討し実施すること、を期待する。 

・規制当局及び学協会は、「規格基準の性能規定化と学協会規格の活用」、

「規制基準整備における規制当局と学協会の役割」等について国民に分かり

易く説明を行う。また、上記のように関係機関による支援が行われる中で、学

協会は規格基準、ロードマップ等の策定等の活動において公正、公平、公開

の考え方が徹底されていることについて説明責任を果たすことが重要であ

る。 

 

３．原子力専門家人材の戦略的な育成・確保 

 

（１）原子力の安全確保及び安全規制の観点から人材面の主な課題は特定技術分

野及び基礎・基盤分野の専門家人材の育成・確保。戦略的な人材の育成・確保

のため本小委員会は原子力安全専門家人材マップについて報告を受け、議論

した。 

資料５：原子力専門家人材マップ（人材ニーズマップ（原子力安全・保安院）及びリソースマ

ップ（エネルギー総合工学研究所）） 

 

（２）本小委員会は、人材ニーズに関する以下の指摘を十分認識する。 

・規格基準の策定を推進していく観点から、規格基準策定の専門家であるコー

ドエンジニアを育成することが重要である。 

・知識基盤の効果的な整備、活用を図る観点から、安全情報等を解析する専門

家の育成が重要である。 

・リスクコミュニケーション、ヒューマンファクター等ソフト面を研究する人材、コミ

ュニケーション能力を有する人材を育成することが重要である。 

 

（３）本小委員会は以下のとおり提言する。 

・国、産業界、教育研究機関、研究開発機関等関係機関は連携して、原子力専門

家人材マップ及び技術戦略マップに基づき、原子力分野の人材ニーズ及び技術

ニーズに関する情報、メッセージ等を発信するとともに、人材及び技術に係るリソ

ース側との交流促進を図る。また、これら関係機関は連携して原子力専門家人

材マップをレビューし、必要に応じ見直す。 

・国、産業界等は、教育研究機関の研究者、技術者の取り組んだ原子力分野にお

ける標準策定、研究開発、規制支援等基盤的活動が、社会的貢献として、その

評価に位置付けられるよう積極的に取り組む。産業界は学協会と連携して、その

際に活用し得る、研究者、技術者による標準策定、試験研究等に対する産業界
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としての評価について検討を行う。 

・産業界は、企業倫理、安全文化、技術者倫理等の向上、徹底のための具体的な

方策を人材基盤の取組み（教育・研修等）の中に盛り込み、実施する。 

・産業界は、保修作業にかかる技術・技能の民間資格認定制度について自主的

な取り組みとして検討を進め、その制度の構築と運用を図る。 

・規制当局及び研究開発機関は、安全研究による人材の育成、確保を推進する

ため、安全研究事業において、この目的を明確化するとともに、この観点から必

要な活動が実施できるよう措置する。 

 

４．戦略的に重要な安全基盤研究施設の維持・確保 

・本小委員会は、次に該当する研究施設について「戦略的に重要な安全基盤研

究施設」と位置づけ、当該施設の重要性について国民の理解を得るよう努め

る。 

① 技術戦略マップにおける重要な安全基盤研究ニーズに対応する施設 

② 人材マップにおいて今後専門家の育成・確保が重要とされる分野の研

究課題へ対応する施設 

③ OECD/NEA 等により国際的に高い評価を受けている施設 

・また、当該施設を有する研究開発機関は国際的に遜色のない経済性、利便性

等の確保を図るとともに、国内外ユーザによる利用が促進されるよう具体的な

提案を行う。国は国際共同研究プロジェクトの実現に向け必要な政府間ベース

での提案を行う。産業界は当該研究開発機関の取組みの成果を踏まえ当該施

設の積極的な利用に努める。 

・「研究施設の維持に関する戦略策定が必要」との OECD/NEA の提言にも鑑み、

原子力安全基盤機構及び日本原子力研究開発機構は連携して、技術戦略及

び人材マップを踏まえつつ、安全基盤研究施設の活用戦略を策定する。 

・本小委員会は、高度燃料利用分野及び高経年化対応技術分野に関し、技術

戦略マップ等を踏まえ、日本原子力研究開発機構原子炉安全性研究炉

（NSRR）、燃料試験施設（RFEF）、及び材料試験炉（JMTR）（照射後試験施設

など、これらの付属する施設を含む。）を「戦略的に重要な安全基盤研究施設」

と位置づける。なお、他の研究施設について、今後、他分野の技術戦略マップ

策定等を踏まえ、「戦略的に重要な安全基盤研究施設」への位置づけを検討

する。 

 

５．知識基盤の高度化と積極的な活用 

・ 原子力安全基盤機構は、事業者による事故故障等の未然防止の取組みを徹

底するため、安全情報の知識構造化ベースの構築をその実効性も踏まえつつ
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推進する。 

・ その際、安全情報を解析する専門家、個別事例の経験から本質知を抽出する

専門家が必要であり、同機構はこのような人材の育成・確保の方策を検討す

る。 

・  事業者には、規制とは別の次元から行われる運転管理情報等の電子化の推

進及び運転管理情報はもとより原子力施設の知識基盤に関する地域住民、一

般国民、メディア等とのコミュニケーションの推進について積極的な取組みを期

待する。 
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第四章 おわりに 

（検討のプロセス） 

本小委員会は安全確保及び安全規制の観点から、電力業界、プラントメーカ業界

から委員として、原子力政策当局からオブザーバとして参画願い、推進と規制という

二項対立を越えた形で産業界、規制当局等における原子力安全基盤の強化の方策

について議論を行ってきた。また、原子力安全分野における学協会の高まる役割を

踏まえ、この点についての国民の理解が促進されることを期待して日本原子力学会、

日本機械学会、日本電気協会の標準委員会等からの参画も得た。 

本小委員会と併行して進められた技術戦略マップの策定作業等を通じ、産業界、

規制当局、政策当局、研究開発機関、学協会等関係者が一同に会し今後の安全基

盤についての継続的で熱心な議論がなされたのは極めて有意義であった。特に、日

本原子力学会、原子力安全基盤機構における技術戦略マップの策定プロセスに関

しては、「多くの分野の専門家が検討に加わり、産業界と国等がいろいろな意見を本

当に出し合ってここまできた」と、本小委員会で学会委員から報告があった。 

 

（安全基盤の強化における産業界及び国の役割） 

原子力施設を所有し、運転し、事業活動を行う主体であり、その安全性に第一義

的責任を有する事業者が、安全基盤構築にあたって先導的な役割を果たすことが

必要である。事業者も含めた産業界が人材、標準、技術等について具体的な要望、

将来の計画、考え方等を関係機関に表明することが重要である。国においては、こ

れらも踏まえつつ、先見的な安全研究の実施等により必要な安全規制の整備・見直

しを行うとともに、将来の安全基盤に係る課題を先取りし関係者の議論に付すこと等

の対応が求められる。 

先見的な安全基盤研究を実施し、それを知識基盤として整備し活用することによ

り、将来起きうる事象はもとより、原子力政策大綱における既存軽水炉の高度化、

次世代軽水炉等今後の原子力利用に必要な安全基盤が構築されるものと考える。 

 

（安全基盤の強化による保安活動の高度化） 

知識基盤の整備・活用等安全基盤を強化し、十分に活用することは、原子力施設

の保安活動の高度化（言い換えれば科学的合理性の向上、説明性の向上）、事業

活動の透明性の向上に繋がる。また、安全規制の整備・運用にあたって、事業者に

よるより説得力のある、より質の高い申請、提案等を含む保安活動が可能となり、規

制当局における科学的合理的な判断と相俟って、結果としてより効率的効果的な安

全確保、安全規制に繋がると期待される。 

（参考）米国 NRC クライン委員長による（２００７年１月のオハイオ大学）、産業界の代表との会
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合での講演より抜粋、「建設運転一括承認であれ、許認可の更新であれ、設計認証であれ、

他の何に関するものであっても、質の高い申請がなされれば、質の低いものと較べれば、審

査する時間は少ない時間で済む。是非、質の良い、明確な申請をして欲しい。そうすれば、

NRC は適時（timeliness）に処理する。」 

 

（安全基盤の強化に向けた関係機関の主体的な取組みと本小委員会の役割） 

本小委員会で議論された安全基盤の課題は、当面精力的に取り組むべきものに

焦点があてられた。事業者、プラントメーカ、規制当局、学協会等においては、本報

告の提言への対応に止まらず、それぞれの役割を果たすために必要な安全基盤の

強化に向けた主体的、自律的な取組みを進めることが重要である。 

最後に、本小委員会は、この報告書に盛り込まれた提言内容が着実に実施され

るよう、関係機関における取組みをフォローアップしていくこととしたい。また、当然の

ことながら、本小委員会は、社会環境や原子力事業における変化を踏まえ、本報告

の内容を見直すこととする。 

 
 
 
 
 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（敬称略、五十音順）

委員長 大橋 弘忠 東京大学大学院工学系研究科教授

委員 秋庭 悦子 社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会常任理事

飯塚 悦功 東京大学大学院工学系研究科教授

伊藤 順司 独立行政法人産業技術総合研究所理事

木下 幹康 財団法人電力中央研究所上席研究員

久木田 豊 名古屋大学大学院工学研究科教授

小林 英男 横浜国立大学安心・安全の科学研究教育センター教授

齋藤 荘蔵 株式会社日立製作所執行役専務
社団法人日本電機工業会原子力政策委員会委員長（第６回まで参加）

浦谷 良美 三菱重工業株式会社常務執行役員
社団法人日本電機工業会原子力政策委員会委員長（第７回から参加）

高 巌 麗澤大学国際経済学部教授

武黒 一郎 東京電力株式会社取締役副社長
電気事業連合会原子力開発対策委員会総合部会長

知野 恵子 株式会社読売新聞社編集委員

橋本 和仁 東京大学大学院工学系研究科教授

藤田 聡 東京電機大学工学部第一部長

班目 春樹　 東京大学大学院工学系研究科教授
社団法人日本電気協会原子力規格委員会委員長

松岡 伸吾 日本原燃株式会社技術顧問

宮野 廣 東芝プラントシステム株式会社技術企画部長
社団法人日本原子力学会標準委員会委員長

湯原 哲夫 東京大学サステイナビリティ学連携研究機構特任研究員
社団法人日本機械学会標準・規格センター発電用設備規格委員会委員長

吉本 陽子 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社主任研究員

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 鈴木　康郎（第７回から参加）

独立行政法人日本原子力研究開発機構安全研究センター長  　 石島　清見

独立行政法人原子力安全基盤機構理事　　　　　　　　　　　　　　   曽我部　捷洋

原子力安全基盤小委員会　委員名簿

原子力安全委員会事務局総務課長  　                     　　　　　　　加藤　孝男（第４回まで参加）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                      　　　　　　　明野　吉成（第５回から参加）

有限責任中間法人日本原子力技術協会専務理事  　　　　　　　　 野田　宏（第６回まで参加）

参考１



原子力安全基盤小委員会における検討の経緯 

 

第１回（平成１８年９月１１日） 

① 平成１９年度原子力安全研究予算概算要求及び電気事業者における原子力

研究・技術開発について 

② 当小委員会での今後の検討事項について 

第２回（平成１８年１１月２０日） 

○ 規格・基準の策定と学協会の取組みについて 

第３回（平成１９年１月３０日） 

○ 今後の安全基盤研究のあり方について 

第４回（平成１９年３月２２日） 

○ 原子力分野の人材基盤の現状認識と今後の取組みについて 

（特に安全確保、安全規制の視点から） 

第５回（平成１９年５月８日） 

① 原子力安全分野の研究施設基盤に関する現状と今後の取組みについて 

② 原子力安全分野の知識基盤に関する現状と今後の取組みについて 

第６回（平成１９年６月５日） 

○ 原子力安全基盤の強化に向けての今後の取組みについて 

第７回（平成１９年７月１８日） 

○ 原子力安全基盤小委員会報告（案）について 

第８回（平成１９年１０月１５日） 

○「原子力安全基盤小委員会報告～原子力の安全基盤の強化について～(案)」

に関するパブリックコメントの結果について 

参考２



燃料高度化技術戦略マップ2007

平成19年7月

日本原子力学会
｢軽水炉燃料の高度化に必要な技術検討｣

特別専門委員会

資料１



2

技術戦略マップ策定の位置付け

技術戦略マップやその検討の意義は、産官学の専門家が、
取り組むべき課題、その課題への対応方法や責任者を明
確にし、理解を共有することにある。また、その内容について
国民の理解を得つつ、産官学が有機的に連携しながら、合
理的かつ効率的な方法で課題解決を図ることを目標として
いる。

安全基盤研究に係る活動は「原子力発電所の安全確保」
をめざすものであり、社会的要求や情勢の変化による設備、
運用の変化に対して、確実に安全を確保しつつプラントの高
度化を図るための施策を達成、実現するものである。この中
で軽水炉燃料の高度化はきわめて重要な位置付けにあり、
これをどのように図っていくかを産官学で議論し共有するため
に、「燃料高度化技術」の技術戦略マップを日本原子力学
会の場において策定しさらにそのローリングを行っている。
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技術戦略マップの策定およびローリングの実施体制

委員会主査 関村直人

学術界

東京大学、大阪大学、京都大学、名古屋大学、九州大学、電力中央研究所

官界

原子力安全・保安院、資源エネルギー庁、原子力安全基盤機構、

原子力安全委員会、日本原子力研究開発機構

産業界

日本原子力技術協会、東京電力、関西電力、日本原子力発電、

三菱重工業、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾆｭｰｸﾘｱ･ﾌｭｴﾙ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ、原子燃料工業、

日本核燃料開発、ニュークリア・デベロップメント、三菱原子燃料、

住友金属、三菱マテリアル、神鋼特殊鋼管(コベルコ科研)、ジルコプロダクツ

学協会

日本原子力学会標準委員会

日本原子力学会「軽水炉燃料の高度化に必要な技術検討」特別専門委員会

ロードマップおよび民間規格に関する作業会を有する特別専門委員会を設置し、制定し
た規約に基づき、専門家が個人的な立場として参加し（計53名）、議論を行った。

ロードマップ作業会
技術戦略マップのローリング

民間規格作業会
燃料に関する学協会規格案や

規格策定における課題の検討
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技術戦略における産官学の役割分担(理念)

・産官学の関係者が集合し、以下の観点から技術戦略マップの策定、定期的なローリングを行う。
- 優先的に取り組む課題の明確化
- 合理的・効率的実施を考慮した役割分担の検討
- 検討作業、情報発信を通じたコンセンサスの形成

・技術戦略マップに沿った活動の中で、規格基準化を図り、規格基準の高度化に貢献する。

学協会など

・安全の確保に
関する責任

- 安全性と公益性の確保・向上を目的とした

開発研究および基盤整備

・安全規制の確立と整備に関する責任

- 安全規制における適正な行政判断に必要な安全研究
- 必要な基盤(知識・人材・施設・制度的)の整備

・安全性と公益性の確保・向上を
前提にした原子力政策の推進に対する責任

- 産業界・学術界の安全に関わる研究と
基盤整備に対する支援

・安全基盤研究への貢献に関する責任

- 知の蓄積と展開(安全基盤研究の検証)

- 研究を支える人材の育成

産業界

学術界

国・官界
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技術戦略マップの作成と展開

①導入シナリオ

②技術マップ

③ロードマップ

技術戦略マップ

高経年化対応

燃料高度化対応

H16～17年に作成した

原子力学会のロードマップ

研究開発が世の中に出て行
く筋道とそのための関連施
策を示したもの

技術課題を俯瞰し重要技術
を絞り込んだもの

求められる機能などの向上・
進展を時間軸上にマイルスト
ーンとして示したもの

・高経年化

・社会安全

・燃料高度化

原子力安全基盤小委員会

予算措置 等
・安全研究
・開発研究
・研究基盤整備

広報 意見

・学会発表

・セミナー

編集・
最新知見の反映

ローリング

……
………
……

①

②

③

広報

オーソライズ
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技術戦略マップ 策定・ローリングの考え方

原子力発電は国民全体の理解が必要であり、その安全確保には官民が連携した

国全体としての取り組みが要求される。

その上で、技術戦略マップの策定・ローリングは、以下の3点を満足するように行う。

① 国の研究開発および民間も含めた安全関連の研究に関しては、

その考え方、内容、成果などについて、国民に説明を行い、 理解を求める。

国が行う研究の必要性・予算措置と産業界が行う研究との連携

安全基盤研究全体の位置づけの明確化

② 研究開発プロジェクトの企画立案および運営に寄与するインフラを整備する。

産官学の活動情報の統合と効果的活用として、情報基盤の整備

③ 異分野・異業種の連携、技術の融合、関連施策の一体的維持活用と安全確保

のための基盤整備等を促進するとともに、産官学の総合力を結集する。

関連分野との連携

施設基盤、人材基盤の構築 （どの分野の施設、人材が必要かを明確にする）

産官学が結集して、共通の理解と目標を設定 （コンセンサスの形成）
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技術戦略マップ

②技術マップ

進捗

技術戦略マップのローリング

①導入シナリオ

目標・ニーズ

RMへのニーズ

組織体制と役割分担

他分野RM等の動向

N年度 N+1年度

情報収集

評価と改訂
定期的

研究基盤を活用したプロジェクト

研究成果に基づく知識基盤

知識基盤整備

研究プロジェクト

研究基盤整備

産官学

③ロードマップ

……
………
……

技術戦略マップ

②技術マップ

①導入シナリオ

……
………
……

③ロードマップ

反映

評価・改訂結果

学会発表

セミナー など

環境的課題

反映

連携や技術課題
への取込み

知識基盤に基づく規格・基準整備

規格・基準整備 情報発信・広報 意見
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目標の明示とシナリオの共有

原子力発電の重要性を確認しつつ、燃料高度化の位置付
けを明確化し、産官学の場で共有化された目標を明示した。

（燃料高度化の位置づけ）
公益性の向上のためには、増大する燃料の負荷に対応でき
るように燃料の高度化を図る必要がある。燃料は放射性物
質を閉じこめるという安全上重要な機能を有している。その
安全性を確保するための性能を向上することで今後も信頼
性を維持しつつ、さらに安全基準の合理性の向上を図ること
が原子力発電への信頼を高めることになる。

特別専門委員会に参加する関係者が燃料高度化に関わ
る見通しを示し、これを互いに議論し集約することによって、
産官学が共有する目標を達成するための技術戦略マップを
描き出すとともに、常にこれを最新のものとするための議論を
行っている。
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燃料高度化の位置づけ

燃料高度化関連図

高燃焼度化

原子力発電原子力発電
へのへの社会的社会的

ニーズニーズ

○基盤技術課題 ○環境的課題

安全確保と安心感
ウラン資源の

有効利用
使用済燃料

発生量の低減
環境負荷（ＣＯ２）

の低減
経済性の向上

対対 応応 策策
最適運転サイクル

対応
プラント増出力対応

プルサーマル
推進

安全確保の
説明性向上

目標目標 ：： 高負荷に対応できる燃料高度化・合理的安全基準高負荷に対応できる燃料高度化・合理的安全基準

安全基準の合理性

の向上と国民の理解

原子力の公益性をより高めるために、

燃料に対する負荷が増大する方向
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設備利用率向上５％設備利用率向上５％

現行１３ケ月現行１３ケ月
75%

80%

85%

90%

75%

80%

85%

90%

１８ケ月 ２４ケ月１２ケ月

１サイクルあたりの運転期間

１８ケ月 ２４ケ月１２ケ月

１サイクルあたりの運転期間

設
備

利
用

率
設

備
利

用
率

設備利用率向上５％設備利用率向上５％

現行１３ケ月現行１３ケ月
75%

80%

85%

90%

75%

80%

85%

90%

１８ケ月 ２４ケ月１２ケ月

１サイクルあたりの運転期間

１８ケ月 ２４ケ月１２ケ月

１サイクルあたりの運転期間

設
備

利
用

率
設

備
利

用
率

燃料高度化の位置づけ(公益性の向上)

①高燃焼度化による使用済燃料発生量低減

②燃料性能向上が支えるプラントの高度利用
(炉出力向上、柔軟な運転サイクル)によるCO2の削減

効果の試算

①使用済燃料発生量低減
現行燃料(55GWd/t)⇒高燃焼度化燃料(例えば～70GWd/t)

→約30%の使用済燃料発生量低減

②CO2削減
設備利用率10%向上*1

→年間約430億kWhの発電量
(110万kWプラント５基)増加に相当

→年間約2.5千万トンのCO2発生の削減に相当*2

→1990年度の年間排出量の約2%に相当
(京都議定書における削減目標6%)

→2千億円以上の排出権に相当*3

*113ヶ月運転(3ヶ月定検)のプラントの場合、例えば、柔軟な運転サイクル(約19ヶ月運転)による約5%および炉出力向上(約6%)による約5%の設備利用率向上。
*2LNG火力の代替を想定して試算。
*3IPCC第３作業部会報告(2007.5.4)において、「2100年までに大気中の温室効果ガスを550ppmに抑えるためには2030年までにCO2の削減費用を最大約80ドル/t-

CO2まで伸ばすことが必要」とされている(2007.5.5毎日新聞)ことから、排出権価格を同程度として試算。
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社会的ニーズから望まれる技術と技術課題

新
技
術
新
知
見
に
よ
る
説
明
性

科
学
的
合
理
的
な
基
準
規
格

参考資料：原安協「xxxxxxxxxxxxxx」
ウラン資源の有効利用

環境負荷の低減

現状
現行55GWd/t

燃料開発技術課題
機構論的研究
現象論的研究

燃料設計
材料開発

環境的課題
原子炉設備改造
軽水炉寿命
水化学
規制等の検討
経済性の検討
その他：濃縮度アップ、
製造、輸送、保管、再処理、
HLW処分、中間貯蔵

社会情勢から
発生する
ニーズ

2010年

2020年

燃料高度化の導入シナリオ 燃料高度化の目標

高負荷に対応できる燃料
の高度化と規格基準の高
度化による安全基準の合
理性と信頼性の向上を図
り、公益性の向上と安全
性の向上を、ともに達成し
ていく必要がある。

そのためには、官民が規
制と開発の両輪となり協
調を図っていくことが重要
であるとともに、緊張感を
維持しながら、適切な役
割を分担していくことが必
要である。

燃料燃料のの高度化高度化
大幅な高燃焼度化（～70GWd/t）
大幅な炉出力向上（10～数10％）等

高負荷に対応できる燃料

と規格基準の高度化と規格基準の高度化

安全性

公
益
性
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燃料高度化の導入シナリオ
PWR・BWR共通シナリオ

それぞれ具体的に展開

燃料高度化の対応策
高燃焼度化

炉出力向上

柔軟な運転サイクル対応

プルサーマル対応

規格・基準高度化
等

PWR燃料
の高度化

BWR燃料
の高度化
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制度的基盤

核・熱・安全技術高度化
炉出力向上
次世代炉
5%超濃縮ウラン利用
第二再処理工場
水化学高度化

実機適用
設計

検討

概念設計

燃料高度化の導入シナリオ(PWR燃料関連)

年度

高度化
MOX燃料

開発・設計、許認可・導入

検証試験

ステップⅡ燃料導入

環境的課題

(主な例)

2015
(H27)

～2005
(H17)

2020
(H32)

2010
(H22)

　　MOX燃料　　　　　開発・設計～許認可・導入

基盤整備

炉外試験・照射試験
/オンサイトPIE

設計、許認可、導入

民間規格検討・整備

高度化燃料

高燃焼度等
の高度化
運用

基準整備

現行燃料

柔軟な運転サイクル対応PCIに関する評価

許認可への適用性確認・許認可 定期検査間隔の大幅な柔軟性確保

安全規制に係る確認・検証のための安全研究

開発・設計～許認可・導入

許認可への適用技術評価

(特別専門委員会)
(標準委員会)

設計 許認可

更なる耐食性改良被覆材

安全研究、技術評価のためのデータ取得

　耐食性改良被覆材

導入

（新材料被覆管）

施設基盤

人材基盤

知識基盤

必要に応じて技術課題への取り込み／実機適用状況・燃料仕様・開発や設計に関する知見の反映

学産 官 学協会

検討

1

　情報基盤に関する検討　　国民の理解を得るために必要な知識基盤の検討と整備

　研究施設基盤のあり方に関する検討

　技術評価プロセスのあり方に関する検討

　官民協力のあり方に関する検討　　指針の体系化に関する検討

照射挙動評価

・高燃焼度化対応

・炉出力向上対応

・柔軟な運転
　　サイクル対応

・安全規制の

　　　説明性向上

・プルサーマル対応
・安全規制の説明性向上

燃料高度化の導入シナリオ（１階層目） (1)

導入シナリオ
研究開発が世の中に出て行く筋道とそのための関連施策を示したもの

PWR燃料高度化の導入シナリオ
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許認可適用

燃料高度化の導入シナリオ（BWR燃料関連）

　技術評価

高度化燃料

５５GWｄ/ｔ以下
９ｘ９燃料PIE

学会標準委員会

基盤整備

特別専門委

環境的課題

許認可

産 官 学

開発/設計

開発/設計 許認可

安全裕度確認
（現行材機械的特性）

高度化燃料

６０GWｄ/ｔ超

改良材料海外照射、サイト試験

開発/設計 許認可

開発/設計 許認可

高性能９ｘ９型

１０ｘ１０型

高燃焼度10x10型

大幅高燃焼度

基準整備基準検証（現行材）

安全研究・技術評価

導入

先行少数体導入

本格導入

導入

規格/基準高度化

他分野との連携 　　第二再処理工場、水化学高度化、５％超濃縮ウラン利用、次世代炉、核・熱・安全評価技術高度化、炉出力向上

燃料高度化に関する

ロードマップ

（BWR高度化燃料）

に具体的に表示

０６2005２００５ ０７ ０８ ０９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０

安全裕度

高燃焼度MOX燃料
高燃焼度MOX

高度化MOX検証試験 安全研究・技術評価

開発/設計～許認可/導入
（BWR高度化プルサー

マル燃料）
に具体的に表示

1

学協会

知識基盤

施設基盤

制度的基盤

人材基盤

　　　　　　
　　　　　　　　情報基盤に関する検討　　国民の理解を得るために必要な知識基盤の検討と整備

　　　　　　
　　　　　　　　研究施設基盤のあり方に関する検討

　　　　　　
　　　　　　　　技術評価プロセスのあり方に関する検討

　　　　　　
　　　　　　　　官民協力のあり方に関する検討　　指針の体系化に関する検討

　　　　　　

・炉出力向上対応
・柔軟な運転サイクル対応

・高燃焼度化対応　・炉出力向上対応

・柔軟な運転サイクル対応
・安全規制の説明性向上

・プルサーマル対応　・高燃焼度化対応
・安全規制の説明性向上

燃料高度化の導入シナリオ（１階層目） (2)

BWR燃料高度化の導入シナリオ
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燃料高度化の技術マップ
　　　　　　　（PWR燃料の重要特性・挙動と損傷モード）

DNB限界出力

内圧( => クリープ破損・燃料中心溶融・RIA)ヘリウム生成→放出※

PCISCC(被覆管内面)

(部材機械特性(耐力、引張強さ、伸び、クリープ))部材腐食、水素吸収

PCMI過歪(延性低下)機械特性(延性)劣化

クリープ破損・クリープコラプス炉内クリープ

疲労疲労特性

LOCA破損(急冷時熱応力)LOCA時挙動

PCMI過歪・クリープコラプス焼きしまり・スエリング※ペレット

内圧( => クリープ破損・燃料中心溶融・RIA)FPガス放出(FGR)増大※

(FPガス放出(FGR)増大)リム組織等組織変化※

燃料中心溶融(・FPガス放出(FGR)増大)物性変化（熱伝導率低下）※

PCMI過歪ペレットクリープ※

－ボンディング・ガス移動燃料棒

－燃料棒伸び増大

RIA(PCMI)　(燃料エンタルピーしきい値低下)RIA時挙動※

－集合体伸び集合体

フレッティング部材機械特性(耐力、引張強さ、伸び、クリープ)

(延性低下)水素吸収増大

(減肉)腐食増大被覆管
関連する損傷モード重要特性・挙動

PWR燃料高度化の技術マップ

2a

※ ウラン燃料、MOX燃料共通で特に着眼すべき重要特性・挙動

燃料高度化の技術マップ（２階層目） (1)

技術マップ
技術課題を俯瞰し重要技術を絞り込んだもの

2a：燃料高度化における技術課題を俯瞰し、重要な特性・挙動・損傷モードを抽出したもの。

PWR燃料高度化に関する検討結果
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燃料高度化の技術マップ
　　　　　　　（BWR燃料の重要特性・挙動と損傷モード）

2a

　内圧　（ 内圧増大→リフトオフ）FPガス放出（FGR）増大※

　PCMI過歪スエリング※

　―部材腐食、水素吸収

高燃焼度１０×１０型（60GWd/t超、改良材料）／高度化プルサーマル燃料

　熱的損傷　（MCPR）限界出力

　―燃料体伸び燃料体

　PCMI破損　（燃料エンタルピーしきい値低下）RIA時挙動※

　ドライアウト　（熱的損傷）ドライアウト時挙動
　異物によるフレッティングフレッティング

　燃料棒曲がり燃料棒伸び増大

　PCI／DHC／SCC　（PCMI増大）ボンディング※燃料棒

　内圧　（燃料温度上昇→FGR増大）物性変化（熱伝導率低下）※

　内圧　（ FGR増大，He放出）MOX燃料、Puスポットの効果※

　内圧　（ FGR増大）リム組織、高燃焼度効果※

ペレット

　LOCA破損　（急冷時熱応力）LOCA時挙動

　疲労疲労強度低下

　過歪　（延性低下）機械特性（強度、延性）劣化
　PCI／DHC　（外面水素化物）水素吸収増大

　腐食　（被覆管減肉）腐食増大被覆管

関連する損傷モード重要特性・挙動部材
BWR燃料高度化の技術マップ

※MOX燃料について特にデータ拡充が必要と考えられる項目

DHC：Delayed Hydride Cracking（時間遅れを伴う被覆管外面半径方向水素化物を起点とする初期き裂の被覆管内面側へ進展損傷）

燃料高度化の技術マップ（２階層目） (2)

BWR燃料高度化に関する検討結果
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燃料高度化の技術マップ
(燃料損傷モードと高燃焼度化に伴う影響度)

燃料高度化に伴う影響度*
小 大

燃料中心溶融

中

事
故
時

異
常
な

過
渡
変
化
時

通
常
時

2b

RIA

LOCA

過歪(腐食・水素吸収による延性低下)

内圧

疲労

PCI

現状、中心温度基準は1%
塑性歪基準を代替

クリープコラプス フレッティング

DNB

*損傷モードに及ぼす燃料高度化の影響の大きさ。但し影響度が小さい場合でも安全上無視できるものではない。

燃料高度化の技術マップ（２階層目） (3)

2b：2aで技術的課題として抽出された項目について、燃料高度化に伴う影響度により整理し分類したもの。

PWR燃料高度化に関する検討結果

主な燃料損傷モードの説明

LOCA：原子炉冷却材が喪失する事故
時に被覆管の温度が上昇するな
どして破損に至るモード

RIA：制御棒が飛び出す又は落下する
事故時に燃料棒の出力が上昇し
て破損に至るモード

過歪：燃料棒の出力が上昇した時に被
覆管の塑性変形量が大きくなっ
て破損に至るモード

PCI：燃料棒の出力が上昇した時に被
覆管の内面腐食環境と応力状態
が影響して破損に至るモード

内圧：核分裂生成ガスの蓄積などによ
り燃料棒の内圧が上昇すること
によって破損に至るモード
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燃料高度化の技術マップ
　　　　 (燃料損傷モードと高燃焼度化に伴う影響度)

異
常
過
渡
時

通
常
時

事
故
時

燃料高度化に伴う影響度

大小

LOCA

ドライアウト

RIA(PCMI)

熱的損傷（MCPR）

疲労
内圧

過歪（延性低下）

PCI／SCC

異物フレッティング

腐食

PCI／DHC

2b

燃料棒曲がり

燃料高度化の技術マップ（２階層目） (4)

BWR燃料高度化に関する検討結果

主な燃料損傷モードの説明

ドライアウト：原子炉出力の上昇又は原
子炉冷却材流量の減少により被
覆管の温度が上昇することに
よって損傷に至るモード

PCI/DHC：制御棒引き抜きなどにより被
覆管外面に析出した半径方向水
素化物を起点として破損に至る
モード
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燃料高度化の技術マップ
(燃料高度化における燃料損傷モードと対応)

学協会規格
技術評価

学協会規格
策定

学協会規格
案検討

炉外試験・

照射後試験

評価手法高度化・

運用条件検討

改良合金

被覆管
PCI

学協会規格
技術評価

学協会規格
策定

(必要により)学協会規格を検討炉外試験
燃料棒保持条件

最適化

改良合金

被覆管
フレッティング

(必要により)学協会規格を検討炉外試験
評価手法高度化・

運用条件検討

学協会規格
策定

－DNB

基準・規格関連の対応

(必要により)学協会規格を検討

学協会規格
案検討

学協会規格
案検討

基準(規格)高度化

学協会規格
技術評価＊

官による基準高度化・学協会規格化を

学会の場で検討する

炉外試験・

照射後試験

仕様最適化

［MOX燃料含む］

（寸法、加圧量等）・

評価手法高度化

改良合金

被覆管・

改良ペレット

内圧

炉外試験・

照射後試験

評価手法高度化・

運用条件検討

改良合金

被覆管
疲労

炉外試験・

照射後試験
評価手法高度化

改良合金

被覆管
過歪(延性低下)

照射後試験－
改良合金

被覆管
RIA(PCMI)

改良合金
特性試験

－
改良合金

被覆管
LOCA

現行基準等への

適用性確認
設計改良材料改良

開発設計関連の対応

燃料高度化への対応

損傷モード

＊「燃料被覆管は機械的に破損しないこと」に対する判断基準としての、1%塑性歪の代替基準である燃料中心温度の妥当性確認を含む。

2c

ランプ試験

個別の安全規制措置の実施に
必要な技術的知見取得、安全規
制当局に必要な技術基盤の構築

に必要な試験・評価

過大内圧条件下挙動評価/

高燃焼度等MOX燃料

(FPガス放出)評価試験

ランプ試験/機械特性試験

(高燃焼度材/改良材試験)

RIA総合試験/要素試験・評価

(高燃焼度材/改良材
/MOX燃料試験)

LOCA総合試験/要素試験・評価

(高燃焼度材/改良材試験)

役割分担について

協力：
学協会規格の案検討お
よび策定は産官学の協
力のもと行われる。また、
学協会規格の技術評価

は規制の「公正」さの担
保のため産の協力はな
く官学の協力のもと行わ
れる。

主体： 産 官 学協会

これらは積極的に学協会規格の適用を試みたケースである。
ただし、破線で囲む範囲は、学協会規格を採用しない場合として、官による基準高度化、現行基準を前提とした対応等が考えられる。

燃料高度化の技術マップ（２階層目） (5)

2c：技術課題について積極的な対応が必要なものを絞り込み、その具体的な対応を示したもの。

PWR燃料高度化に関する検討結果
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燃料高度化の技術マップ
　　　　　 （燃料高度化における燃料損傷モードと対応)

2c

学協会規格
技術評価

学協会規格
技術評価

学協会規格
技術評価

学協会規
格策定

学協会規
格策定

学協会規
格策定

（必要により）学協会規格を検討

（必要により）学協会規格を検討

（必要により）学協会規格を検討

（必要により）学協会規格を検討

（必要により）学協会規格を検討

学協会規格案
　　　検討　　　

　　　　　

学協会規格案
検討

学協会規格案
検討

基準（規格）高度化

高燃焼度MOX燃料
照射試験

基準･規格関連の対応

炉外/照射後試験

限界出力試験

（新設計集合体）

炉外試験

炉外/照射後試験

炉外/出力急昇試験

（参考）

基準（規格）高度化
に必要な試験現行基準等への

適用性確認
材料・設計改良等

限界内圧検証試験

（高フラックス）

材料特性・機械試験
（10X10改良材）

出力急昇試験

（10X10改良材）

ポストBT基準検証
（10X10）

RIA総合試験

（改良材/MOX燃料）

LOCA総合試験

（改良材・照射材料）

スペーサ改良による限界出力特性向
上

熱的損傷（MCPR）

照射試験

（ウラン燃料，MOX燃料）

照射後試験

炉外試験

照射後試験

炉外試験

照射後試験

照射後試験

改良合金特性試験

（未照射材料）

開発設計関連の対応

改良合金被覆管,　評価手法高度化腐食

異物フィルタ性能向上異物フレッティング

改良合金被覆管疲労

改良ペレット,　線出力低減（１０×１０）PCI／SCC

初期内圧最適化

プレナム体積最適化（主にMOX燃料）

評価手法検討

内圧

改良合金被覆管

評価手法検討
過歪（延性低下）

改良合金被覆管

線出力低減（１０×１０）,評価手法検討
PCI／ＤＨＣ

評価手法検討ドライアウト

改良合金被覆管RIA（PCMI）

評価手法検討LOCA破損

燃料高度化への対応

損傷モード

役割分担について

これらは積極的に学協会規格の適用を試みたケースである。
ただし、破線で囲む範囲は、学協会規格を採用しない場合として、官による基準高度化、現行基準を前提とした対応等が考えられる。

学協会規格
技術評価

学協会規
格策定

学協会規格案
検討

　　官による基準高度化・学協会規格化を

　　学会の場で検討する

協力：
学協会規格の案検討およ
び策定は産官学の協力の
もと行われる。また、学協
会規格の技術評価は規制
の「公正」さの担保のため
産の協力はなく官学の協
力のもと行われる。

主体： 産 官 学協会

燃料高度化の技術マップ（２階層目） (6)

BWR燃料高度化に関する検討結果
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学会標準委員会

燃料高度化に関するロードマップ
　　　　　　（PWR高度化燃料：高燃焼度化、炉出力向上、柔軟な運転サイクル対応、規格・基準高度化）

開発

０６2005２００５ ０７ ０８ ０９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９

設計、許認可、導入

学協会規格化

基準高度化

学協会規格案検討

学協会規格策定

基準検証、適用

検証試験

２０

供試燃料

耐食性改良被覆材

更なる耐食性

　　　　　改良被覆材

　　メカニズム理解進展（高燃焼度諸効果、水素化物効果等）

設計 許認可

許認可適用

導入

　　安全基盤データ整備（高燃焼度などの高度化運用）

破損限界確認試験　　　　　　　　　　　　　　
(ランプ試験、機械特性試験、過大内圧条件下挙動評価)　　　　　

現行被覆材 50～75GWd/t

～70GWd/t

～20GWd/t ～40GWd/t ～60GWd/t ～70GWd/t

3a

基準高度化

技術評価

産 学官 学協会

照射挙動評価
（ランプ試験、機械特性
試験、内圧挙動評価、
事故時燃料挙動に関す
る要素試験・評価等）

　　　　　　　　　　　　　　　　　RIA総合試験

　　　　　　　　　　　　　　　　　LOCA総合試験

(耐食性改良被覆材等　　
　　　　　の照射試験)

・安全規制当局に必要な技術基盤の構築(規
制当局としては、学協会規格の技術評価にあ
たり、判断に必要なデータを独自に取得する)
・個別の安全規制措置の実施に必要な技術的
知見取得(規制当局は事業者から申請のあっ
た燃料の健全性及びプラントの安全性につい
て、安全規制の立場から独自に確認や検証を
行うために必要な安全研究を行う)

＊LOCA/RIA安全基準については、官による基準
高度化・学協会規格化を学会の場で検討する

過歪/内圧/PCI

LOCA/RIA＊

特別専門委

燃料高度化のロードマップ（３階層目） (1)

ロードマップ
求められる機能などの向上・進展を時間軸上にマイルストーンとして示したもの

関連する規格・基準高度化の対応スケジュール

PWR高度化燃料：高燃焼度化、炉出力向上、柔軟な運転サイクル対応
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学会標準委員会

過歪,内圧,PCI/DHC　　　

　　　　　　破損限界確認試験

　　　　　　（出力急昇試験、材料特性機械試験、限界内圧検証試験）

基準検証（現行材）

燃料高度化に関するロードマップ
　　　　　　（BWR高度化燃料：高燃焼度化、炉出力向上、柔軟な運転サイクル対応、規格・基準高度化）

開発
開発/設計（高燃焼度１０ｘ１０） 許認可

開発/設計
（大幅高燃焼度） 許認可

０６2005２００５ ０７ ０８ ０９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９

許認可適用

導入

設計、許認可、導入

民間規格化

産 学

基準高度化

　　　　　　　　　安全基盤データ整備
基準検証、適用

検証試験
9x9実証（現行材）

安全裕度（現行材）

官 ２０

供試燃料

改良材料海外炉照射

10x10型

　　先行少数体照射

技術評価

3a

学協会

　　メカニズム理解進展（高燃焼度諸効果、水素化物効果等）

　　　　　　　　　　　　　　　　　RIA総合試験

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　照射挙動評価（RIA・LOCA挙動評価を含む）

材料開発（改良合金）・設計改良（改良スペーサ・改良異物フィルタ等）

～55GWd/t～40GWd/t～15GWd/t

～75GWd/t～70GWd/t
(6cy) (7cy)

(1cy) (2cy) (3cy) (4cy) (5cy)

LOCA/RIA＊

特別専門委

学協会規格案検討

学会標準規格策定

　　　　ドライアウト　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　LOCA総合試験

　　　　　　　　　　　　　　　　　ドライアウト試験

基準高度化

＊LOCA/RIA安全基準については、官による基準
高度化・学協会規格化を学会の場で検討する

・安全規制当局に必要な技術基盤の構築(規
制当局としては、学協会規格の技術評価にあ
たり、判断に必要なデータを独自に取得する)
・個別の安全規制措置の実施に必要な技術的
知見取得(規制当局は事業者から申請のあっ
た燃料の健全性及びプラントの安全性につい
て、安全規制の立場から独自に確認や検証を
行うために必要な安全研究を行う)

破損限界（水素脆化・出力急昇）

燃料高度化のロードマップ（３階層目） (2)

BWR高度化燃料：高燃焼度化、炉出力向上、柔軟な運転サイクル対応
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燃料高度化に関するロードマップ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（PWR高度化燃料：プルサーマル対応、規格・基準高度化）

開発

０６2005２００５ ０７ ０８ ０９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９

燃料製造後/
海外試験炉照射
試験・保管後

　　　　 高燃焼度等MOX燃料特性評価試験

２０

開発・設計～許認可・導入

基準高度化

検証試験

・現行MOX

・高燃焼度MOX

設計、許認可、導入

基準検証、適用

供試燃料

高燃焼度MOX燃料

高富化度MOX燃料

3b

産 学官

照射試験 （海外試験炉、商用炉）

・個別の安全規制措置の実施に必要な技術的
知見取得(規制当局は事業者から申請のあっ
た燃料の健全性及びプラントの安全性につい
て、安全規制の立場から独自に確認や検証を
行うために必要な安全研究を行う)
・安全規制当局に必要な技術基盤の構築(規
制当局としては、学協会規格の技術評価にあ
たり、判断に必要なデータを独自に取得する)

学会標準委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　安全基盤データ整備（MOX）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　メカニズム理解進展(FPガス放出挙動等)

MOX適用性確認～許認可適用

学協会標準体系検討
ＭＯＸ燃料の基準の高度化の推進

燃料高度化のロードマップ（３階層目） (3)

PWR高度化燃料：プルサーマル対応
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燃料高度化に関するロードマップ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（BWR高度化燃料：プルサーマル対応、規格・基準高度化）

開発

０６2005２００５ ０７ ０８ ０９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９

燃料製造後

　　　　 高燃焼度等MOX燃料特性評価試験

２０

開発・設計～許認可・導入

基準高度化

検証試験

・現行MOX

（8×8、9×9）

・高燃焼度MOX

設計、許認可、導入

基準検証、適用

供試燃料

高富化度MOX燃料

3b

　　　　　　　　　　　　　　　　　　メカニズム理解進展(FPガス放出挙動等)

産 学官

照射試験 （海外試験炉、商用炉）

　　　　　　　　　　　　　　安全基盤データ整備（ＭＯＸ）

　ＭＯＸ適用性確認～許認可適用

学協会標準体系検討 学会標準委員会

ＭＯＸ燃料の基準の高度化の推進

・個別の安全規制措置の実施に必要な技術
的知見取得(規制当局は事業者から申請の
あった燃料の健全性及びプラントの安全性
について、安全規制の立場から独自に確認
や検証を行うために必要な安全研究を行う)
・安全規制当局に必要な技術基盤の構築
(規制当局としては、学協会規格の技術評価
にあたり、判断に必要なデータを独自に取
得する)

燃料高度化のロードマップ（３階層目） (4)

BWR高度化燃料：プルサーマル対応
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燃料高度化のための知識基盤について

安全基盤研究における産業界と規制当局の役割（第６回安全基盤小委員会資料より）

○産業界は、事業の実施に係る安全性、信頼性等の確保、向上に必要となる研究、民間規格作成のための研究、

個別の安全規制措置に関し機器設備等の健全性、検査・運転管理等の妥当性等を説明するために必要な研究

を実施。

○規制当局は、安全規制制度・規制基準の整備・運用及び個別の安全規制措置の実施及び判断に必要な技術

的知見（データ、手法等）の取得、並びに安全規制当局に必要な技術基盤の構築を目的とする研究を実施。

規格策定にとらわれず、汎用性のあるデータ
取得と評価を戦略的に実施。

規格策定においては、海外含む競合者の動
向も踏まえ、原則、必要なものを適切に公開・
開示していく。

照射等によって特性の変化が進んだ燃料材
料や高度利用に向けた燃料材料の特性デー
タの取得と評価をもって合理性、汎用性、適
用性のある学協会規格を策定。

学協会規格にて想定する燃料損傷モードの妥当
性や損傷モードに対応した基準としての合理性、
汎用性、適用性の確認のためのデータ取得と評
価をもって学協会規格を技術評価。

基本的

考え方

（学協会での
検討対象）

上記に対する規制の視点（規制としての必要性、
十分性、説明性等）を踏まえた官の規制の専門
家や専門技術者による十分な検討・ローリングを
経てデータ取得と評価を実施。

なお、制約条件（供試材の状況、競札等）下での
試験受注者の技術的能力・ノウハウ等にも依存。

上記を踏ま
えた個々の

展開

（各組織で
検討）

産業界 学の貢献 規制当局

学協会規格策定・技術評価のためのデータ取得と評価の考え方
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技術戦略マップにおける「学」の貢献

共通技術課題=>機構論的側面
(燃料はどのようにして破損するのか？)

・機械的健全性
・内圧による破損
・熱的破損機構
・PCI破損限界

BWR技術 PWR技術

現象論的
研究

現象論的
研究

機構論的
研究

機構論的
研究

(推進)燃料開発
(規制)規格基準整備

学 (推進)燃料開発
(規制)規格基準整備

学BWR PWR

技術戦略マップ

機構論的
研究

現象論的
研究

現象論的
研究

課題への取り組みを経た人材育成
↓

継続的な人材基盤の整備と
「産」「官」「学」への輩出

学
官

産

適切な役割分担による
効率・効果的な課題解決

体系的な知の蓄積
↓

次世代軽水炉に
展開可能な技術の整備

機構論に立脚した
燃料開発と規格基準整備

↓
燃料と規格基準の信頼性向上

人材
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成果と今後の課題

技術戦略マップは、燃料高度化に必要な各々の計画において、関係者(産官学の
各組織や学協会等)が果たす役割、協力関係および遂行の目安が見えるものとなっ
ている。

技術戦略マップに関する議論の成果として、規格基準の整備の位置付けの明確化
が挙げられる。従来の開発研究や今後の安全研究は、ともに燃料の安全性に関す
る研究であり、その成果は民間規格策定や技術評価、国の基準整備として結実す
る。

今後も、新たなニーズや知見を取り入れるローリングにより、技術戦略マップを最新の
ものとしつつ、議論をより深化させていくとともに、これらの議論の成果をより具体化し
ていくことが重要である。研究開発を支える人材基盤や施設基盤、研究成果から規
格基準整備を合理的に行うための知識基盤、および制度的基盤の整備に関する検
討を行う必要がある。
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燃料高度化に関する検討活動のまとめ

国産燃料の信頼性は世界でトップクラスであり、これは今までの産官学及び学協
会における信頼性向上に向けた活動の成果である。燃料は放射性物質を閉じこ
めるという安全上重要な機能を有している。その安全性を確保するための性能を
向上することで今後も機能の信頼性を維持しつつ、さらに安全基準の合理性の
向上を図ることが原子力発電の信頼性をいっそう高めることになる。また、これま
で蓄積された技術及びこの高度化の成果は、今後の次世代軽水炉技術にも活
用できるものである。

以上の背景を踏まえ、産官学の専門家が集まり、燃料の高度化と規格基準の高
度化を実現するための技術戦略マップの検討を行っている。

燃料の安全性に関する規格基準の高度化においては、透明性、中立性、公平性
の観点から、産官学の専門家の議論から検討される学協会規格が重要な役割
を担うことから、本委員会に民間規格作業会を設け、学協会規格に関する検討を
行っている。

ここで報告された技術戦略マップは、 ５０人を超える産官学の専門家が計12回
の会合の場などで検討しているものであり、専門家や国民の間で広く共有される
とともに、産官学でこれを尊重することを確認した。

これらの活動を円滑に推進していくために、種々の基盤整備に関する議論が重
要であり、安全研究に対する研究連携という官民の協力のあり方についても、制
度的基盤の整備との観点からコンセンサス形成を図っている。このような議論を
産官学の場で行っていることは、従来にはなく意義深いことである。
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日本原子力学会
「軽水炉燃料の高度化に必要な技術検討」

特別専門委員会からの提言

産官学が公平、公正、公開を前提とした学会の場で協調し、今後も継続して「燃料
高度化技術戦略マップ」をローリングしていくことが重要である。今後は、技術戦略
マップのローリングの過程で具体的な役割を決め、導入シナリオに沿った燃料高
度化の実現に向けた積極的かつ具体的な活動が望まれる。

学には、燃料分野においても安全基盤研究への貢献に関する責任があり、産官の
協力を得て、安全基盤研究を支える「人材の育成」、安全基盤研究に係わる「知の
蓄積と展開」といった役割分担を実現していくことが重要である。

燃料分野における安全基盤研究の成果は規制基準、規格の整備に活用されるこ
とが重要である。また新しい技術の導入を円滑にする規格・基準の体系が望まれ
る。

学協会規格を策定し技術評価を受けるという一連のプロセスにおいて、原子力安
全委員会及び原子力安全・保安院をはじめとする産官学が、燃料高度化に必要な
課題を共通に認識し協力して解決していくことが重要である。国には技術戦略マッ
プに応じ技術評価のための積極的な準備が望まれる。

知識基盤・施設基盤の整備や人材の育成については、産官学が協力して進めるこ
とが重要であるとともに、国のより一層の関与が望まれる。
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１．高経年化対応技術戦略マップ2007のポイント 

１．高経年化対策技術戦略マップ策定の目的
 安全第一を旨として、プラントの供用期間に関係なく、一定の安全水準を確保するため、プラントの長期間の供用

に伴う経年変化の特徴を把握して、これに的確に対応した運転プラントの保守管理を達成及び次世代プラントの設

計・建設に寄与すること（P2） 
２．我が国の原子力発電を取り巻く環境の変化(導入シナリオ） 
   【30年目、40年目、50年目の高経年化技術評価が必要なプラントの増加】、【平成20年度より｢保全プログラム｣

に基づく保全活動に対する検査制度の導入】及び【2030年頃より代替発電プラントの建設需要増大】に対応した技

術戦略マップの策定が必要 （P２、3） 
３．第１次ロードマップ（原子力学会策定）からの変更点 

 産学官の役割分担の理念に基づき、４大項目別及び経年劣化事象別に産学官の役割分担（実施主体と資金 ）

を明確化した。（P2、３） 
４．技術戦略マップの内容 

 ４大項目（｢技術情報基盤の整備｣、｢安全基盤研究の推進｣｢規格基準類の整備｣及び｢保全高度化の推進｣）別に

それぞれ導入シナリオ、技術的課題を抽出し産学官の役割分担を明確にした技術マップ、時間軸として第Ⅰ期（平

成21年迄）・第Ⅱ期（～平成31年迄）・第Ⅲ期（～平成42年迄）に展開したロードマップの3点セットに取り纏めた。 
○技術情報基盤の整備（P4） 
○安全基盤研究の推進（P9） 

原子炉圧力容器の照射脆化 （P14）、応力腐食割れ（P17）、疲労割れ（P40）、絶縁劣化（P44）、配管減肉

（P47）、コンクリートの強度低下（P50）、その他事象（ステンレス鋳鋼の熱時効）（P53）、耐震安全性評価（P56）  
○規格基準類の整備（P59） 
○保全高度化の推進（P63） 
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２．高経年化対応技術戦略マップ 2007 策定の経緯

今後20年間の将来を展望し4つの要素を効果的に展開

４つの要素に着目４つの要素に着目

原子力発電プラントの
高経年化に対する安全性・信頼性確保の達成

最終目標最終目標

①技術情報基盤の整備

②技術開発の推進

③規格基準類の整備

④保全高度化

現状認識と今後の方向性

○○これまで，原子力発電プラントの高経年化に対応すこれまで，原子力発電プラントの高経年化に対応す
るため必要な技術データ等の取得のため多くのエネルるため必要な技術データ等の取得のため多くのエネル
ギーが注がれ数多くの技術開発を実施ギーが注がれ数多くの技術開発を実施

○○主要な技術データ等は整い，技術評価手法等は整備主要な技術データ等は整い，技術評価手法等は整備
されつつある状況されつつある状況

○技術開発については今後とも最新知見等の情報を捉
え，更なる精度向上に向けた取り組みが必要

○現状において透明性，客観性等の観点から「技術開
発の推進」に加え，「技術情報基盤の整備」や「規
格・基準類の整備」等の「基盤の整備」に対する施策
を重点的に実施していくことが重要

これまでの流れこれまでの流れ

（ハード面の充実）（ハード面の充実）

今後の方向性今後の方向性

（ソフト面の充実）（ソフト面の充実）

時間軸の検討時間軸の検討

基盤の整備
・制度面の整備

・技術面の整備

H17H17 H22H22 H32H32 H36H36ⅠⅠ期期

・知見の反映

・運用による検証

ⅡⅡ期期

将来展望
•物理的寿命

•経済的寿命

•エネルギー戦略

ⅢⅢ期期

運用による
高度化

初期の原子力発電
プラントが40年を

迎える時点

40年を超えて50年
を迎える時点

50年を超える時点

ロードマップ要素の摘出
最終目標達成のための具体的な施策（課題）を72件摘出

抽出された課題に対し、産官学それぞれのエキスパート

による評価により重点事項を摘出（26件）

重点事項に対し、実施に向けた「目標到達への施策

（マイルストン）」を検討

上記施策を有機的に統合・整理した全体ロードマップを作成

施策課題を72件抽出、重
点項目として26件を選択

この26項目に対して、マイ
ルストーンを設定

今後20年間の将来を展望し4つの要素を効果的に展開

４つの要素に着目４つの要素に着目

原子力発電プラントの
高経年化に対する安全性・信頼性確保の達成

最終目標最終目標

①技術情報基盤の整備

②技術開発の推進

③規格基準類の整備

④保全高度化

現状認識と今後の方向性

○○これまで，原子力発電プラントの高経年化に対応すこれまで，原子力発電プラントの高経年化に対応す
るため必要な技術データ等の取得のため多くのエネルるため必要な技術データ等の取得のため多くのエネル
ギーが注がれ数多くの技術開発を実施ギーが注がれ数多くの技術開発を実施

○○主要な技術データ等は整い，技術評価手法等は整備主要な技術データ等は整い，技術評価手法等は整備
されつつある状況されつつある状況

○技術開発については今後とも最新知見等の情報を捉
え，更なる精度向上に向けた取り組みが必要

○現状において透明性，客観性等の観点から「技術開
発の推進」に加え，「技術情報基盤の整備」や「規
格・基準類の整備」等の「基盤の整備」に対する施策
を重点的に実施していくことが重要

これまでの流れこれまでの流れ

（ハード面の充実）（ハード面の充実）

今後の方向性今後の方向性

（ソフト面の充実）（ソフト面の充実）

時間軸の検討時間軸の検討

基盤の整備
・制度面の整備

・技術面の整備

H17H17 H22H22 H32H32 H36H36ⅠⅠ期期

・知見の反映

・運用による検証

ⅡⅡ期期

将来展望
•物理的寿命

•経済的寿命

•エネルギー戦略

ⅢⅢ期期

運用による
高度化

初期の原子力発電
プラントが40年を

迎える時点

40年を超えて50年
を迎える時点

50年を超える時点

ロードマップ要素の摘出
最終目標達成のための具体的な施策（課題）を72件摘出

抽出された課題に対し、産官学それぞれのエキスパート

による評価により重点事項を摘出（26件）

重点事項に対し、実施に向けた「目標到達への施策

（マイルストン）」を検討

上記施策を有機的に統合・整理した全体ロードマップを作成

施策課題を72件抽出、重
点項目として26件を選択

この26項目に対して、マイ
ルストーンを設定

原子力学会が策定した第 1 次ロードマップ概要（平成 17 年 3 月） 

｢保全プログラム｣に基づく保安活動に対する検査制度の導入、『原子

力立国計画』に基づく次世代原子力発電所建設等に対応した技術戦

略マップの策定が必要 

 安全第一を旨として、プラントの供用期間に関係なく、一定の安全水

準を確保するため、プラントの長期間の供用に伴う経年劣化の特徴を

把握して、これに的確に対応した運転プラントの保守管理を達成及び

次世代プラントの設計・建設に寄与すること 

技術戦略マップ策定の最終目標

 初期に建設された原子力発電プラントがそれぞれ４０年（第Ⅰ期）、

５０（第Ⅱ期）、６０年（第Ⅲ期）を迎える時期毎に検討 

時間軸の検討 

産学官の役割分担（理念）

第 1 次ロードマップ策定時は課題抽出に重点が置かれたため、必ずしも産学官

の役割分担について十分に議論し尽されたとは言い難い。 

産学官の役割分担（理

念）を基本に課題毎に

十分に検討を行う。 

産学官による協調・共

同研究が必要な課題

の明確化を図る。 

・産官学の関係者が集合し、以下の観点から技術戦略マップの策定、定期的なローリングを行う。
- 優先的に取り組む課題の明確化
- 合理的・効率的実施を考慮した役割分担の検討
- 検討作業、情報発信を通じたコンセンサスの形成

・技術戦略マップに沿った活動の中で、規格基準化を図り、規格基準の高度化に貢献する。

学協会など

・安全の確保に
関する責任

- 安全性・信頼性・経済性の確保・向上を
目的とした開発研究および基盤整備

・安全規制の確立と整備に関する責任

- 安全規制における適正な行政判断に必要な安全研究
- 必要な基盤(知識・人材・施設・制度的)の整備

・安全性と公益性の確保・向上を
前提にした原子力政策の推進に対する責任

- 産業界・学術界の安全に関わる研究と
基盤整備に対する支援

・安全基盤研究への貢献に関する責任

- 知の蓄積と展開(安全基盤研究の検証)

- 研究を支える人材の育成

産業界

学術界

国・官界

環境の変化 

原子力学会が策定した第1次
ロードマップのローリング

｢高経年化対策の充実について｣の方針に従い、高経年化対策のため

の技術情報基盤の整備のための産学官の有機的連携を行う総合調

整の場(JNES 技術情報調整委員会)でロードマップを策定する。 

産学官の有機的連携 

（産業界）電気事業者、原子炉製造メーカ

（学術界）大学

（学協会）学会

（国･官界) NISA，JNES，JAEA ，NSC

技術情報調整委員会
安全研究WG

(産業界)､(学術界)､(官界)
専門家､関係者

ロードマップ策定
アドホック委員会

ローリング基本方針案策定、
課題調査票の分析案、技術
戦略マップ案などの作成

（産業界）電気事業者、原子炉製造メーカ

（学術界）大学

（学協会）学会

（国･官界) NISA，JNES，JAEA ，NSC

技術情報調整委員会
安全研究WG

(産業界)､(学術界)､(官界)
専門家､関係者

ロードマップ策定
アドホック委員会

ローリング基本方針案策定、
課題調査票の分析案、技術
戦略マップ案などの作成中心 

高経年化対応技術戦略マップ 2007 
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３．高経年化対応技術戦略マップ 2007 の全体像

• 初期プラントの再評価に加え、改
良標準化プラントの評価が発生

• 30年目評価に加え40,50年目の
再評価が発生

•• 初期プラントの再評価に加え、改初期プラントの再評価に加え、改
良標準化プラントの評価が発生良標準化プラントの評価が発生

•• 3030年目評価に加え年目評価に加え40,5040,50年目の年目の
再評価が発生再評価が発生

改良標準化プラント（信頼性向上）

４０年を超える ５０年を超える

初期プラント（海外技術導入→国産化へ）

　　　　　50年目技術評価

　　　　　40年目技術評価

　　　　　30年目技術評価

　　　　　30年目技術評価完了

•• 初期プラントの高経年化対策の実初期プラントの高経年化対策の実
績を踏まえた安全基盤研究が必要績を踏まえた安全基盤研究が必要

•• プラントの特性（改良標準化等）プラントの特性（改良標準化等）

を踏まえた安全基盤研究が必要を踏まえた安全基盤研究が必要

運転保守経験の反映運転保守経験の反映
・材料、設計等の改善・材料、設計等の改善
・設計の標準化・設計の標準化

注) 本図は、現在稼動中の発電プラント
が供用を継続するとの仮定により策定
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改良標準化プラント（信頼性向上）

• 初期プラントの再評価に加え、改
良標準化プラントの評価が発生

• 30年目評価に加え40,50年目の
再評価が発生

•• 初期プラントの再評価に加え、改初期プラントの再評価に加え、改
良標準化プラントの評価が発生良標準化プラントの評価が発生

•• 3030年目評価に加え年目評価に加え40,5040,50年目の年目の
再評価が発生再評価が発生

改良標準化プラント（信頼性向上）

４０年を超える ５０年を超える

初期プラント（海外技術導入→国産化へ）

　　　　　50年目技術評価

　　　　　40年目技術評価

　　　　　30年目技術評価

　　　　　30年目技術評価完了

•• 初期プラントの高経年化対策の実初期プラントの高経年化対策の実
績を踏まえた安全基盤研究が必要績を踏まえた安全基盤研究が必要

•• プラントの特性（改良標準化等）プラントの特性（改良標準化等）

を踏まえた安全基盤研究が必要を踏まえた安全基盤研究が必要

運転保守経験の反映運転保守経験の反映
・材料、設計等の改善・材料、設計等の改善
・設計の標準化・設計の標準化

注) 本図は、現在稼動中の発電プラント
が供用を継続するとの仮定により策定
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和暦 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36

改良標準化プラント（信頼性向上）

総合資源エネルギー調査会 電気事業分科会 原子力部会 報告書
「原子力立国計画」～（2006 年8 月8 日）より引用

出典：資源エネルギー庁調べ

既存プラントが60年の運転
を継続したと仮定した場合

40年以上運転

プラントの現出

総合資源エネルギー調査会 電気事業分科会 原子力部会 報告書
「原子力立国計画」～（2006 年8 月8 日）より引用

出典：資源エネルギー庁調べ

既存プラントが60年の運転
を継続したと仮定した場合

40年以上運転

プラントの現出

高経年化原子力発電プラントの増加 

『原子力立国計画』より 

大規模な代替建設需要増大 

合理的な保守管理と国の安全規制

・初期のプラントがそれぞれ 40 年

（第Ⅰ期），50（第Ⅱ期），60 年（第

Ⅲ期）を迎える時期毎に検討 

・産学官の役割分担の明確化 

 
 

【４大項目毎に時間軸を第Ⅰ期、第Ⅱ期、第Ⅲ期とした小項目課題の例示】 
 
 

【第Ⅰ期】 標準審査管理表の構築等 
【第Ⅱ期】 海外規制情報データベースの拡充・高度化等 
【第Ⅲ期】 次世代プラント建設・設計のための高経年化対策設計ガイドライン整備等 

 
  

・照射脆化 
【第Ⅰ期】 適用範囲が 60 年供用相当の照射量データによる予測の検証等 
【第Ⅱ期】 適用範囲が 70 年供用相当の照射量データによる予測の検証等 

・応力腐食割れ  
【第Ⅰ期】 発生・進展データ整備、高精度化等 
【第Ⅱ期】 発生・進展シミュレーション技術開発等 
【第Ⅲ期】 高照射下での IASCC メカニズム検討等  

・疲労割れ 
【第Ⅰ期】 疲労評価技術の検証等 
【第Ⅱ期】 環境疲労評価技術の高度化等  

・配管減肉 
【第Ⅰ~Ⅱ期】 配管減肉評価技術の検証、板補強部の検査技術開発等 

・絶縁劣化  
【第Ⅰ期】 ケーブル、電気・計装設備の健全性評価技術調査研究等 
【第Ⅱ期】 劣化診断技術適用化検証、劣化メカニズム検証等 

・コンクリート劣化 
【第Ⅰ期】 健全性評価技術の検証 
【第Ⅱ期】 複合劣化に関する評価方法の検討等 
【第Ⅲ期】 劣化モニタリングの高度化検討等 

・耐震安全性評価 
【第Ⅰ期】 配管減肉等の耐震安全性評価手法の整備等 
【第Ⅱ期】 確率論的な耐震安全性評価手法の整備等 
 
  
【第Ⅰ期】 安全規制と整合連携規格体系への移行等 
【第Ⅱ期】 リスクを考慮し数量化した性能要求標準の整備等 
【第Ⅲ期】 プラントを包括した総合的な監視基準の整備等 
 
 
【第Ⅰ期】 電力共通技術基盤をはじめとする保全の最適化成等 
【第Ⅱ期】 機器重要度・リスク情報を考慮した保全規則・基準体系の構築等 

 【第Ⅲ期】 原子力立国計画に対応した人材育成等  

３．ロードマップ 

【検討項目】 
・応力腐食割れ 
・中性子照射脆化 
・疲労 
・配管減肉 
・ケーブルの絶縁低下 
・コンクリートの強度低下 
 など経年劣化事象毎に検討 

【検討項目】 

・安全規制と整合連携した規格基準 

 体系への移行 

・リスク関係規格・ガイドラインに基づく 

 PLM 標準等の見直し 

・劣化・損傷モードを想定した監視規格 

 の整備 

【検討項目】 

・保全最適化の推進 

 - リスク情報活用、プラント安全性能指

   標の確立等 

・保全規制・基準化体系の構築 

・人材育成・確保 

【検討項目】 
 

・経年劣化技術情報データベースの整備 
・プラント運転経験データベースの整備 
・技術情報ネットワークの整備 
・高経年化対応知識処理・活用システム 
 の構築 
 

技術情報基盤の整備 安全基盤研究の推進

規格基準類の整備 保全高度化の推進

４大項目毎の検討項目 
２．技術マップ 

技術情報基盤の整備

安全基盤研究の推進

規格基準類の整備

保全高度化の推進

  １．導入シナリオ

新検査制度

（最終目標） 安全第一を旨として、プラント
の供用期間に関係なく、一定の安全水準を
確保するため、プラントの長期間の供用に伴
う経年変化の特徴を把握して、これに的確に
対応した運転プラントの保守管理を達成及び
次世代プラントの設計・建設に寄与すること 
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４．技術情報基盤の整備に係る導入シナリオ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ニューシア（公開）

１．原子力発電所のトラブル情報等

２．原子力発電所のトラブル情報等の

水平展開状況

３．原子力発電所の信頼性情報

４．原燃サイクル施設のトラブル情報等

５．海外原子力発電所のトラブル情報

（NRC情報）

ニューシアのデータを活用した統計的

傾向分析については原技協HPで適宜、

掲載

今後、ニューシア情報を深堀りした

専門的なデータを登録する情報基盤づくりに

は目的に応じたシステムの構築が必要である。

○ニューシア（公開） トラブル情報

１．原子力発電所のトラブル情報等

２．原子力発電所のトラブル情報等の

水平展開状況

３．原子力発電所の信頼性情報

４．原燃サイクル施設のトラブル情報等

５．海外原子力発電所のトラブル情報

（NRC情報）

＜新規＞

○トラブル等の発生傾向分析結果（公開）

＜検討中＞

○専門技術情報基盤（一般には非公開）

産官学で情報共有できる

システムを指向

１．保全基盤情報

２．高経年化基盤情報

＜現状＞ ＜今後＞

○ニューシア（公開）

１．原子力発電所のトラブル情報等

２．原子力発電所のトラブル情報等の

水平展開状況

３．原子力発電所の信頼性情報

４．原燃サイクル施設のトラブル情報等

５．海外原子力発電所のトラブル情報

（NRC情報）

ニューシアのデータを活用した統計的

傾向分析については原技協HPで適宜、

掲載

今後、ニューシア情報を深堀りした

専門的なデータを登録する情報基盤づくりに

は目的に応じたシステムの構築が必要である。

○ニューシア（公開） トラブル情報

１．原子力発電所のトラブル情報等

２．原子力発電所のトラブル情報等の

水平展開状況

３．原子力発電所の信頼性情報

４．原燃サイクル施設のトラブル情報等

５．海外原子力発電所のトラブル情報

（NRC情報）

＜新規＞

○トラブル等の発生傾向分析結果（公開）

＜検討中＞

○専門技術情報基盤（一般には非公開）

産官学で情報共有できる

システムを指向

１．保全基盤情報

２．高経年化基盤情報

＜現状＞ ＜今後＞

 

産業界の技術情報基盤活用 

（情報分析、産学官による情報の共有化） 

＝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産学官による自律、分散、協調をキーワー

ドとした有機的連携による技術情報基盤

の整備が必要 

建設（創成期） 建替え（次世代）

プラントの高経年化

AM（経年劣化評価）

高経年化対応技術基盤の整備

安全基盤研究
規格基準

の整備

産学官の有機的連携

技術情報の
整備・

活用 保
全

の
高

度
化

国
際

協
力

建設（創成期） 建替え（次世代）

プラントの高経年化

AM（経年劣化評価）

高経年化対応技術基盤の整備

安全基盤研究
規格基準

の整備

産学官の有機的連携

技術情報の
整備・

活用 保
全

の
高

度
化

国
際

協
力

○技術情報基盤の整備 

・標準審査管理表、海外規制情報等の経年劣化

  技術情報データベース等 

○安全基盤研究の推進 

・応力腐食割れ、照射脆化等の経年劣化事象毎

  の研究成果等 

○規格基準類の整備 

・安全規制と整合した基盤及び管理規格体系等

○保全高度化の推進 

・保守管理のための電力共通技術基盤等 

産学官による情報の共有化 

 
 

高経年化技術情報ネットワーク
--情報基盤WG--

産業界へリンク

学協会へリンク

 
高経年化技術情報ネットワーク

--情報基盤WG--

産業界へリンク

学協会へリンク

イメージ図

技術情報基盤は、人的基盤を前提に安全基

盤研究推進、規格基準類整備及び保全高度

化推進の中核的な役割を担うべき 

 

国・官界の技術情報基盤活用 

（情報分析、産学官による情報の共有化） 

・60年の長期運転を仮定した産業界による高経年化技術評価

・保全プログラムの審査（機器の経年劣化の観点）

・国・官界による合理的な審査、検査制度の改善

・60年の長期運転を仮定した産業界による高経年化技術評価

・保全プログラムの審査（機器の経年劣化の観点）

・国・官界による合理的な審査、検査制度の改善

学協会の情報
各データベース

学協会の情報
各データベース

産業界の情報
各データベース

産業界の情報
各データベース

官の情報
各データベース

官の情報
各データベース

高経年化対応技術を活用した原子力安全規制高経年化対応技術を活用した原子力安全規制

高経年化技術情報ネットワーク
（JNESサーバ）

ノウハウを有する情報はアクセスキーで制限
（平成20年度を目標に関連技術情報を一般公開）

高経年化技術情報ネットワーク
（JNESサーバ）

ノウハウを有する情報はアクセスキーで制限
（平成20年度を目標に関連技術情報を一般公開）

リンク リンク

・60年の長期運転を仮定した産業界による高経年化技術評価

・保全プログラムの審査（機器の経年劣化の観点）

・国・官界による合理的な審査、検査制度の改善

・60年の長期運転を仮定した産業界による高経年化技術評価

・保全プログラムの審査（機器の経年劣化の観点）

・国・官界による合理的な審査、検査制度の改善

学協会の情報
各データベース

学協会の情報
各データベース

産業界の情報
各データベース

産業界の情報
各データベース

官の情報
各データベース

官の情報
各データベース

高経年化対応技術を活用した原子力安全規制高経年化対応技術を活用した原子力安全規制

高経年化技術情報ネットワーク
（JNESサーバ）

ノウハウを有する情報はアクセスキーで制限
（平成20年度を目標に関連技術情報を一般公開）

高経年化技術情報ネットワーク
（JNESサーバ）

ノウハウを有する情報はアクセスキーで制限
（平成20年度を目標に関連技術情報を一般公開）

リンク リンク

技術情報基盤の整備

保全高度化の推進規格基準類の整備

テーマ選定 研究成果
高経年化技
術評価結果

保全情報
保全事例
運転経験

最新知見最新知見

安全基盤研究の推進

知識の提供 教育教材

人的基盤

技術情報基盤の整備

保全高度化の推進規格基準類の整備

テーマ選定 研究成果
高経年化技
術評価結果

保全情報
保全事例
運転経験

最新知見最新知見

安全基盤研究の推進

知識の提供 教育教材

人的基盤

4 
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技術情報基盤の整備に係る導入シナリオ（産学官の役割分担） 

｢技術情報基盤の整備｣の必要性について 

・ 高経年化技術評価が必要な運転開始後３０年を越えるプラントが増加する

状況下にある。 

・ ｢保全プログラム｣に基づく保安活動に対する新検査制度の導入が検討さ

れており、規格基準、技術指針等の技術情報基盤の整備が必要である。

・ 次世代原子力発電所建設等に対応した産学官の原子力関係者の技術伝

承が必要である。 

・ 我が国の高経年化対策がどの水準にあるか、常に最新の海外規制情報

等と比較評価すると共に改善する必要がある。 

現状分析 

・ ｢高経年化対策の充実について｣の｢技術情報活用｣において、「収集・整

備した技術情報は、産学官で有効利用するために情報ネットワークを通じ

て共有化を図り、事業者は保守管理活動に、国は安全規制等にそれぞれ

反映するとともに、安全研究課題の抽出のために有効利用する。」と述べ

られているものの、現在までに蓄積されている情報やデータベースを事業

者や国がそれぞれの用途に応じて有効に利用するための検討や仕組み

作りが、必ずしも十分ではなく有効に利用されているとは言い難い状況で

ある。 

・ 「具体的な安全研究テーマの選定に当たっては、高経年化対策上の重要

性、緊急性等を考慮し、安全規制の動向や関連する技術分野を俯瞰し、

蓄積する運転経験や変化する社会環境、要求事項等を反映するととも

に、研究進捗に応じて継続的な見直しや評価を行う必要がある。」としてお

り、このような役割も「技術情報基盤の整備」に求められているが、現状で

は、このような検討を支援する仕組み作りが不十分である。 

導入シナリオ 

 原子力安全基盤は、制度的基盤、人材基盤、施設基盤、財政基盤及び知的基盤の

５つの基盤から構成されるが、知的基盤の整備、即ち技術情報基盤の整備は、安全

基盤研究の推進、規格基準類の整備、保全高度化について産学官が相互に連携、

かつ鳥瞰しながら将来を見通すこと。 

産官学の役割分担 

①産業界の役割 

 

 

 

 

②国・官界の役割 

 

 

 

 

 

 

 

③学術界の役割 

 

 

 

④学協会の役割 

－安全性・信頼性・経済性の

確保向上を目的とした開発

研究および基盤整備

－安全規制における適正な

行政判断に必要な安全研究

－必要な基盤(知識、人材、

施設、制度)の整備 

－産学の安全に関わる研究

と基盤整備に対する支援 

－知の蓄積と展開(安全基盤研究の検証)

－研究を支える人材の育成 

規格基準化とその高度化に貢献

・経年変化技術情報データベースの整備

 

・プラント運転経験データベースの整備 

・高経年化対応知識処理・活用システム 

 の構築（共同研究の主体者） 

・情報活用に対応できる 

 人材育成 

（規格基準類の整備支援） 

経年変化技術情報データベースの整備 

プラント運転経験データベースの整備 

高経年化対応知識処理・活用システムの構築 

規格基準類の整備 

技
術
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備

情
報
活
用
に
対
応
で
き
る
人
材
育
成 

・規格基準類の整備 

 産官学の連携 

産学官による協調・
共同研究が必要な
研究課題 

 
・ 各種データベースの共

有化（技術情報ネットワ
ークの整備） 

・ 高経年化対応知識処
理・活用システムの構
築（情報の活用化） 
 
（自律・分散・強調をキ
ーワードとした技術情報
の共有化） 
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包括的経年劣化管理ガイドラインの整
備 

高経年化対策実施ガイドライン、標準審査要領の策定及び改定のための技術情報の収集 学官／官 

海外規制関連情報データベースの構築
IAEA、米国、フランス、ドイツ、フィンランド、スウェーデン、スペイン、韓国等の規制情報のデ
ータベース構築 

学官／官 

標準審査管理表の構築 
経年劣化メカニズム、発生部位及び管理手法を取り纏めた標準審査管理表を取り纏め、審査
の合理化、効率化を図るとともに、審査の透明性を確保する。 

学官／官 

高経年化に関する故障・トラブル情報デ
ータベースの構築 

高経年化技術評価等の検討において、国内外の最新プラント運転経験の反映は重要であり、
特に、米国 NRC の Information Notice、Bulletin、Generic Letter 等の規制情報収集及びデー
タベースを構築する。 

学官／官 

長期保全計画オーバサイトシステム構
築 

事業者が策定する長期保全計画が確実に履行されているか確認するシステムを構築する。 学官／官 

産学官研究開発状況データベースの構
築 

起こりえる経年劣化事象及びそれに対する過去、現在の研究成果及び将来の研究計画につ
いて体系的・網羅的にまとめたデータベースを構築する。即ち、高経年化対応技術戦略マップ
の継続的なローリングを行う。 

産学官／ 
産官 

 
経年劣化技
術情報デー
タ ベ ー ス の
整備 

原子力発電所の高経年化に係る電気
設備データベースの構築 

原子力発電所の電気設備について、製造時の規格・基準を含め経年劣化事象に対応した保
守の規格・基準及び診断手法、不具合事例等について国内外の調査を行う 

学官／官 

故障・トラブル情報データベースの構築
（ニューシア） 

日本原子力技術協会のニューシア（原子炉施設情報公開ライブラリー）を活用し、事故・故障
等の情報を事業者間で共有・活用する。 

産／産 

保守管理のための電力共通基盤整備 
保守管理の共通技術基盤に基づき劣化特性データ、標準テンプレート等のデータを更新整備
する技術基盤を整備する。 

産／産 

設計、建設時試験、運転要領書等の設
備情報整備 

プ ラ ン ト 運
転データベ
ースの整備 

運転、保守等の運転記録整備 

原子力発電所を運営し、その安全性に第一義的責任を有する事業者自身において、技術情
報を体系的に整備・管理し、それを有効に活用できる知識基盤を整備すると共に、更に、それ
を円滑に伝承していくための知識管理を行う。 

産／産 

 

項目 技術課題 概要 
役割分担 1) 

(実施／資金) 

注 1）資金の分担例；｢産官｣の場合、産及び官がそれぞれの役割分担の責任範囲で資金を提供し調査・研究を実施することを意味する。 

技術情報基盤の整備に係る技術マップ（1/2） 
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項目 技術課題 概要 
役割分担  

(実施／資金) 

高経年化対策に係る技術情報基盤ネッ
トワークの構築 

産学官による共有化知識基盤の整備として、技術情報高経年化技術評価に必要な審査マニ
ュアル等の技術資料集、経年劣化事象別の妥当性評価(技術的根拠)等の国内情報ネットワ
ークを構築する。 

産学官／ 
産官 技術情報ネ

ットワークの
整備 

海外技術情報基盤ネットワークの構築 
アジアにおける高経年化技術情報の収集と我が国の高経年化技術情報を活用した支援のた
めのネットワーク構築を行う。 

産学官／ 
産官 

高経年化対応知識の抽出・構造化研究
高経年化対応技術は膨大かつ広範囲である。この情報から貴重な知識を抽出する方法およ
び抽出した知識を産官学で活用するための適用化研究を行う。 

産学／産官 

産学官知識・情報収集システムの構築 
IT やオントロジー、データマイニング等 1)の工学技術を活用し、分散した膨大な情報からの類
似情報の収集・共有化を図るためのシステム構築を行う。 

産学／産官 

高経年化対応知識処理・活用システム
の構築 

情報収集から情報活用のためのシステム構築を行う。 
産学官／ 

産官 

専門的知識（暗黙知）の獲得技術の適
用化研究 

技術伝承を兼ねた経年劣化事象毎専門家 Yellow page の策定を行う。 
産学官／ 

産官 

高経年化対
応 知 識 処
理 ・ 活 用 シ
ステムの構
築 

国際会議情報の共有化ネットワーク構
築 

材料劣化、高経年化対策等に関する国際会議情報の共有化による産学官による俯瞰的・効
果的な海外情報入手の効率化、戦略の俯瞰的な国際協力、の具現化 

産学官／ 
産官 

人材育成 技術情報を活用できる人材育成 
膨大な運転情報、技術情報から高経年化技術情報を分析・評価の上、抽出できる人材の育
成 

学／学 

1) オントロジーとは、ウェブをはじめとした文書検索において、従来の方法では単語単位の一致か、よくても類義語を含む文書を検索するのが限度であった。文書の内容を説明する意味情報（メタ
データ）を各文書に付加し、メタデータを記述する用語を定義する知識の構造化を行うことをいう。データマイニングとは、データウェアハウス（データの倉庫、データベース）などに蓄積された生デ
ータを、マイニング（採掘）し、重要な情報・仮説・知見・課題等を見つけ出すことをいう。その分析結果を基に、法則性の発見、効果測定、予測など様々なファクターを導き出すことが可能となる。 
これらの技術を貴重な情報を抽出するといった情報活用化のためのツールである。 

技術情報基盤の整備に係る技術マップ（2/2） 
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技術情報基盤の整備に係る技術マップ（体系的整理） 

中項目 小項目 成果の活用

包括的経年変化管理ガイドラインの整備

海外規制関連情報データベースの構築

標準審査管理表の整備

高経年化に関する故障・トラブル情報データベースの構築

長期保全計画オーバサイトシステム構築

産学官研究開発状況データベースの構築

電気設備データベースの構築 

故障・トラブル情報データベースの構築（ニューシア）

保守管理のための電力共通基盤整備

設計、建設時試験、運転要領書等の設備情報

運転、保守、事故等の運転記録

高経年化対策に係る技術情報基盤ネットワーク構築

海外技術情報基盤ネットワーク構築

高経年化対応知識の抽出・構造化研究

産学官知識・情報収集システムの構築

専門的知識（暗黙知）獲得技術の適用化研究

国際会議情報の共有化ネットワーク構築

経年変化技術
情報データベースの整備

・技術情報共有化ネットワークの構築
・情報活用化のための研究技術情報基
盤
  の活用

プラント運転経験
データベースの整備

実用発電用原子炉施設における高経年化対策
実施ガイドライン、標準審査要領、技術資料集改
訂等（最新知見の反映）（国・官界）

技術情報ネットワークの整備

高経年化対応
知識処理・活用システムの構築

｢保全プログラム｣に基づく保守管理活動（産）

知識基盤の活用（産学官）

技術情報基盤の産学官による共有化

重要な経年劣化に係る情報・知識抽出（産学官）

対応方針

産学官による技術情報の収集・整備

・産学官による自律、分散、協調をキー
ワードとした技術情報の収集・整備

技術情報基盤の活用
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技術情報基盤の整備に係るロードマップ

第Ⅰ期 第Ⅱ期 第Ⅲ期 
初期の原子力プラントが 
40 年を迎える迄の時期 

40 年を超えて 50 年を迎える迄の時期 50 年を超えて 60 年を迎える迄の時期 時間軸 
技術基盤の整備 

（制度面及び技術面の整備）
技術の高度化 

（運転実績、実機材サンプリングによる最新知見の整備）
次世代原子力発電所の開発・建設 

（大型炉設計、原子炉容器取替、最新廃炉技術の開発実証） 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
年度 

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 

マイルストーン 
   国による高経年化対策 
  ガイドライン等の公表    運転開始後 40 年目を迎える時期  ↑ 運転開始後 50 年目を迎える時期 

2030 年以降原子力発電所の大規模な代替建設需要増大 ↑ 
運転開始後 40 年目を迎える
プラントに対する対策 

運転開始後 50 年目を迎えるプラントに対する対策 
１． 60 年を超え運転の可能性検討、高経年化対策の次世代中

大型原子力発電プラントの機器設計への反映 

課題 我が国における高経年化対策
の構築と充実化 

多種多様な情報の集約・共有・知識化し、活用化と自律的・継
続的な階層別知識データベースの充実・強化 

次世代プラン建設・設計に対応するため、５０年、６０年の長期
運転で培われた高経年化対策の形式知、暗黙知を俯瞰的な整
備と高経年化対策設計ガイドライン整備 

高経年化対策実施ガイドライン、標準審査要領、技術資料集改訂等（最新知見の反映）（国・官界） 
包括的 AM ガイドライン整備 包括的 AM ガイドラインのローリング 
海外規制関連情報 DB 構築 海外規制関連情報 DB の拡充・高度化 

標準審査管理表の整備 標準審査管理表のローリング 
故障・トラブル情報 DB 構築 

長期保全計画 OS 構築 標準化テンプレート構築 
産学官研究開発状況 DB 構築 技術戦略マップのローリング 

経年劣化技術情報 
データベースの整備 

電気設備 DB 構築 特有機器ベース DB 構築 

次世代プラント建設・設計に対応するため、５０年、６０年の長
期運転で培われた包括的高経年化対策ガイドラインの総まと
め 
（高経年化対策設計ガイドライン整備） 

｢保全プログラム｣に基づく保守管理活動（産） 
故障・トラブル情報 DB の構築 

保守管理のための 
電力共通基盤の整備 

設計等設備情報の整備 

プラント運転経験 

データベースの整備 

運転・保守等の運転記録整備

保守管理のための電力共通基盤の整備 
リスクを活用した保守管理の高度化 

・ 50-60 年運転経験・実績のまとめ 
・ 次世代原子力発電所への反映（ガイドライン化） 
・ 原子炉容器取替技術等実証試験データの拡充 
・ リスクベース規制の高度化 

技術情報基盤の産学官による共有化及び重要な経年劣化に係る情報・知識抽出（産学官） 
高経年化対策に係る技術情報
基盤ネットワーク構築 

高経年化対策に係る技術情報基盤 Network の高度化 
技術情報 

ネットワークの整備 
海外保全情報ネットワーク構築 海外保全情報 Network の拡充（アジア対応） 

国内外保全技術情報の一元管理 

知識基盤の活用（産学官） 

高経年化対応知識の抽出・構
造化研究 

膨大な保全情報から重要な知識を抽出するための知識の構
造化研究の高度化 

産学官知識・情報収集システ
ムの構築 

ＩＴ、オントロジー、データマイニング、情報の階層化、知識の可
視化等の各種技術の活用した情報活用化研究推進 

高経年化対応知識処理・活用
システムの構築 

情報活用化研究の高度化 

専門的知識（暗黙知）の獲得技
術の適用化研究 

技術伝承を兼ねた経年劣化事象別専門技術者マップ策定 

高経年化対応知識処理 

・活用システムの構築 

国際会議情報の共有化ネット
ワーク構築 

海外情報入手の効率化戦略のための国際協力の具現化 

・ 世代プラン建設・設計への対応 
・ ５０年、６０年の長期運転で培われた高経年化対策の形式

知、暗黙知を俯瞰的な整備と高経年化対策設計ガイドライ
ン整備 
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  原子力安全基盤と技術情報基盤整備との関連性 

 

制度的基盤

知的基盤 

施設基盤
 

人的基盤 財政基盤

専門家人材の戦略的育成 
・安全基盤研究推進による育成 

・コードエンジニア育成 

・現場技術者の育成など 

ガイドライン、標準審査要

領、技術資料集改訂・見直し
安全基盤研究ニーズに

対応する施設確保・維持

産学官による技術情報の収集整備

技術情報基盤の活用 

産学官による共同研究

及び国際協力 

高経年化対応
知識処理・活用システムの構築

経年変化技術
情報データベースの整備

プラント運転経験
データベースの整備

技術情報ネットワークの整備

技術情報基盤の整備

保全高度化の推進規格基準類の整備

テーマ選定 研究成果
高経年化技
術評価結果

保全情報
保全事例
運転経験

最新知見最新知見

安全基盤研究の推進

技術情報基盤の整備

保全高度化の推進規格基準類の整備

テーマ選定 研究成果
高経年化技
術評価結果

保全情報
保全事例
運転経験

最新知見最新知見

安全基盤研究の推進
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５．安全基盤研究の推進に係る導入シナリオ 

安全基盤研究の実施 

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の、検査、評価、補修技術を整備する 

次世代炉に対応できる予防保全技術、材料開発を行う 

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

  中性子照射脆化                  疲労割れ        コンクリートの劣化 

  SCC（照射誘起応力腐食割れ）         配管減肉        耐震安全性 

（ステンレス鋼の応力腐食割れ）     絶縁劣化        その他（熱時効など） 

（Ni 基合金の応力腐食割れ） 

研究成果の民間規格化 

安全基盤研究の成果を民間規格化して実機に適用する 

高経年化対応の民間規格 

 （社）日本原子力学会規格 （社）電気協会規格 

 （社）日本機械学会規格  その他 

民間規格の規制基準化 

民間規格の妥当性を検証して、性能規定である国の省

令・技術基準を満足する規制基準とする 

  国による民間規格の技術評価 

  必要に応じて妥当性検証のための安全基盤研究 

安全基盤研究の成果に基づいて整備した規格、規制基準に基づき、合理的で透明性のある高経年化対応を実施 

規格充実ニーズ 研究成果の反映 民間規格の検証データニーズ 技術評価用データ 

検査・評価・補修の実施 安全規制の実施 
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 検査・モニタリング 評価 補修 

照射脆化 

・60 年供用時に継続するため監視試

験片再生技術を規格化中 

･更に長期間適用可能な脆化監視技

術開発を計画 

・脆化予測・評価手法の適用照射量を 60 年供用用に増加するための研究中 

・新 JMTR を活用し更なる適用照射量増加を計画 

・小規模補修溶接技術の適用性を確証中 

・今後必要に応じ大規模補修法の調査を計

画 

照射誘起 － 

・発生・進展ﾃﾞｰﾀを取得中 

・脆化予測法の整備、健全性評価法の高度化を実施中 

・新ＪＭＴＲでの照射中 IASCC 挙動評価等を計画 

－ 

ｽﾃﾝﾚｽ鋼 

・ISI 用 UT 法の検査性を実証済、更

に高精度化のため PAUT 法の実

証を計画 

・長期的には運転中ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ技術開

発を計画 

SCC 

Ｎｉ基合金 

・UT、ECT の実証試験を実施中 

・長期的には UT/ECT 等の複合検

査、運転中ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ技術開発を計

画 

・発生・進展ﾃﾞｰﾀの高精度化を実施中 

・長期的には寿命予測ﾓﾃﾞﾙ（ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ技術）化を計画 

・補修技術の規格化推進 

・劣化緩和技術施工後の保全方策確立を計

画 

疲労 

・ISI 用 UT 検査性を実証済み 

・検査性の不十分な二相ｽﾃﾝﾚｽ鋼向

け精度向上研究を計画 

・環境疲労の研究を実施し、規格化済み 

・環境疲労、大気中疲労曲線の見直しを計画 
・照射材補修溶接部の適用性を研究中 

配管減肉 
・UT 法を適用中、測定方法の高度化

を計画 

・機械学会規格を策定し適用中 

・減肉機構や余寿命予測法の高度化のため基礎研究を実施中 
－ 

絶縁劣化 

・予測評価できる手法は未確立 

・予測評価に資するﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ法の要

素的研究を実施中、実機適用性

評価の後開発を計画 

・劣化評価に電気学会技術報告を適用中 

・劣化模擬性等を改良した劣化評価手法を開発中 
－ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ劣化 

・非破壊的検査法の適用性検討中 

・IT 技術を駆使した検査・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ法

の開発 

・当面の課題としてひび割れ・放射線の影響と、健全性２次評価法の整備を計画

・50 年供用を目途に、CCV の評価、複合劣化評価・機器取合局部評価・確率論

評価等を、更に長期的には劣化機構論に基づく評価法を計画 

・50 年供用を目途に、補修・補強法の適用

性（耐久性）を計画 

耐震安全性 － 

・減肉配管、き裂付き炉内構造物・配管等の耐震安全性評価技術の信頼性向上

研究中 

・長期的には、耐震ﾊﾞｯｸﾁｪｯｸ結果等を考慮した評価技術の見直し研究、確率論

的な耐震安全性評価技術の整備を計画 

－ 

安全基盤研究の推進に係る技術マップ 
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赤字は平成 20 年度開始予定研究    青字は第Ⅰ期開始候補研究   

着手時期 第Ⅰ期（初期ﾌﾟﾗﾝﾄ４０年まで）に着手 第Ⅱ期（初期ﾌﾟﾗﾝﾄ４０年～５０年）に着手 第Ⅲ期（初期ﾌﾟﾗﾝﾄ５０年～６０年）に着手 

検査監視 監視試験片再生技術の検証 長期間適用可能な脆化監視技術開発と検証  

照射脆化 
評価 適用範囲が 60 年供用相当の照射量の評価法 適用範囲＞70 年供用相当照射量の評価法（新 JMTR 活用）  

検査監視 UT、ECT の検証 UT/ECT 等の複合検査、運転中ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ技術開発 UT/ECT 等の複合検査、運転中ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ実用化 

評価 
評価用基礎データ、予測評価法整備 
IASCC 評価高度化技術の検証 

照射中計測による挙動解明（新 JMTR）、評価法の高度化 耐 IASCC 材の開発 照射誘起 

補修 照射材補修溶接部の適用性   

検査監視 UT、ECT の検証 運転中ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ技術の開発 運転中ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ技術の実用化 

評価 
発生・進展評価手法の高精度化 
低炭素ｽﾃﾝﾚｽ鋼の低き裂進展速度領域線図の検証 

寿命予測ﾓﾃﾞﾙ（ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ技術）化開発 寿命予測ﾓﾃﾞﾙ（ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ技術）化実用化 
ｽﾃﾝﾚｽ鋼 

補修 劣化緩和技術施工後の保全方策   

検査監視 UT、ECT の検証 UT/ECT 等の複合検査、運転中ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ技術開発 UT/ECT 等の複合検査、運転中ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ実用化 

評価 発生・進展・破壊評価手法の高精度化 寿命予測ﾓﾃﾞﾙ（ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ技術）化開発 寿命予測ﾓﾃﾞﾙ（ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ技術）実用化 

SCC 

Ni 基合金 

補修 劣化緩和技術施工後の保全方策   

検査監視 ｽﾃﾝﾚｽ鋳鋼の高精度非破壊検査技術の検証 疲労ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ技術の高度化  

評価 環境疲労評価技術の高度化 設計疲労曲線の見直し  疲労 

補修 照射材補修溶接部の適用性   

検査監視 測定方法の高度化研究   
配管減肉 

評価 減肉機構や余寿命予測法の高度化研究   

検査監視 予測評価に資するﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ法の要素的研究 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ手法の実用化開発  

絶縁劣化 
評価 

ｹｰﾌﾞﾙの健全性評価手法の整備 
電気・計装設備の健全性評価技術調査研究 

実機ﾃﾞｰﾀ、機構解明による劣化評価手法の検証見直し  

検査監視 非破壊的検査法の適用性 検査法高度化・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ法の開発  

評価 
ひび割れが生じた場合の中性化と鉄筋腐食評価 
放射線の影響検討 健全性二次評価法の検討 

複合劣化評価・機器取合局部評価・２次評価法の整備等 劣化機構論に基づく評価法 ｺﾝｸﾘｰﾄ劣化 

補修  補修・補強法の適用性（耐久性）  

耐震安全性 評価 
減肉配管、き裂付き炉内構造物・配管等の耐震安全
性評価技術の信頼性向上 

耐震ﾊﾞｯｸﾁｪｯｸ結果等を考慮した評価技術の見直し研究、確率論
的な耐震安全性評価技術の整備 

 

安全基盤研究の推進に係るロードマップ 
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原子炉圧力容器の照射脆化に係る導入シナリオ 
 

 原子炉圧力容器の照射脆化とは 

・燃料領域から漏れてくる高速中性子により原子炉圧力容器壁が照射さ

れると、容器壁の微細な組織変化が生じて脆化する。 

・照射量が多いほど照射脆化は進むため、供用期間が長期化するほど

照射脆化が進む。 

・照射脆化の原因となる容器壁の微細な組織変化の程度は、容器壁鋼

材に含まれる銅などの不純物量や化学成分によって異なる。 

現状分析 

脆化の監視 

・実機の照射脆化の程度は、圧力容器内で照射した監視試験片を用い

て監視している。監視試験片数量には限りがあるので、長期供用時に

脆化監視を継続するため、監視試験片の再生利用や、加速照射データ

を実用化するための研究が必要である。 

健全性の評価 

・圧力容器の長期の供用可能性を評価するため、長期供用時の照射脆

化を予測し健全性を評価する手法が規格化されている。実績データに

基づく経験的な手法なので、民間研究により、蓄積した監視試験データ

を反映し、脆化機構の研究成果を反映して改良している。 

・長期供用時の評価の信頼性維持向上のためには、民間の評価手法を

長期供用相当の高照射量加速照射試験データで検証することが重要

であり、加速照射データの実用化研究が必要である。また、供用可能

性をより現実的に評価するための確率論評価手法の整備も必要であ

る。 

研究基盤 

・上記研究を実施するためには、ＪＭＴＲ等の施設基盤や、加速照射・計

測・モデリングなどの基盤技術が必要である。 

高経年化対応研究方針 

 長期供用時の脆化監の視継続、健全性予測評価の適用期間延長と信頼性向上のための

研究を実施する。これらに研究資する加速照射技術の基礎研究と施設基盤整備を行う。研

究成果を規格に反映して実用化し、また技術評価して規制に活用する。 

データや評価技術の検証、規制基準の整備 

規格基準の精緻化 

照射施設基盤の整備 照射脆化の基礎技術開発 

・長期供用時の脆化監視技術の開発 

・健全性評価手法の適用期間延長と信頼性向上 

照射脆化研究に対応できる人材の育成 

産官学の役割分担 

①産業界の役割 

 

 

②国・官界の役割 

 

 

 

③学術界の役割 

 
 

④学協会の役割 

－安全性・信頼性・経済性の

確保向上を目的とした開発

研究及び基盤整備 

産学官の連携 

 

 

 

 

・加速照射技術の基

礎技術開発 

科学的基礎に基づ

いて加速照射デー

タを実機評価に適

用するための基盤

研究 

産 学 官 に よ る 協

調・共同研究が必

要な研究課題 

－安全規制における適正な行政判断に必要な

安全研究 

－必要な基盤（知識・人材・施設・制度）の整備

－産学の安全に関わる研究と基盤整備に対す

る支援 

－知の蓄積と展開（安全基盤研究の検証） 

－研究を支える人材の育成 

－規格基準化とその高度化に貢献 

・照射脆化研究に対応出来

る人材の育成 

（・規格基準の精緻化支援）

・規格基準の精緻化 

・長期供用時の脆化監視技術の開発 

・健全性評価手法の適用期間延長と信頼性

向上 

・照射脆化の基礎技術開発（共同研究の実

施主体） 

・データや評価技術の検

証、規制基準の整備 

・照射施設基盤の整備 

原子炉圧力容器の照射脆化とは 

現状分析 

高経年化対応研究方針
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原子炉圧力容器の照射脆化に係る技術マップ 

項目 技術課題 概要 
役割分担 

（実施／資金） 

脆化予測式の高精度化 脆化機構に基づく脆化予測式の開発 

脆化予測式の長期適用 長期照射データ等に基づく脆化予測式の長期信頼性向上 

破壊靭性評価法の高精度化 遷移域破壊靭性評価法の適正化と適用期間延長 

破壊靭性評価法の長期適用 全温度域破壊靭性評価法の高精度化と適用期間延長 

健全性評価手法の適用期

間延長と信頼性向上 

確率論評価手法の開発 長期供用性評価に資する確率論的評価手法の開発 

産/産 

脆化予測式の検証 高照射量等のデータによる脆化予測式の検証 

破壊靭性評価法の検証 高照射量等のデータによる破壊靭性評価法の検証 

補修溶接部の検証 再照射補修溶接部脆化挙動のデータによる検証 

デ ー タ や 評 価 技 術 の 検

証、規制基準化（健全性

評価手法） 
確率論評価手法の検証 長期供用性評価に資する確率論的評価手法の検証 

官/官 

長期供用時の脆化監視技術の開発 材料消耗の少ない、又は加速照射による脆化監視技術の開発 産/産 

HAZ 監視省略の検証 溶接熱影響部等の監視試験の省略に関する検証 デ ー タ や 評 価 技 術 の 検

証、規制基準化（脆化監

視） 
脆化監視技術の検証 材料消耗の少ない、又は加速照射による脆化監視技術の検証

官/官 

照射脆化の基礎技術開発 
高速照射技術による高照射量材の脆化研究、照射による微細

組織変化の計測技術、脆化機構のモデル化に関する研究 

産学官/ 

産官 

照射施設基盤の整備 JMTR を活用した基礎研究 官／官 

人材育成 照射脆化研究に対応できる人材の育成 学／学 
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原子炉圧力容器の照射脆化に係るロードマップ 

 

第Ⅰ期（H21 年度まで） 第Ⅱ期（h22 年度～H31 年度） 第Ⅲ期 
項目 技術課題 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-2019 2020-2029 

脆化予測式の高精度化 

脆化予測式の長期適用 

破壊靭性評価法の高精度化 

破壊靭性評価法の長期適用 

健全性評価手

法の適用期間

延長と信頼性

向上 

確率論評価手法の開発 

   

脆化予測式の検証 

破壊靭性評価法の検証 

補修溶接部の検証 

データや評価

技術の検証、

規制基準の整

備（健全性評価

手法） 
確率論評価手法の検証 

   

長期供用時の脆化監視技術の開発 
   

HAZ 監視省略の検証 
データや評価技

術の検証、規制

基準の整備（脆

化監視） 
脆化監視技術の検証 

 

  

照射脆化の基礎技術開発 
   

照射施設基盤の整備 
   

 

規格基準の精緻化                  △JEAC 改訂→技術評価          △JEAC 改訂→技術評価        

脆化機構に基づく脆化予測式の開発 

長期照射ﾃﾞｰﾀ等に基づく脆化予測式の長期信頼性向上 

遷移温度域破壊靭性評価法の適正化と適用期間延長 

全温度域破壊靭性評価法の適正化と適用期間延長 

長期供用性評価に資する確率論的評価手法の開発 

高照射量等のﾃﾞｰﾀによる脆化予測式の検証(～60 年) 

高照射量等のﾃﾞｰﾀによる破壊靭性評価法の検証(～60 年) 

再照射補修溶接部脆化挙動のﾃﾞｰﾀによる検証 

長期供用性評価に資する確率論的評価手法の開発 

材料消耗の少ない、又は加速照射による脆化監視技術の開発

溶接熱影響部等の監視試験の省略に関する検証 

材料消耗の少ない、又は加速照射による脆化監視技術の検証

高速照射技術による高照射量材の脆化研究、照射による微細組織変化の計測技術、脆化機構のモデル化に関する研究 

JMTR を活用した基礎研究 

高照射量等のﾃﾞｰﾀによる脆化予測式の検証(>60 年) 

高照射量等のﾃﾞｰﾀによる破壊靭性評価法の検証(>60 年)
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 SCC 欠陥の検査とは 

 

―原子炉炉内や配管において、欠陥の有無、もし欠陥が発見された場合はその位置や大きさを非破

壊で検査することである。現在用いられる SCC き裂の非破壊検査技術は、VT、UT、ECT 等が主流

である。 

―炉内機器で見られる SCCは、炉水に接した面から発生し、一般的に粒界型で、進展する途中で分

岐したり、複数の欠陥が同一箇所に発生したりする特徴がある。SCC の発生する部位は、母材、

溶接金属、溶接熱影響部等で形状も多様であり、また、水中や放射線場などで遠隔による高度な

検査が技術が必要である。 

現状分析 

BWR のシュラウドや PLR配管における SCCの発生や、PWR あるいは BWR のニッケル基合金溶接部

における SCC の発生に関し、これらの部位に対する非破壊検査試験の精度確認として JNES プロジ

ェクトによる実証試験が行われている。前者は「低炭素ステンレス鋼の非破壊検査技術実証（NSA）」

として平成 15 年から平成 18 年まで実施され、その成果が JNES より SS レポートとして発行され

た。現在、この成果を規格化すべく、社団法人 日本電気協会にて規程・指針（JEAC・JEAG）の拡

充作業を行っている。また、後者については、BWR／PWR におけるニッケル基合金溶接金属部とし

てシュラウドサポートやセーフエンド、圧力容器貫通部の SCC を対象とした「ニッケル基合金溶

接部の非破壊検査技術実証（NNW）」（平成 14 年～平成 20 年）、PWR の圧力容器貫通部狭隘部にお

ける PWSCC に対象を限定した「容器貫通部狭隘部の非破壊検査技術実証（NPV）」（平成 17 年～平

成 20 年）のプロジェクトが進捗中である。いずれも UT と ECT の実証試験であり、プロジェクト

完了時に速やかに規程・指針化される計画である。 

 

一方、プラントの供用期間中検査（ISI）として、社団法人日本機械学会の発電用原子力設備規

格 維持規格が本格的に導入されつつあり、産業界ではこの規格に準じた検査を可能とする検査

技術あるいは炉内遠隔検査装置の確立が急がれている。特に、新たに規定される炉内構造物等の

個別検査のうち、BWR では検査対象機器が増え、検査範囲も増加していることから、目視試験の

高度化や炉内狭隘部、炉内薄肉配管等の検査装置が必要となっている。 

 

 原子力プラントの高経年化による機器損傷事例の増加や、それに伴う機器健全性評価の精度

を確保するために、非破壊検査によるき裂検出精度、サイジング精度向上の要求、期待が高まっ

ている。その一方で、検査対象箇所の急激な増加や、技術的に難度の高い検査の要求などにより、

プラントの定期事業者検査に従事できる非破壊検査員の不足が生じているとの声もある。今後は、

リスクベースに基づく検査の適切な合理化や、プラント運転中でも可能な検査技術の開発が期待

されている。 

 

産学官の連携 

 

 

 

・検査に係る先端技術

研究 

 先端的な検査技術の
開発は、学の研究ポテン
シャルを踏まえて産学
官で共同して効率化す
る。 
 

・SCC 検査技術研究に対

応できる人材育成 

産官学の人的交流を
図り、SCC 研究や検査に
対応できる幅広い能力
を備えた人材を育成す
る。 

産官学の役割分担 

①産業界の役割 

・検査精度の高度化 

・検査装置、新検査技術の開発 

･検査に係る先端技術研究（共同研究の主体者） 

・運転中検査技術 

 

②国・官界の役割 

 ・データや検査技術の検証、規制基準の整備 

学協会規格のエンドース、健全性評価ガイド策定

   

 

 

③学術界の役割 

・SCC 検査技術研究に対応できる人材育成（共同研究

の主体者） 

（・規格基準の精緻化支援） 

④学協会の役割 

・規格基準の精緻化 

 

高経年化対応研究方針 

原子力プラントの高経年化に備え、現在実施されている JNES プロジェクトの成果を速やかに規格基準に反

映させる必要がある。UT や ECT 等の非破壊検査方法の複合化による検査の高効率化や高精度化が期待できる

ことから、第Ⅱ期で複合検査技術の開発とその技術実証を行う。さらに、検査の合理的な実施を目的に、第Ⅱ

期からはプラント運転中検査技術の開発を開始し、第Ⅲ期のオンライン検査技術の確立を目指す。 

データや検査技術の検証、規制基準の整備 

―安全性、信頼性、

経済性の確保向上を

目的とした開発研究

および基盤整備 

―安全規制における適正な行

政判断に必要な安全研究 

―必要な基盤(知識、人材、施

設、制度)の整備 

―産学の安全に関わる研究と

基盤整備に対する支援 

―知の蓄積と展開(安全基盤研

究の検証) 

―研究を支える人材の育成 

―規格基準化とその高度化

に貢献 

産学官による協

調・共同研究が必

要な研究課題 

オンラインモニタ

リングによる SCC

管理 

検査装置、新検査技術の開発、 

先端技術研究 

SCC 検査技術研究に対応できる人材育成 

規格基準の精緻化 

運転中検査技術 検査精度の高度化 

SCC 欠陥の検査に係る導入シナリオ 
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SCC 欠陥の検査に係る技術マップ（1/2） 

項 目 技 術 課 題 概  要 
役割分担 

（実施/資金） 

PAUT 法の欠陥検出性 

 

・ フェーズドアレイ UT 法の欠陥検出性、サイジ

ング 
産／産 

炉外からの UT 検査性 ・ 欠陥性検出性 産／産 

補修溶接部 UT、ECT 検査性 ・ 欠陥性検出性 産／産 

水中 PT 技術 ・ 欠陥性検出性 産、学／産 

検査精度の高度化 

複合検査技術 

 

・ ２つまたはそれ以上の検査技術を複合して適用

することによる検査精度の向上 
産、学／産 

運転中検査技術 運転中検査技術、診断技術 
・ 運転中に継続監視が行える検査手法の精度実

証 
産、学／産 

炉内狭隘部、炉内薄肉配管

検査技術、装置開発 
・ 装置、検査技術の開発 産／産 

VT 高感度化技術開発 ・ 装置、検査技術の開発 産／産 

水中 PT 技術 ・ 装置、検査技術の開発 産、学／産 

複合検査技術開発 ・ 装置、検査技術の開発、先端技術適用 産、学／産 

実機残留応力計測技術開発 ・ 装置、技術の開発、先端技術適用 産、学／産 

検査装置、新検査技術の

開発 

運転中検査技術開発 
・ 原子炉容器、配管に対応した装置、検査技術の

開発、先端技術適用 
産、学／産 
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SCC 欠陥の検査に係る技術マップ（2/2） 

項 目 技 術 課 題 概  要 
役割分担 

（実施/資金） 

低炭素ステンレス鋼検査技術

実証 
 

・ 学協会規格のデータや評価技術を検証し、規

制基準としてエンドース、規制の高度化 
官／官 

Ni基合金溶接部、圧力容器貫

通部狭隘部検査技術実証 

・ 学協会規格のデータや評価技術を検証し、規制

基準としてエンドース、規制の高度化 
官／官 データや検査技術の検

証、規制基準の整備 

原子力発電所の非破壊検査

情報収集 

・ 非破壊検査情報を収集して、規制に反映 

・ 補修溶接部検査情報 

・ 炉外からの UT 検査情報 

官／官 

 欠陥等継続検査の運転中監

視技術実証 

・SCC 等の継続検査として運転中監視技術の実証と

指針策定 
官／官 

SCC検査技術研究に対応

できる人材育成 

SCC 検査技術研究に対応で

きる人材育成 
・人材育成 学／学 
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SCC 欠陥の検査に係るロードマップ 

 第Ⅰ期（初期原子力プラントの 40 年まで） 第Ⅱ期（同 50 年まで） 第Ⅲ期（同 60 年まで） 

年 度 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015～2019 2020～2029 

 
検査精度の高度化 

  
 

  

 運転中検査技術  
  

検査装置、新技術開発 

 

 

  

データや検査技術の検証、規制

基準の整備 

   

 

規格基準、規制基準への反映 

   運転中検査要求の維持規格へ
の反映 

SCC 健全性評価ガイド 

水中 PT/代替技術 

水中 PT/代替技術開発

運転中検査技術、診断技術 

運転中検査技術開発 

UT、ECT 技術の JEAC、JEAG への反映 

複合検査技術の規格化 

複合検査技術 

非破壊検査情報の収集整備 

低炭素ステンレ
ス 鋼 検 査 技 術
実証 

PAUT 法の欠陥

検出性 

SCC 長期健全性評価ガイド 

炉外からの UT 検査性 

炉内狭隘部、炉内薄肉配管検査技
術、装置開発 

補修溶接部 UT、ECT 検査性 

Ni 基合金溶接部、圧力容器貫通部
狭隘部検査技術実証 

複合検査技術開発 

VT 高感度化技
術開発

実機残留応力計測技術開発 

補修溶接部検査技術の
JEAC,JEAG への反映 

欠陥等継続検査の運転中監視技術実証 

SCC 欠陥の検査に係るロードマップ 
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現状分析 

検査のあり方検討会において、高経年化対策充実のために、状態監視保全や運転中を含めた新

しい監視・評価技術の導入が有効であるとされている。しかしながら、現在のところ、SCC 事象

に関する状態監視保全技術の開発・適用方策はなく、健全性評価等に基づいた時間計画保全(TBM)

を中心とした方法をとっており、SCC に関連した点検頻度は過度の保守性に基づいている可能性

がある。 

 

現状実施されている SCC に関連したモニタリング技術として、炉内水質については、炉水サン

プリングポイントでの調査、ＲＰＶボトムドレン水の水質分析結果を基に、照射場を考慮した炉

内水質をラジオリシスモデルにより解析しているが、炉水環境を精度良く評価するには至ってい

ないと思われる。また、炉内構造材の腐食環境に関しては、腐食電位(ECP)測定が行われ、シミュ

レーションによる炉内構造材各所の腐食電位評価が行われているが、測定用センサー設置場所の

制約等により必ずしも評価精度は十分とはいえない。 

 

一方、実機構成材の SCC の発生や進展挙動等に関するモニタリング手法は確立されておらず、

炉外における実機炉水を用いた SCC 試験や炉水を模擬した環境下でのラボ試験が実施されてい

る。 

 

運転中ヘルスモニタリング技術を開発、実機適用することにより、腐食電位、SCC 発生進展挙動

等を実測することが可能となる。これにより、環境緩和の効果と有効範囲（部位）の明確化、実

機 SCC データの拡充がはかられ、規格基準の高度化に資することが可能となる。また、応力改善

策等の設備保全策の長期有効性確認、材料経年劣化モニターによるトラブル未然防止に伴う稼働

率上昇や適切な長期的設備保全の策定および定検頻度の最適化とそれに伴う被ばく低減が見込ま

れる。 

 

運転中モニタリングとは 

 

―SCC は材料、環境、応力の３つの要因が重畳して発生する。運転中モニタリングは、運転中にそ

れぞれの要因を継続的に監視し、SCC の研究から得られる SCC き裂発生・進展シミュレーション

技術と連携して、SCC 発生時期の予測、進展量の予測を実施し、炉内での SCC の状況を把握して

高経年化炉の安全運転に寄与する技術である。 

産学官の連携 

 

 

 

・モニタリング基盤技

術 

 SCC に関わるモニタリ
ング技術は、新規の技術
開課題であり、早期に実
機適用を図るためには、
産学官で協力して効率的
に推進する必要がある。 

 

・SCC のモニタリング技

術研究に対応できる人

材育成 

産官学の人的交流を
図り、SCC 研究に対応で
きる幅広い能力を備え
た人材を育成する。 

産官学の役割分担 

①産業界の役割 

・運転中モニタリング技術開発 

・モニタリング基盤技術（共同研究の主体者） 

センサー開発等 

 

 

②国・官界の役割 

 ・データや評価技術の検証、規制基準の整備 

学協会規格のエンドース、健全性評価ガイド策定

 

 

 

③学術界の役割 

・SCC のモニタリング技術研究に対応できる人材育

成（共同研究の主体者） 

（・規格基準の精緻化支援） 

④学協会の役割 

・規格基準の精緻化 

 

高経年化対応研究方針 

長期にわたる SCC 事象の予測精度向上や状態監視保全手法を構築し、SCC 事象を的確に把握して、高経年化

に対応した点検・検査の適正化を図るため、炉内構造材や配管の SCC に関する健全性モニタリング技術の開発、

実証を行う 

運転中モニタリング技術 

規格基準の精緻化 

評価技術の検証、規制基準の整備 

―安全性、信頼性、

経済性の確保向上を

目的とした開発研究

および基盤整備 

―安全規制における適正な行

政判断に必要な安全研究 

―必要な基盤(知識、人材、施

設、制度)の整備 

―産学の安全に関わる研究と

基盤整備に対する支援 

―知の蓄積と展開(安全基盤研

究の検証) 

―研究を支える人材の育成 

―規格基準化とその高度化

に貢献 

産学官による協

調・共同研究が必

要な研究課題 

モニタリング基盤技術 

・センサー開発等 

SCC のモニタリング技術研究に対応できる人材育成 

運転中モニタリングに係るロードマップ 
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運転中モニタリング技術に係る技術マップ 

項 目 技 術 課 題 概  要 
役割分担 

（実施/資金） 

モニタリング基盤技術 
モニタリング基盤技術の高度

化 

・ 炉内水質や SCC 挙動を把握するためのセンサ

ー技術等モニタリング基盤技術、先端技術に関

する研究 

産、学、官／

産、学、官 

実機腐食環境評価手法の高

度化 

・ 炉内水質を把握するための腐食環境評価手法

の開発、高度化 
産、学／産 

SCC き裂発生、進展モニタリ

ング技術の開発、実証 

・ 腐食環境（腐食電位）や SCC 発生進展挙動を把

握するためのモニタリング技術の開発と実証 

 

産、学／産 

運転中モニタリング技術 

炉内ヘルスモニタリング技術

の開発、実証 

・ 炉内水質（腐食電位）/SCC 発生、進展挙動 

・ 材料経年劣化モニター 

・ 予防保全対策や応力改善策の長期有効性評価

への適用性を実証 

・ 状態監視保全技術 

産、学／産 

評価技術の検証、規制基

準の整備 

運転中モニタリング技術の検

証 

・ 安全規制高度化のためにモニタリング技術の検

証 
官／官 

SCC のモニタリング技術

研究に対応できる人材育

成 

SCC のモニタリング技術研究

に対応できる人材育成 
・ 人材育成 学／学 
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 第Ⅰ期（初期原子力プラントの 40 年まで） 第Ⅱ期（同 50 年まで） 第Ⅲ期（同 60 年まで） 

年 度 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015～2019 2020～2029 

 モニタリング基盤技術  

  

 運転中モニタリング技術  

  

 
評価技術の検証・規制基準の整

備 
 

  

 

規格基準、規制基準への反映 

   
維持規格への反映 

SCC 健全性評価ガイド 

維持規格へ反映 

SCC 発生・進展シミュレーショ

ンの規格化 

SCC き裂発生、進展モニタリング技術の開発、実証 

モニタリング基盤技術の高度化 

SCC 長期健全性評価ガイド 

長期健全性維持と運転中モ

ニタリングの実機適用 

実機腐食環境評価手法の高度化 

炉内ヘルスモニタリング技術の開発、実証 

運転中モニタリング技術の

検証 

運転中モニタリングに係るロードマップ 
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 ステンレス鋼の IGSCC（非鋭敏化型 SCC）とは 

 

―鋭敏化応力腐食割れの対策材として実機に適用されている低炭素ステンレス鋼製の再循環配管

及び炉心シュラウドにおいて、近年、表面硬化層を起点とした非鋭敏化型 SCC が認められている。

―再循環系配管の SCC は溶接残留応力に従って溶接金属に向かって進展しており、発見されたき裂

は、配管口径、運転年数によらず概ね深さ 10mm以下である。 

―炉心シュラウドの SCC は、リング部では溶融線から数 mm 離れた位置に断続的に全周に渡ったき

裂や胴部にも部分的なき裂が確認されている。 

―原因は明確でないが、表面加工層があると発生しやすいことが知られている。 

 

 

現状分析 

現状、き裂進展を評価して機器としての健全性を評価する維持基準が適用されており、保守性

をもった維持・管理がなされている。また、種々の条件下の SCC 進展速度データ拡充がはかられ

ている。しかしながら、再循環系配管においては実機調査結果と維持基準に則った健全性評価と

に差異が認められており、更なる健全性評価の高度化、具体的には確率論的評価を伴う SCC 発生

挙動や溶接金属部における停留挙動の評価手法の確立が喫緊の課題となっており、長期的に実機

データを規格基準にフィードバックする取り組みが必要となっている。 

 

一方、維持規格の導入により水素注入(HWC)など、これまで単に予防保全の１つであった環境

緩和策は、その適用や効果の有無がき裂進展評価や点検頻度の設定にも関連する位置づけとなっ

た。BWR の維持規格には HWC 環境下でのき裂進展線図があるものの、HWC の効果の判断クライテリ

アが規準化されていないこと等から HWC 線図の健全性評価への適用が進んでいない。環境改善対

策の効果を考慮した評価手法を早期に構築する必要がある。 

 

メカニズムに関する研究も活発であるが、今のところ不明な点が多く、十分には解明されていない。

SCC き裂進展は、溶接部の硬化部位で加速され、溶接金属中でもき裂が伝播すること等が知られている。

また、シュラウド等の炉内構造物では中性子照射を受けることが予想され、それに伴うき裂進展加速を

考慮する必要があることが指摘されている。 

産学官の連携 

 

 

 

・IGSCC メカニズム解明 

 メカニズム解明は科
学的合理性の基礎とな
り産官ともに必要で、学
の研究ポテンシャルを
踏まえて産学官で共同
して効率化する。 

・IGSCC への照射の影響

を研究するための施設

基盤整備 

炉内構造物のIGSCC研
究には照射を伴う研究
が必要なことから、JMTR
等の照射施設基盤整備
を産官で協力して推進
する。 

・IGSCC 研究に対応でき

る人材育成 

産官学の人的交流を
図り、IGSCC 研究に対応
できる幅広い能力を備
えた人材を育成する。 

産官学の役割分担 

①産業界の役割 

・IGSCC 発生・進展データ整備、高精度化 

・IGSCC 発生・進展シミュレーション技術 

  炉内構造物の IGSCC 発生・進展を予測する方法の開発と実機

適用 

・IGSCC メカニズム解明（共同研究の主体者） 

②国・官界の役割 

 ・データや評価技術の検証、規制基準の整備 

学協会規格のエンドース、健全性評価ガイド策定

 ・IGSCC への照射の影響を研究するための施設基盤整

備（共同研究の主体者） 

 

③学術界の役割 

・IGSCC 研究に対応できる人材育成（共同研究の主体

者） 

（・規格基準の精緻化支援） 

④学協会の役割 

・規格基準の精緻化 

 

高経年化対応研究方針 

SCC 発生挙動や溶接境界部でのき裂進展および環境緩和技術等を考慮して、高経年化プラントの SCC 発生・

進展評価，健全性評価の高精度化を行い、実機における SCC 事象を的確に把握して制御するとともに、点検頻

度の適正化を図る。SCC き裂発生、進展機構解明研究や高経年化時複合事象の検討の成果をふまえ、SCC 健全

性評価に関する維持規格の改訂、充実を継続的に行う。 

IGSCC 研究に対応できる人材育成 

IGSCC 発生・進展シミュレーション技術

IGSCC メカニズム解明 

規格基準の精緻化 

データや評価技術の検証、規制基準の整備 

IGSCC 発生・進展データ整

備、高精度化 

―安全性、信頼性、

経済性の確保向上を

目的とした開発研究

および基盤整備 

―安全規制における適正な行

政判断に必要な安全研究 

―必要な基盤(知識、人材、施

設、制度)の整備 

―産学の安全に関わる研究と

基盤整備に対する支援 

―知の蓄積と展開(安全基盤研

究の検証) 

―研究を支える人材の育成 

―規格基準化とその高度化

に貢献 

産学官による協

調・共同研究が必

要な研究課題 

実機事

例の詳

細分析

IGSCC への照射影響調査を実施するための施設基盤整備 

ステンレス鋼の応力腐食割れ（IGSCC）の健全性評価に係る導入シナリオ 
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ステンレス鋼の応力腐食割れ（IGSCC）の健全性評価に係る技術マップ（1/2） 

項 目 技 術 課 題 概  要 
役割分担 

（実施/資金） 

IGSCC き裂発生・進展データ

の拡張、高精度化 

・ IGSCC 加速要因を抽出して、重要要因毎にき裂

発生・進展評価、必要に応じて維持規格の修

正を提案 

・ IGSCC 発生試験方法妥当性検討 

産／産 

溶融線近傍の SCC 停留挙動

評価 

・ 溶接境界での SCC 停留挙動を解明 

・ 検査期間の設定へ反映 
産／産 

ラボデータと実機データ、実

機事象相関 

・ 国内外の実機事例の詳細分析 

・ 実験室試験結果の整合性検討 
産／産 

実機廃却材、実機炉水環境下

でのき裂発生・進展データ取

得 

・ IGSCC データベース充実 

・ IGSCC き裂進展速度線図の高精度化 
産／産 

HWC 線図の健全性評価への

適用 

・ 環境改善対策の効果を考慮した評価手法を構築

・ HWC 等効果のクライテリア基準、必要に応じて

維持規格の修正を提案 

産／産 

IGSCC 発生･進展データ

整備、高精度化 

ステンレス配管の溶接残留応

力解析手法 

・ 溶接残留応力の解析手法および K の評価手法

の高度化、維持規格への提案 
産／産 
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ステンレス鋼の応力腐食割れ（IGSCC）の健全性評価に係る技術マップ（2/2） 

項 目 技 術 課 題 概  要 
役割分担 

（実施/資金） 

デ ー タ や 評 価 技 術 の 検

証、規制基準の整備 
IGSCC 評価技術検証 

・ 学協会規格のデータや評価技術を検証し、規

制基準としてエンドース、規制の高度化 

・ IGSCC の加速要因として 

低中性子照射、 

低 K値域でのき裂進展挙動、 

溶接金属のき裂進展挙動、 

溶接硬化、 

起動停止の影響、 

水の放射線分解 等が課題 

・ JMTR 等の研究基盤整備 

・ ステンレス配管の溶接残留応力解析手法の検証

官／官 

IGSCC メカニズム解明 
IGSCC 発生・進展メカニズム

解明とモデル構築 

・ IGSCC 加速要因の抽出（低照射量、照射速度、

起動停止、K変化率、表面加工、水の放射線分

解等） 

・ 発生・進展モデル構築による進展予測法 

産、学、官 /

産、学、官 

IGSCC 発生・進展シミュレ

ーション技術 

IGSCC 発生・進展シミュレーシ

ョン技術開発 

・ 技術開発と実機への適用 

 
産／産 

IGSCC 研究に対応できる

人材育成 

IGSCC 研究に対応できる人材

育成 
・人材育成 学／学 
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 第Ⅰ期（初期原子力プラントの 40 年まで） 第Ⅱ期（同 50 年まで） 第Ⅲ期（同 60 年まで） 

年 度 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015～2019 2020～2029 

 
IGSCC 発生･進展データ整備、 

高精度化 
  

 

  

データや評価技術の検証、規制

基準の整備 

 

 

  

IGSCC メカニズム解明 

   

IGSCC 発生・進展シミュレーショ

ン技術 

   

 

規格基準、規制基準への反映 

   
維持規格への反映、長期健全性評価の維持規格 

IGSCC 健全性評価ガイド

ラボデータと実機事象相関 

HWC 健全性適用検討 

IGSCC 評価技術検証 
（溶接硬化） 

IGSCC 発生、進展シミュレーション技術開発 

IGSCC き裂発生、進展メカニズム解明、モデル構築 

維持規格へ反映 

シミュレーション、モニタリング

の規格化 

拡張、高精度化 

高経年化時複合事象検討 

IGSCC 発生試験方法妥当性検討 

IGSCC き裂発生データの

SCC 長期健全性評価ガイド 

IGSCC き裂進展データ拡張・高精度化 

実機廃却材、実機炉水環境下発生・進展データ取得 

溶融線近傍の SCC 停留挙動評価 

IGSCC 評価技術検証 
（低 K 値域、溶接金属） 

IGSCC 評価技術検証 
(低照射量、低照射速度の影響、水の放射線分解、照射中効果の検証) 

ステンレス鋼配管の残留応力解析手法 

ステンレス鋼配管の残留応力解析手法

の検証 

ステンレス鋼の応力腐食割れ（IGSCC）の健全性評価に係るロードマップ 
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産学官の連携 

 

 

 

・IASCC メカニズム解明 

 メカニズム解明は科
学的合理性の基礎とな
り産官ともに必要で、学
の研究ポテンシャルを
踏まえて産学官で共同
して効率化する。 
 

・IASCC 研究を実施する

ための施設基盤整備 

IASCC 研究には照射を
伴う研究が必要なこと
から、JMTR 等の照射施設
基盤整備を産官で協力
して推進する。 

 

・IASCC 研究に対応でき

る人材育成 

産官学の人的交流を
図り、IASCC 研究に対応
できる幅広い能力を備
えた人材を育成する。 

産官学の役割分担 

①産業界の役割 

・IASCC 発生・進展データ整備、高精度化 

・IASCC 発生・進展シミュレーション技術 

  炉内構造物の IASCC 発生・進展を予測する方法の開発と実機

適用 

・IASCC メカニズム解明（共同研究の主体者） 

②国・官界の役割 

 ・データや評価技術の検証、規制基準の整備 

学協会規格のエンドース、健全性評価ガイド策定

 ・IASCC 研究を実施するための施設基盤整備（共同研

究の主体者） 

 

③学術界の役割 

・IASCC 研究に対応できる人材育成（共同研究の主体

者） 

（・規格基準の精緻化支援） 

④学協会の役割 

・規格基準の精緻化 

 

高経年化対応研究方針 

炉の高経年化に伴う中性子照射量増加に対応する IASCC 発生･進展データ整備、高精度化を実施し、同時に IASCC メ

カニズム解明を推進して、IASCC 発生・進展を予測するシミュレーション技術の開発、実機適用を進める。それらの成果を

反映して規格基準の精緻化、また、科学的合理性を持った規制基準の整備等に繋げる。そのために必要な IASCC 研究を

実施するための施設基盤整備と IASCC 研究に対応できる人材育成も行う。 

現状分析 

原子炉の高経年化に伴い、炉内構造物の中性子照射量が増大し(図 2)、IASCC の発生する可能性がより

高くなると考えられる。現在までに、BWRでは、高照射量を受けた制御棒で発生が報告されている。また、

PWR においては、国内で IASCC 事例は報告されていないが、海外では高照射で高応力が負荷されるバッフ

ルフォーマボルトに多数の事例が確認されている。以上の状況から世界的にも IASCC 現象が注目され始

めており、研究が活発化している。現在、国の事業として IASCC き裂進展データを検証して規制基準の

整備が実施中である。また、国際協力によるメカニズム研究も行われており、JAEA 等の研究機関が参画

している。 

しかし、今のところ IASCC の発生・進展に関するデータは乏しく、メカニズムに関しても確定されて

いない。今後、高経年化原子炉の安全性、信頼性を確保するためには、IASCC 発生・進展に関するデータ

充実と高精度化が不可欠である。また、IASCCメカニズムに関する理解を深めて、IASCC 発生・進展の予

測が行える IASCC シミュレーション技術の開発が急務である。それらの研究を推進するために、JMTR 等

の施設基盤の整備が重要で、また、IASCC の研究に携わっている人的資源も十分でないことから、IASCC

研究を推進する幅広い知識を持った人材育成にも注力する必要がある。 

照射誘起応力腐食割れ（IASCC）とは 

―中性子照射量がしきい値を超えて増大するとステンレス鋼の IASCC 感受性が増大し、炉内構造物

の IASCC 割れが発生しやすくなる。 

―鋭敏化しない低炭素ステンレス鋼でも発生する。 

―IASCC は SCC の３要素 材料、環境、応力にさらに中性子照射の影響が重畳した複合事象と考え

られている(図 1)。 

―BWR 環境と PWR 環境両方で発生する可能性がある。 

応力 環境

材料

IA
SCC

・溶接残留応力 ・高温水、溶存酸素

・溶接熱鋭敏化

中性子照射
ガンマ線照射

・照射下応力緩和
・(周辺材料のスエ
リ ン グ 等 に よ る
応力発生)

・水の放射線
分解

・照射硬化･脆化
・照射粒界偏析

応力 環境

材料

IA
SCC

・溶接残留応力 ・高温水、溶存酸素

・溶接熱鋭敏化

中性子照射
ガンマ線照射

・照射下応力緩和
・(周辺材料のスエ
リ ン グ 等 に よ る
応力発生)

・水の放射線
分解

・照射硬化･脆化
・照射粒界偏析

シュラウド模式図

[H1] 0.5X1023

[H2] 4.4X1023

[H3] 1.9X1024 5.6X1024

[H4] 5.0X1024 1.5X1025

[H6]1.5X1022 4.4X1022
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図 1 IASCC は材料、応力、環境と照射が重畳

したときに発生する 
図 2 BWR シュラウドにおける 20年と 60年運転後

の各溶接線での中性子照射量（計算値） 

IASCC 研究に対応できる人材育成 

IASCC 発生・進展シミュレーション技術

IASCC メカニズム解明 

規格基準の精緻化 

データや評価技術の検証、規制基準の整備 

IASCC 発生・進展データ整

備、高精度化 

―安全性、信頼性、

経済性の確保向上を

目的とした開発研究

および基盤整備 

―安全規制における適正な行

政判断に必要な安全研究 

―必要な基盤(知識、人材、施

設、制度)の整備 

―産学の安全に関わる研究と

基盤整備に対する支援 

―知の蓄積と展開(安全基盤研

究の検証) 

―研究を支える人材の育成 

―規格基準化とその高度化

に貢献 

産学官による協

調・共同研究が必

要な研究課題 

実機事

例の詳

細分析

IASCC 研究を実施するための施設基盤整備 

照射誘起応力腐食割れ（IASCC）の健全性評価に係る導入シナリオ 
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照射誘起応力腐食割れ（IASCC）の健全性評価に係る技術マップ（1/2） 

項 目 技 術 課 題 概  要 
役割分担 

（実施/資金） 

IASCC き裂発生・進展データ

の拡張、高精度化 

・ IASCC 加速要因を抽出して、重要要因毎にき裂

発生・進展評価、必要に応じて維持規格の修

正を提案 

・ 高照射下での IASCC 挙動データ取得 

・ IASCC 発生試験方法妥当性評価 

産／産 

ラボデータと実機事象相関 
・ 国内外の実機事例の詳細分析 

・ 実験室試験結果の整合性検討 
産／産 

IASCC発生･進展データ整

備、高精度化 

実機廃却材を用いたき裂進

展データ取得 

・ IASCC データベース充実 

・ IASCC き裂進展速度線図の高精度化 

・ 中性子照射による破壊靱性低下データ 

産／産 

・ 学協会規格のデータや評価技術を検証し、規

制基準としてエンドース、規制の高度化 
官／官 

デ ー タ や 評 価 技 術 の 検

証、規制基準の整備 
IASCC 評価技術検証 ・ 国際協力等による実機廃却材を用いたデータ

検証 

 

産、官／産、官 

IASCC メカニズム解明 
IASCC 発生・進展メカニズム

解明とモデル構築 

・ IASCC 加速要因の抽出（照射速度、起動停止、

K変化率、水の放射線分解等） 

・ 発生・進展モデル構築による進展予測法 

・ 高照射下での IASCC メカニズム検討 

・ 加速照射の妥当性検討 

産、学、官/産、

学、官 
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照射誘起応力腐食割れ（IASCC）の健全性評価に係る技術マップ（2/2） 

項 目 技 術 課 題 概  要 
役割分担 

（実施/資金） 

IASCC 発生・進展シミュレ

ーション技術 

IASCC 発生・進展シミュレーシ

ョン技術開発 

・ 技術開発と実機への適用 

 
産／産 

・ JMTR 等の施設基盤整備 官／官 ・IASCC 研究を実施するた

めの施設基盤整備 

・IASCC 発生･進展データ

整備、高精度化 

照射中 IASCC 発生・進展評価 ・ 照射中現象を正確に取入れた健全性評価技術

の高度化 
産、官／産、官 

IASCC 研究に対応できる

人材育成 

IASCC 研究に対応できる人材

育成 
・ 人材育成 学／学 
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照射誘起応力腐食割れ（IASCC）の健全性評価に係るロードマップ 

 第Ⅰ期（初期原子力プラントの 40 年まで） 第Ⅱ期（同 50 年まで） 第Ⅲ期（同 60 年まで） 

年 度 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015～2019 2020～2029 

 
IASCC 発生･進展データ整備、 

高精度化  

  

 

IASCC 研究を実施するための 
施設基盤整備 

IASCC 発生･進展データ整備、 
高精度化 

 

  

データや評価技術の検証、規制

基準の整備 

 

 

  

IASCC メカニズム解明 

   

IASCC 発生・進展シミュレーショ

ン技術 

   

 

規格基準、規制基準への反映 

   

                          

維持規格への反映 

IASCC 健全性評価ガイド

ラボデータと実機事象相関 

照射中 IASCC 発生・進展評価 

IASCC 評価技術検証 

IASCC 発生、進展シミュレーション技術開発 

IASCC き裂発生、進展メカニズム解明、モデル構築 

維持規格へ反映 

IASCC 発生・進展シミュレーシ

ョンの規格化 

拡張、高精度化 

高照射下での IASCC メカニズ

ム検討 

IASCC 発生試験方法 

IASCC き裂発生データの

SCC 長期健全性評価ガイド 

IASCC き裂進展データ拡張・高精度化 

実機廃却材を用いたき裂進展データ取得 

加速照射の妥当性検討 

IASCC 評価技術検証（規制規格の高度化） 

JMTR 等研究施設の改修 
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現状分析 

BWR 環境中 

近年、国外プラントにおいて再循環ノズル溶接部等に応力腐食割れ（SCC）の発生が認められ、

また、我が国においても、シュラウドサポートや CRD ハウジングにおいて SCC の発生が報告され

ている。Ni基合金の SCC への対応は、原子炉圧力容器への進展性の検討を含め、今後の高経年化

対応において最も重要な課題の一つである。Ni 基合金の SCC 特性については、応力、水質などの

環境や溶接部の組織など材料特性が影響することが明らかになってきている。しかし、最近、実

機溶接部の SCC 損傷事例の検討結果から、応力拡大係数（K値）が増加するときと減少するときの

き裂進展速度が異なることや、長時間経過すると進展速度が遅くなるなど K 値変化率の影響や溶

接金属のデンドライト方向依存性などに関して新しい知見が得られており、更なるき裂進展評価

の高精度化が必要とされている。SCC 発生に関しては、試験データが限られている表面加工、起動

停止（応力面、環境面）等の影響についてデータを拡充すること、SCC 発生寿命評価手法を確立し

健全性評価への反映することが望まれている。また、健全性評価手法の妥当性を確認するために、

実機損傷データを拡充しデータベース化をはかるとともに実機データや実機材・実環境下試験結

果とラボ試験結果から予測される評価結果との総合的評価を行い、著しい乖離が生じている場合

には健全性評価手法の見直しはかる取り組みが重要と考えられる。 

PWR 環境中（PWSCC） 

国内外の PWR プラントにおいては、これまでに蒸気発生器伝熱管、原子炉容器上蓋管台、加圧

器管台等のＮｉ基合金使用部位で一次冷却材による応力腐食割れ事象が多数発生している。 

PWSCC は、材料、環境、応力という要素の重畳により発生する。材料、環境については、600 系

Ｎｉ基合金が高温純水（PWR の一次冷却材環境）中で感受性を有し、また、使用温度が高い方が発

生時間は短くなることが知られている。環境温度の発生時間への影響はアレニウスの式により評

価可能である。 

また、応力については、民間の研究（電共研）により、発生に係るしきい値のデータを取得済

であるが、690 系合金については温度が高い部位に対し、プラント６０年運転を想定したデータが

十分に取得できていない。 

 

 

Ni 基合金の IGSCC（NiSCC/PWSCC）とは 

 

―Ni 基合金は圧力バウンダリー構成機器や炉内構造物など重要な部位に使用されている。母材、溶

接金属ともに、BWR 環境中でも PWR 一次冷却水環境中でも粒界型の割れを生じる。 

―BWR 環境中では、粒界での鋭敏化が原因とされており、水素注入環境やニオブ添加による鋭敏化

抑制が有効とされている。 

―PWR 一次冷却水環境中での SCC（PWSCC という）は、BWR の場合と異なる原因と考えられ、発生メ

カニズムとして「活性経路腐食（APC）説」、「水素説」、「内部酸化説」が提案されている。対策材

として 690 系合金が有力である。 

産学官の連携 

 

 

 

・Ni 基合金 SCC メカニ

ズム解明 

 メカニズム解明は科
学的合理性の基礎とな
り産官ともに必要で、学
の研究ポテンシャルを
踏まえて産学官で共同
して効率化する。 
 

・SCC 研究に対応できる

人材育成 

産官学の人的交流を
図り、SCC 研究に対応で
きる幅広い能力を備え
た人材を育成する。 

産官学の役割分担 

①産業界の役割 

・NiSCC/PWSCC 発生・進展データ整備、高精度化 

・NiSCC/PWSCC 発生・進展シミュレーション技術 

  炉内構造物の Ni 基合金 SCC の発生・進展を予測する方法の

開発と実機適用 

・Ni 基合金 SCC メカニズム解明（共同研究の主体者） 

②国・官界の役割 

 ・データや評価技術の検証、規制基準の整備 

学協会規格のエンドース、健全性評価ガイド策定

  

 

 

③学術界の役割 

・SCC 研究に対応できる人材育成（共同研究の主体

者） 

（・規格基準の精緻化支援） 

④学協会の役割 

・規格基準の精緻化 

 

高経年化対応研究方針 

高経年化プラントの Ni 基合金の溶接金属、母材の SCC 発生・進展データの拡張、充実による健全性評価の

高精度化を行う。実機における SCC 事象を的確に把握して制御するとともに、点検頻度の適正化を図る。PWSCC

対策材 690 系合金については、継続して長期健全性データを取得し、高経年化にあたっての信頼性を確認する。

さらに、発生・進展シミュレーション技術を用いて、運転中の健全性確認技術の高度化を図る。 

SCC 研究に対応できる人材育成 

NiSCC/PWSCC 発生・進展シミュレーション

技術 

NiSCC/PWSCC メカニズム解明 

規格基準の精緻化 

データや評価技術の検証、規制基準の整備 

NiSCC/PWSCC 発生・進展デ

ータ整備、高精度化 

―安全性、信頼性、

経済性の確保向上を

目的とした開発研究

および基盤整備 

―安全規制における適正な行

政判断に必要な安全研究 

―必要な基盤(知識、人材、施

設、制度)の整備 

―産学の安全に関わる研究と

基盤整備に対する支援 

―知の蓄積と展開(安全基盤研

究の検証) 

―研究を支える人材の育成 

―規格基準化とその高度化

に貢献 

産学官による協

調・共同研究が必

要な研究課題 

実機事

例の詳

細分析

Ni 基合金の応力腐食割れの健全性評価に係る導入シナリオ 
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Ni 基合金の応力腐食割れ（NiSCC）の健全性評価に係る技術マップ（BWR） 

項 目 技 術 課 題 概  要 
役割分担 

（実施/資金） 

NiSCC き裂発生・進展データ

の拡張、高精度化 

・ NiSCC 加速要因を抽出して、重要要因毎にき裂

発生・進展評価、必要に応じて維持規格の修正

を提案 

・ NiSCC 発生試験方法妥当性検討 

・ 破壊靱性データ 

産／産 

異材継手溶接線近傍の SCC

挙動評価 

・ 低合金鋼と Ni 基合金溶接境界（異材継手）での

SCC 挙動 
産、学／産 

SCC 対策・補修の有効性実証
・ 改良材、応力改善、環境改善等の SCC 対策や補

修の有効性を検証 
産／産 

NiSCC 発生･進展データ整

備、高精度化 

Ni 基合金溶接金属、母材（熱

影響部）での発生寿命評価 

・ Ni 基合金の SCC 発生裕度評価および発生しきい

応力を把握し、SCC 発生寿命を評価 

・ 点検頻度や点検範囲の設定、規格への提案 

産、学／産 

NiSCC 評価技術検証 
デ ー タ や 評 価 技 術 の 検

証、規制基準の整備 
Ni 基合金溶接部破壊評価基

準の整備 

・ 学協会規格のデータや評価技術を検証し、規制

基準としてエンドース、規制の高度化 
官／官 

NiSCC メカニズム解明 
NiSCC 発生・進展メカニズム

解明とモデル構築 

・ NiSCC 加速要因の抽出（起動停止、K変化率、水

の放射線分解等） 

・ 発生・進展モデル構築による進展予測法 

産、学、官/

産、学、官 

NiSCC 発生・進展シミュレ

ーション技術 

NISCC 発生・進展シミュレーシ

ョン技術開発 
・ 技術開発と実機への適用 

産／産 

 

SCC 研究に対応できる人

材育成 

SCC研究に対応できる人材育

成 
・人材育成 学／学 
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Ni 基合金の応力腐食割れ（PWSCC）の健全性評価に係る技術マップ（PWR） 

項 目 技 術 課 題 概  要 
役割分担 

（実施/資金） 

PWSCC き裂進展データの拡

張、高精度化 

・ PWSCC の進展データの低 K 値への拡張、評価、

必要に応じて維持規格の修正を提案 
産／産 

ラボデータと実機事象相関 
・ 国内外の実機事例の詳細分析 

・ 実験室試験結果の整合性検討 
産／産 

PWSCC 進展データ整備、

高精度化 

６９０系合金の長期信頼性 
・ 継続して長期信頼性を確認 

 
産／産 

デ ー タ や 評 価 技 術 の 検

証、規制基準の整備 
PWSCC 評価技術検証 

・ 学協会規格のデータ(破壊靱性データを含む)や

評価技術を検証し、規制基準としてエンドース、

規制の高度化 

官／官 

・ PWSCC 加速要因の抽出（起動停止、K変化率、水

の放射線分解、溶存水素量等） 

・ 発生・進展モデル構築による進展予測法 

産、学、官/

産、学、官 PWSCC メカニズム解明 
PWSCC 発生・進展メカニズム

解明とモデル構築 

・メカニズムに基づいた長期健全性対策材の開発等 産／産 

PWSCC 発生・進展シミュ

レーション技術 

PWSCC 発生・進展シミュレー

ション技術開発 

・ 技術開発と実機への適用 

 

産／産 

 

SCC 研究に対応できる人

材育成 

SCC 研究に対応できる人材育

成 
・人材育成 学／学 
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Ni 基合金の応力腐食割れ（NiSCC）の健全性評価に係るロードマップ（BWR）

 第Ⅰ期（初期原子力プラントの 40 年まで） 第Ⅱ期（同 50 年まで） 第Ⅲ期（同 60 年まで） 

年 度 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015～2019 2020～2029 

 
NiSCC 発生･進展データ整備、 

高精度化 
  

 

  

データや評価技術の検証、規制

基準の整備 

 

 

  

NiSCC メカニズム解明 

   

NiSCC 発生・進展シミュレーショ

ン技術 

   

 

規格基準、規制基準への反映 

   

                          

維持規格への反映、長期健全性評価の維持規格 

SCC 健全性評価ガイド 

SCC 対策・補修の有効性実証 

NiSCC 発生、進展シミュレーション技術開発 

NiSCC き裂発生、進展メカニズム解明、モデル構築 

維持規格へ反映 

シミュレーション、モニタリング

の規格化 

拡張、高精度化 

NiSCC 発生試験方法妥当性検討 

NiSCC き裂発生データの

SCC 長期健全性評価ガイド 

NiSCC き裂進展データ拡張・高精度化 

Ni 基合金溶接金属、母材（熱影響部）での発生寿命評価 

異材継手溶接線近傍の SCC 挙動評価 

NiSCC 評価技術検証（規制基準の高度化） 

Ni 基合金溶接部破壊評価基準の整備 
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Ni 基合金の応力腐食割れ（PWSCC）の健全性評価に係るロードマップ（PWR）

 第Ⅰ期（初期原子力プラントの 40 年まで） 第Ⅱ期（同 50 年まで） 第Ⅲ期（同 60 年まで） 

年 度 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015～2019 2020～2029 

 
PWSCC 進展データ整備、 

高精度化 
  

 

  

データや評価技術の検証、規制

基準の整備 

 

 

  

PWSCC メカニズム解明 

   

PWSCC 発生・進展シミュレーショ

ン技術 

   

 

規格基準、規制基準への反映 

   維持規格への反映、長期健全性評価の維持規格 

SCC 健全性評価ガイド 

PWSCC 発生、進展シミュレーション技術開発 

PWSCC き裂発生、進展メカニズム解明、モデル構築 

維持規格へ反映 

シミュレーション、モニタリング

の規格化 

長期健全性対策材開発・適用

SCC 長期健全性評価ガイド 

PWSCC き裂進展データ拡張・高精度化 

６９０系合金の長期信頼性 

PWSCC 評価技術検証（規制基準の高度化） 

Ni 基合金溶接部破壊評価基準の整備 

ラボデータと実機事象との相関 
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 SCC 保全技術（予防保全、補修・取替等）とは 

 

―SCC に対する予防保全方法として、SCC 発生する前に応力緩和や環境緩和を実施する、また、SCC

に対して抵抗性の高い材料に交換する等がある。 

―補修・取替は、SCC が顕在化した事後対策技術である。補修方法としては、補修溶接が一般的で

あるが、中性子照射を受けて補修溶接が不可能な場合は補強ジグを取り付ける方法が実施されて

いる。 

現状分析 

【環境緩和】 

(１)BWR ： SCC の主要環境因子は冷却材の放射線分解によって生成する酸化種と系外から持ち込まれ

るイオン不純物（特にアニオン）である。後者については、影響の大きいとされる硫酸イオンを中心として、近

年、管理の強化が図られており現状は問題のあるレベルにはないと考えられている。酸化剤抑制の取り組

みについて、近年、a.主蒸気系線量率が上昇しない範囲の水素注入量でSCC環境緩和効果を高める、貴金

属処理（NMCA, NMC, NMCl：一部プラントで実施中）、ヒドラジン注入（技術開発中）, b. 水素を必要としない

新たな SCC 緩和策として TiO2 注入（技術開発中）、c.  ECP センサーの開発・適用、d. 炉内 SCC 環境評価

手法、d. 起動時水素注入(一部プラントで実施中)等の技術開発が進められている。 

(２)PWR： 一次系が液相単相・閉鎖系であるため、一次冷却材の放射線分解による酸化種の生成を抑制

するため高濃度の水素注入が当初より行われてきた。この結果、BWR のような活性溶解型の SCC は、滞留

した大気飽和水（停止中）によるものだけであり、その他の可能性は低いと考えられる。一方、このような強

還元雰囲気の一次冷却材環境であっても、Ni 基合金に SCC（PWSCC）が生じる。近年、この PWSCC の進展

速度、発生（潜伏期間）に、一次冷却材中の溶存酸素濃度が影響を及ぼすとの知見が得られており、燃料

被覆管の腐食･水素化挙動、腐食生成物の移行･放射化挙動への影響と合わせて大きな関心が寄せられて

いる。すなわち、溶存水素濃度を最適化、亜鉛注入等である。 

【環境緩和以外】 

BWR においては、１９９８年に福島第一 3 号機でシュラウド取替、２０００年に敦賀 1 号機のシュ

ラウドサポート・シュラウド取替が行われ、その後いくつかのプラントでシュラウド取替が行われて

いる。また、PLR 配管についてもほぼ同時期から多くのプラントで取替が行われてきている。シュラ

ウド等の補修については、ひび除去（EDM）＋応力改善(ピーニング等)、タイロッドによる補修など、

PLR 配管の補修については、ひび除去＋応力改善（IHSI 等）を行っている。 

PWR においては、１９９６年の高浜１号機の上蓋取替（６９０合金へ）を始めとして、いくつかの

プラントで上蓋取替が行われている。２００４年の大飯３号機上蓋からの漏えいの対策として、６９

０系合金による環境遮断溶接補修を行っている。２００３年敦賀２号機の加圧器逃がし弁用管台部で

発見された PWSCC の対策として、管台溶接部(６９０合金へ)及びセーフエンドの取替を行っている。

BWR, PWR ともに、機械的手段による予防保全としては、ショットピーニング、ウォータージェッ

トピーニング、レーザピーニングといったピーニング技術や高周波誘導加熱（IHSI）等による応力改

善技術が挙げられる。 

高経年化に伴う SCC の発生・進展を予想した対策として、ピーニング等の予防保全に加え、SCC が

顕在化する可能性が高い部位から優先的に耐SCC性の高い材料(例えばPWRでの６９０合金)への取替

を行ってきている。しかし、SCC 感受性の比較的高い材料(例えば PWR での６００合金)も使用されて

いるので、着実かつ計画的な対応が望まれる。 

産学官の連携 

 

 

 

・照射研究（材料、水

等）を実施するための

施設基盤整備 

炉内構造物の研究に
は照射（中性子、ガンマ
線）を伴う研究が必要な
ことから、JMTR 等の照射
施設基盤整備を産官で
協力して推進する。 

 

・SCC 研究に対応できる

人材育成 

産官学の人的交流を
図り、SCC 研究に対応で
きる幅広い能力を備え
た人材を育成する。 

産官学の役割分担 

①産業界の役割 

・SCC 保全技術（予防保全、補修・取替等を含む）の高度化、

新技術開発 

  ・予防保全、補修後の長期健全性評価 

 

 

②国・官界の役割 

 ・ データや保全技術等の検証、規制基準の整備 

学協会規格のエンドース、健全性評価ガイド策定

・ 照射研究（材料、水等）を実施するための施設基盤

整備（共同研究の主体者） 

 

③学術界の役割 

・SCC 研究に対応できる人材育成（共同研究の主体

者） 

（・規格基準の精緻化支援） 

④学協会の役割 

・規格基準の精緻化 

 

高経年化対応研究方針 

現有技術の改良や、新たな予防保全、補修・取替技術の開発が必要である。また、予防保全、補修・取替を

実施した後の検査性の実証は早期に取り組むべき課題であると考えられる。中期的には、そうした対策後の長

期にわたる信頼性を実証することが重要な課題である。さらに長期的には、より耐 SCC 性に優れた材料の適用

や、炉内の高照射領域での補修等に適用するための材料・補修技術の開発が必要である 

予防保全、補修後の長期健全性評価 

規格基準の精緻化 

データや保全技術等の検証、規制基準の整備 

SCC 保全技術（予防保全、補修・取替等）の高度化、新技術開発

―安全性、信頼性、

経済性の確保向上を

目的とした開発研究

および基盤整備 

―安全規制における適正な行

政判断に必要な安全研究 

―必要な基盤(知識、人材、施

設、制度)の整備 

―産学の安全に関わる研究と

基盤整備に対する支援 

―知の蓄積と展開(安全基盤研

究の検証) 

―研究を支える人材の育成 

―規格基準化とその高度化

に貢献 

産学官による協

調・共同研究が必

要な研究課題 

SCC 研究に対応できる人材育成 

照射研究（材料、水等）を実施するための施設基盤整備 

SCC 保全技術（予防保全、補修、取替等）に係る導入シナリオ 
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SCC 保全技術(予防保全、補修・取替等）に係る技術マップ 

項 目 技 術 課 題 概  要 
役割分担 

（実施/資金） 

炉内 SCC 腐食環境評価手法の

高度化・標準化 

・ 炉内腐食環境の部位ごと評価手法の標準化、高度化

・ 規格基準の整備 
産／産 

SCC 環境緩和技術の開発、高度

化 

・ 炉内腐食環境緩和技術の改良、開発 

（貴金属注入、ヒドラジン注入等） 
産、学／産 

現有技術の改良、新技術開発 

 

・ 封止溶接（環境遮断） 

・ オーバーレイ溶接等の高度化、適用範囲拡大 

・ 表面残留応力改善技術等の高度化、適用範囲拡大 

・ 補修技術の高度化実証 

産／産 

SCC 保全技術（予防保

全、補修・取替等）の高

度化、新技術開発 

低 SCC 感受性材料の開発 ・ 高照射場での耐 IASCC 材料等低 SCC 材料の開発 産、学／産 

 高照射場での補修等技術開発 ・ 技術開発 産、学／産 

予防保全、補修後の長

期健全性評価 

予防保全、補修後の長期健全性

の評価 

・ 補修等による応力、材料評価技術 

・ 長期信頼性評価・モニタリング技術 

・ 維持規格等への反映 

産／産 

照射材補修溶接部の健全性評

価手法検証 

・ 学協会規格のデータや評価技術を検証し、規制基準

としてエンドース。 
官／官 

予防保全、補修後の長期健全性

検証 

・ 学協会規格のデータや評価技術を検証し、規制基準

としてエンドース。 
官／官 

データや保全技術等の

検証、規制基準の整備 

照射等の施設基盤整備 ・ 中性子照射、ガンマ線照射等の施設基盤整備 官／官 

SCC 研究に対応できる

人材育成 
SCC 研究に対応できる人材育成 ・ 人材育成 

学／学 
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SCC 保全技術(予防保全、補修・取替等）に係るロードマップ

 第Ⅰ期（初期原子力プラントの 40 年まで） 第Ⅱ期（同 50 年まで） 第Ⅲ期（同 60 年まで） 

年 度 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015～2019 2020～2029 

 
SCC 保全技術（予防保全、補修

取替等）の高度化、新技術開発 
 

  

予防保全、補修後の長期健全性

評価 

 

 

  

データや保全技術等の検証、規

制基準の整備 

   

 

規格基準、規制基準への反映 

   

照射材補修溶接部の健全性評価手法検証 

維持規格への反映（長期健全性評価） 

SCC 健全性評価ガイド 

維持規格へ反映 

SCC 長期健全性評価ガイド 

長期信頼性実証（補修等による応力、材料評価技術、長期信頼性モ

ニタリング技術等） 

SCC 環境緩和技術の開発・高度化 

現有技術の改良、新技術開発（封止溶接、表面残留応力改善技術等の高度化） 

高照射場での補修等技術開発 

低 SCC 感受性材料開発 

炉内 SCC 腐食環境評価手法の高度化・標準化 

・ 腐食環境緩和技術 

・ 封止溶接等予防保全技術

予防保全、補修後の長期健全性検証 

照射等施設基盤整備 
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疲労割れに係る導入シナリオ

疲労割れとは 

・疲労割れは、繰返し加わる力により金属材料が損傷する現象のことをい

う。環境効果（温度、水質等）で劣化が促進されることがわかっている。 

・疲労は、発生応力と応力変動の繰り返しで劣化損傷が累積されるため、供

用期間が長期化するほど劣化が進む。 

現状分析 

疲労劣化に対しては、設計規格に基づく疲労設計、維持規格等に基づく

供用期間中検査と検出されたき裂の評価・補修を行って、健全性を確保する

体系が整備されている。長期供用時にもこの方法が適用される。また、高経

年化技術評価（ＰＬＭ評価）には、通産省資源エネルギー庁通達「環境中疲

れ寿命評価指針」が適用されている。 

大気中の疲労強度については、60 年供用を想定した低サイクル疲労設計

の高経年化技術評価の結果、過渡の実績頻度に基づく過渡回数は設計過

渡回数を超えていない。高サイクル疲労については、主要耐圧部材料では

経年的な損傷事例の増加は認められていないが、106 サイクルを超える高サ

イクル領域については、定量的な疲労試験データは無い。 

環境中の疲労強度は、機械学会で規格化され、規格が高経年化技術評

価に適用されようとしている。環境疲労については、疲労とSCCの重畳、クラ

ッド施工部の評価などの課題が残されており、今後、検討する必要がある。

規格基準の整備 

モニタリング技術の高度化、疲労設計手法の高度化、環境疲

労評価技術の高度化 

疲労評価技術研究に対応できる人材の育成 

データや評価・検査技術の検証、規制基準の整備 

高経年化対応研究方針 

現在までに発生はしていないものの、今後、顕在化する可能性を念頭に

おいて環境疲労評価の高度化等を進める必要がある。 

産官学の役割分担 

① 産業界の役割 

－安全性・信頼性・経済性の確

保・向上を目的とした開発研

究及び基盤整備 

② 国・官界の役割 

－安全規制における適正な行

政判断に必要な安全研究 

－必要な基盤（知識・人材・施

設・制度）の整備 

－産業界・学術界の安全に関

わる研究と基盤整備に対す

る支援 

③ 学術界の役割 

 －知の蓄積と展開（安全基盤研

究の検証） 

－研究を支える人材の育成 

④ 学協会の役割 

－規格基準化とその高度化に

貢献 

・モニタリング技術の

高度化 

・疲労設計手法の高

度化 

・環境疲労評価技術

の高度化 

・データや評価・検査

技術の検証、規制

基準の整備 

・疲労評価技術研究

に対応できる人材の

育成 

(・規格基準の精緻化

支援) 

・規格基準の整備 

産学官の連携 

・疲労評価技術

に対応できる人

材の育成 

産 学 官 の 人

的交流を図り、

疲労評価技術

に対応できる幅

広 い 能 力 を 有

する人材を育成

する。 

産学官による

協調・連携が

必要な課題 
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項目 技術課題 概要 
役割分担 

（実施／資金） 

モニタリング技

術の高度化 

疲労モニタリング技術の高

度化 

実機に適用されている疲労モニタの運用実績を踏まえ、累積疲労損

傷をより広範囲かつ高精度でモニタできる高度化システムを開発す

る。 

産／産 

最適曲線および安全係数の

見直し 

大気中の最適曲線を、JNES の研究成果を基に見直す。安全係数

の見直しについても同様。 

サーマルサイクルの適正化 
運転実績を踏まえ、過渡の内容、回数の見直しを行い、設計に適用

しているサーマルサイクルの適正化を検討する。 

高サイクル疲労データの整

備   

106 サイクルを超える高サイクル疲労データを取得し、大気中設計疲

労曲線への反映を検討する。 

疲労設計手法の

高度化 

Master カーブ法の検討 
ASME Sec Ⅷ Rewrite で提案されている Master カーブ法の設計疲

労曲線への反映について検討する。 

産／産 

高サイクル熱疲労評価に係

る疲労限の確認 

各鋼種（炭素鋼、低合金鋼、ステンレス鋼、Ni 基合金）について、疲

労限（ひずみ振幅の疲労発生下限値）を設定する。 

環境効果評価技術の高度化

試験片サイズ、ひずみ保持、疲労と SCC の重畳、き裂発生メカニズ

ム等について、環境疲労評価への影響を検討し、評価技術の高度

化を図る。 

クラッド施工部の評価手法 

原子炉圧力容器等のクラッド施工部は、強度部材でないことから疲

労評価の対象となっていないが、環境疲労評価上、重要な部位であ

り、評価手法を確立する必要がある。 

環境疲労評価技

術の高度化 

疲労き裂進展線図の高度化 
環境中疲労き裂進展線図に関し、BWR 環境中の下限界応力拡大係

数等、未整備ﾃﾞｰﾀの拡充を図り、き裂進展線図の見直しを行う。 

産／産 

疲労割れに係る技術マップ（1/2）
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項目 技術課題 概要 
役割分担 

（実施／資金） 

検査技術の検証  

ステンレス鋳鋼に対して検出性、サイジング技術の向上を図った非破

壊検査技術について、データや検査技術の検証、規制基準の整備を

行う。 データや評価・

検 査 技 術 の 検

証、規制基準の

整備 疲労評価技術の検証 

・疲労設計手法の高度化、疲労発生に係る環境疲労評価技術、疲

労き裂進展に係る環境疲労高度化技術を検証し、規制基準の整

備を行う。 

・ 照射材補修溶接後の健全性評価においては、補修後の疲労強度

に及ぼす内在欠陥の影響を評価検証し、規制基準の整備を行う。

官／官 

人材育成 疲労評価技術研究に対応できる人材の育成 学／学 
(注) ステンレス鋳鋼以外の検査は、ＳＣＣ欠陥検査のロードマップに準じる。 

疲労割れに係る技術マップ（2/2）
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第Ⅰ期（初期原子力プラントの 40 年まで） 第Ⅱ期（同 50 年まで） 第Ⅲ期（同 60 年まで） 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015～2019 2020～2029 

 

モニタリング技術の高度化 

  

 

 

 

 

 

 

疲労設計手法の高度化 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境疲労評価技術の高度

化 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

データや検査・評価 

技術の検証、規制 

基準の整備 

 

 

   

    

規格基準、規制基準 

への反映 
   

 疲労割れロードマップ 

疲労ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ技術の高度化 

疲労設計手法の高度化 

・最適疲労曲線及び安全係数の見直し 

・サーマルサイクルの適正化    

・高サイク整備ル疲労データの整備 等 

環境疲労評価技術の高度化 

・高ｻｲｸﾙ熱疲労評価疲労限の確認 

・環境効果評価技術の高度化 

・クラッド施工部の評価手法 

・疲労き裂進展線図の高度化 

疲労評価技術の検証 

環境中材料等疲労

信頼性実証 

ｽﾃﾝﾚｽ鋳鋼非破壊検査技

術の開発 

検査技術の検証 

環境疲労評価規格へ反映

環境疲労評価規格へ反映

検査ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ JEAC4207・維持規格へ反映 

維持規格へ反映 

評価ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 維持規格へ反映 
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現状分析 

・現在のケーブル健全性評価手法は、産業界等の研究成果及び米国の IEEE 規

格に基づき昭和 57 年に取りまとめられたが、近年の知見によると供用期間中

の劣化を模擬するための加速劣化手法等にいくつかの課題があり、このため、

ケーブルを対象として実機条件に即した経年変化評価手法を検証することを目

的に、平成 14 年度から国プロとして「原子力発電所のケーブル経年変化評価

技術調査研究」が実施され、平成 18 年 12 月に中間報告書が発行された。この

評価によると、最も厳しいと想定される使用環境（原子炉格納容器内：温度

66℃、線量率 0.5Gy/h）で供用後の設計想定事故を考慮した場合、一部のケー

ブルについては供用期間を短く制限する必要があるとされている。この評価結

果を踏まえ、産業界ではケーブル使用環境調査、実機ケーブルを用いた試験を

計画している。 

・ケーブル絶縁劣化に対する検査・モニタリング技術については、通常運転時の

劣化に対応した絶縁抵抗測定等の電気的手法による劣化診断技術はあるもの

の、供用後の設計想定事故を考慮した劣化診断技術は確立されておらず、非

破壊劣化診断技術の高度化が必要である。 

・ケーブル評価技術及び検査・モニタリング技術のベースとなる絶縁体の劣化メ

カニズムについては、過去に産業界等で種々な研究がなされているものの、メ

カニズムには諸説があり、評価技術が科学的に裏付けられてはいない。 

・設計想定事故環境で機能要求がある電動弁及び原子炉格納容器電線貫通部

等の電気・計装設備の絶縁劣化に対する評価は、現在、米国の IEEE 規格等に

準拠して実施されているが、我が国として規格化された評価手法は定められて

おらず、現在、国からの要請により電気協会において既存の知見等に基づき規

格化が検討されている。 

・電気・計装設備の補修・取替及び絶縁劣化に関する緩和措置(環境緩和)に関し

ては、必要に応じて対処されており、現時点で大きな課題はない。 

絶縁劣化とは 

電気・計装設備においては、その通電部位と大地間、あるいは通電部位と他

の通電部位との電気的独立性(絶縁性)を確保するため、電気抵抗の大きい材料

(絶縁物)を介在させているが、その材料が環境的(熱・放射線等)、電気的及び機

械的な要因で劣化し、電気抵抗が低下することにより電気的独立性(絶縁性)を

確保できなくなる場合がある。このような現象を絶縁低下と称し、この現象は時間

の経過とともに進展する事象である。 

高経年化対応研究方針 

電気・計装設備の使用環境を把握し、設計想定事故環境で機能要求があるケ

ーブル、電動弁及び原子炉格納容器電線貫通部等の電気・計装設備の絶縁劣

化に対する実機条件に即した評価手法を確立するとともに、非破壊劣化診断技

術の高度化及び劣化メカニズムの検証を行い、規格基準に反映するとともに規

制に活用して電気・計装設備の長期に亘る信頼性を向上させる。 

データや評価技術の検証、規制基準の整備 

規格基準の精緻化 

電気・計装設備の健全性評価技術

劣化メカニズム 

絶縁劣化研究に対応できる人材育成 

非破壊劣化診断技術 

産官学の役割分担 

① 産業界の役割 

－安全性・信頼性・
経済性の確保・向上
を目的とした開発研
究および基盤整備 

② 国・官界の役割 

－安全規制における
適切な行政判断に必
要な安全研究 
－必要な基盤（知識・
人材・施設・制度）整備
－産学の安全に関わ
る研究と基盤整備に対
する支援 

③ 学術界の役割 

－知の蓄積と展開（安
全基盤研究の検証） 

－研究を支える人材の
育成 

④ 学協会の役割 

－規格基準化とその
高度化に貢献 

産官学の連携 

産 学 官 に よ る
協調・共同研究
が必要 な研 究
課題 

・劣化メカニズム 
・非破壊劣化診断技
術 
これらは産官とも

に必要で、学の研究
ポテンシャルを踏ま
えて産学官で協調し
て効率化する。 

・絶縁劣化研究に対
応できる人材育成 

 産官学の人的交
流を図り、絶縁劣化
研究に対応できる幅
広い能力を備えた人
材を育成する。 

・電気・計装設備の健全性評価技術

・劣化メカニズム 
（共同研究の主体者） 

・非破壊劣化診断技術 
（共同研究の主体者） 

・データや評価技術の検証、規制
基準の整備 

・絶縁劣化研究に対応できる人材
育成 

 （規格基準の精緻化支援） 

・規格基準の精緻化 

絶縁劣化の健全性評価に係る導入シナリオ 
絶縁劣化とは 

現状分析 

高経年化対応研究方針
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絶縁劣化の健全性評価に係わる技術マップ 

項 目 技術課題 概 要 
役割分担 

（実施／資金） 

現在開発されているケーブル劣化診断技術の実機適用性検証 官／官 

非破壊劣化診断技術 
ケーブル非破壊劣化診断技術

の適用性 
広範囲に亘ってケーブルの劣化診断が可能な要素技術を含む

非破壊劣化診断要素技術の適用性検証 
学官／官 

劣化メカニズム 劣化メカニズム 絶縁材料の実機環境における劣化メカニズムの検証 学官／官 

ケーブルの使用環境調査 産／産 電気・計装設備の健全

性評価技術 

電気・計装設備の実機条件に即

した健全性評価手法の見直し 実機ケーブルによる健全性評価 産／産 

実機条件に即したケーブル健全性評価手法の検証 官／官 

データや評価技術の検

証、規制基準の整備 

電気・計装設備の実機条件に即

した健全性評価手法の検証 

実機条件に即したケーブル健全性評価の知見に基づく、設計想

定事故環境で機能要求がある電動弁及び原子炉格納容器電線

貫通部等の電気・計装設備の健全性評価手法の検証 

官／官 

絶縁劣化研究に対応で

きる人材育成 

絶縁劣化研究に対応できる人材

育成 
絶縁劣化研究に対応できる人材育成 学／学 
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第 0 期 第Ⅰ期（初期原子力プラントの 40 年） 第Ⅱ期（同 50 年） 第Ⅲ期（同 60 年）  

 技術基盤の整備 技術の高度化 60 年の備え 

年度 2004 以前 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015～2019 2020～2029 

非破壊劣化診断技術 

・インデンターモジュラス法

・超音波劣化診断手法 

・光診断手法 

・表面硬度測定法 
  

 

劣化メカニズム 
 

  
 

電気・計装設備の健全性評価技術 

 

  

 

データや評価技術の検証・規制基準の整備 

 

 

 
 

 

※1：「原子力プラントのケーブル経年変化評価技術調査研究」の中で実施。 

ケーブル 電気学会推奨案    
規格基準、
規制基準
への反映 電動弁及び原子炉格納容器 

電線貫通部等の電気・計装設備 
IEEE 規格等の準用    

（2002～）

劣化診断技術の適用性検証（Ⅰ） 

絶縁材料の劣化メカニズム検証（Ⅰ）

JEAG制定

JEAG 制定 

絶縁材料の劣化メカニズム検証（Ⅱ）

劣化診断技術の適用性検証（Ⅱ） 

電気・計装設備の健全性評価技術調査研究

評価手法の検証 

評価手法の検証 

実機ケーブルによる健全性評価

JEAG改訂

JEAG改訂 

JEAG改訂 

実機適用性検証※1 

原子力プラントのケーブル経年変化評価技術調査研究 

・広帯域インピーダンス法

・マイクロ波検出法 

ケーブルの使用環境調査

 

絶縁劣化の健全性評価に係わるロードマップ 



47

 
 
 

 

配管減肉に係る導入シナリオ 

配管減肉とは 

・管内流体の流れに起因して、肉厚が経年的に減少する現象。 

・腐食（コロージョン）による化学的作用が流れの作用により助長されるものと配

管内に飛散する液滴やキャビテーション等の流体の力（エロージョン）による機

械的作用によるものがある。 

現状分析 

配管減肉については、原子力・安全保安院指示文書「原子力発電所の配管肉

厚管理に対する要求事項について（平成１７年２月１８日）」において、日本機械

学会に技術規格策定の要請が出され、日本機械学会で「配管減肉管理に関する

技術規格 2006 年版（2006 年 11 月）」が整備された。本規格では、配管減肉事象

の要因を腐食（コロージョン）による化学的作用が流れの作用により助長されるも

のと配管内に飛散する液滴やキャビテーション等の流体の力（エロージョン）によ

る機械的作用によるものとで分析整理し、減肉管理の対象とすべき事象として、

流れ加速腐食、液滴エロージョン及びフラシングエロージョンを選定している。 

上記のとおり、原子力プラントにおける配管減肉管理の基本方針は規格として

整備されている。高経年化プラントにおける配管減肉は、比較的緩やかに進行す

ると評価されている配管系統・範囲の減肉が顕著になり、量的・面的に拡大して

いくところに特徴づけられると予想されている。このため、①長期運転状況におけ

る減肉発生状況の正確な把握、②長期運転における減肉点検、取替・補修計画

の確立、③減肉メカニズムの解明に貢献する研究を実施していくことが必要であ

る。上記機械学会の減肉管理規格は、①、②については、よりどころを与えるも

のである。③については、産学官において知見の収集整備が進められている。 

配管減肉評価技術研究に対応できる人材の育成 

規格基準の整備 

検査技術の高度化 

データや評価・検査技術の検証、規制基準の整備

高経年化対応研究方針 

 今後は、配管減肉管理の信頼性向上のため、評価手法の妥当性確認並びに

精緻化のための各種データ・知見の収集等を行っていくものとする。 ・規格基準の整備 

産学官の連携 

産学官による

協調・連携が

必要な課題  ・検査技術の高度化

・データや評価・検査

技術の検証、規制基

準の整備 

・配管減肉評価技術研

究に対応できる人材

の育成 

(・規格基準の精緻化

支援) 

 
・配管減肉評価
技術研究に対応
できる人材の育
成 
産学官の人的交
流を図り、疲労
評価技術に対応
できる幅広い能
力を有する人材
を育成する。 

 

産官学の役割分担 

① 産業界の役割 

－安全性・信頼性・経済性の確

保・向上を目的とした開発研

究及び基盤整備 

② 国・官界の役割 

－安全規制における適正な行

政判断に必要な安全研究 

－必要な基盤（知識・人材・施

設・制度）の整備 

－産業界・学術界の安全に関

わる研究と基盤整備に対す

る支援 

③ 学術界の役割 

  －知の蓄積と展開（安全基盤

研究の検証） 

－研究を支える人材の育成 

④ 学協会の役割 

－規格基準化とその高度化に

貢献 
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 配管減肉に係る技術マップ 
 

項目 技術課題 概要 
役割分担 

（実施／資金） 

検査技術の高度化 板補強部の検査技術開発 板補強を施した部位の減肉測定技術を開発する。 産／産 

データや評価・検査技

術の検証、規制基準

の整備 

配管減肉評価技術の検証 
配管減肉管理技術（予測、評価、検査等）の妥当性を検証

するための各種データ・知見の収集を行う。 
官／官 

人材育成 配管減肉評価技術研究に対応できる人材の育成 学／学 
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 第Ⅰ期（初期原子力プラントの 40 年まで） 第Ⅱ期（同 50 年まで） 第Ⅲ期（同 60 年まで） 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015～2019 2020～2029 

検査技術の高度化 

 

 

 

  

データや評価・検査技

術の検証、規制基準の

整備 

 

 

 

  

規格基準、規制基準 

への反映 

 

 

 

 配管減肉に係るロードマップ 

△PWR 配管減肉管理規格 2006 年版(JSME S NG1)  

△BWR 配管減肉管理規格 2006 年版(JSME S NH1) 

技術評価 改訂 技術評価

配管減肉評価技術の検証 

板補強部の検査技術開発
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コンクリートの強度低下の健全性評価に係る導入シナリオ 

産学官の連携 

・規格基準

の精緻化 

（建築学会

原 子 力 建

築 小 委 員

会での「原

子 力 施 設

における建

築 物 の 維

持 管 理 指

針（案）」等

の検討） 

 

産学官の役割分担案

―安全性・信頼性・経済性の
確保・向上を目的とした開発
研究および基盤整備 

―安全規制における適正な
行政判断に必要な安全研究
―必要な基盤（知識、人材、
施設、制度）の整備 
―産業界・学術界の安全に
関わる研究と基盤整備に対
する支援 

―知の蓄積と展開（安全基
盤研究の検証） 
―研究を支える人材の育成

―規格基準化とその高度化に
貢献 

①産業界の役割

②国・官界の役割 

③学術界の役割

④学協会の役割 

現状分析 

高経年化対応研究方針

データや評価技術の検証、規制基準の整備 

コンクリート材料の耐久性研究に係わる人材育成 

規格基準の精緻化 

・データや評価技術の検証、

・検査・モニタリング技術の
高度化 
・経年劣化評価技術の精緻
化 
・予防保全・補修取換技術の
高度化 

・規格基準の精緻化 

検査・モニタリン
グ技術の高度化

経 年 劣 化 評 価
技術の精緻化 

予防保全・補修取
換技術の高度化 

・中性化、塩分浸透、アルカリ骨材反応、化学的侵食、凍結融解等の劣化要因によりコンクリートに

ひび割れが進展し、鉄筋が腐食することで、コンクリート構造としての強度、耐力を低下させる。 
・主な劣化要因は、コンクリート構造物の外面から作用するものが多いが、海砂利用による塩化物イ

オンやアルカリ骨材反応のように材料に起因するものもある。 
・沿海地域での飛沫塩や、寒冷地での凍結融解のように立地環境で劣化要因・進展速度が異なる。

・コンクリート材料の耐久性研

究に係わる人材の育成 

コンクリートの強度低下とは 

・コンクリート構造物は適切に施工、保全すれば、１００年程度の耐久性があると言われている。 
・現在１３プラントの高経年化技術評価が実施されたが、コンクリート劣化が大きな問題になったの

はアルカリ骨材反応の発生が見られた１プラントのみである。しかしながらコンクリートの経年劣化

状況を的確に傾向監視している事業者はまだ少なく、経年劣化検査・評価・保全の各分野で高度化

が必要である。 
・原子力発電所施設のコンクリートの健全性評価には、一般建物や土木構造物の健全性評価手法

を参考とするが、原子力施設特有の条件を踏まえた安全研究は必ずしも十分であるとは言えない。

・原子力発電所特有の経年劣化事象には、熱と放射線照射による強度低下があるが、放射線照・

射による強度低下については、評価値の妥当性が検証されていない状態である。また、伊方１号機

の審査では、始めて健全性評価で二次評価が実施されたが、劣化状況の耐力評価法や判断基準

である要求機能の内容を標準化する必要がある。 
・一方、学協会の動向として、現在、日本建築学会では、「原子力施設における建築物の維持管理

指針（案）」の策定作業を実施している。平成１９年度末には取りまとめられる予定であり、民間で始

めて原子力施設の維持管理に対する基本的考え方がまとめられる予定である。また、コンクリート

構造物としては、重要度が高いコンクリート製原子炉格納容器が第Ⅱ期（2017年）に３０年目を迎え

る。これに備え、機械学会では平成１９年度からCCV規格に維持管理編を追加する動きがあり、規

制側も対応する必要がある。 

・国は高経年化技術評価に当たり、妥当性確認が十分でない評価値（放射線照射影響）や充実が必

要と考えられる評価手法（健全性二次評価法）等について重点的に検証・整備する必要がある。 
・一方、産業界では、自らのプラントの維持管理の高度化に関連する研究や民間規格策定の為の研

究、これまでの高経年化技術評価で課題になった項目の研究を実施する必要がある。 
・学術界では産官が研究を進めるに当たり、例えば中性化とひび割れの関係を整理し中性化評価の

高度化を図るような、基礎的知見を高度化する研究を実施することが期待されており、また、大きな

役割としてコンクリート材料分野での人材を育成することが望まれる。 
・学協会では、産学官の研究等で実施された知見を総合し、必要な時期に新たな民間規格を策定し

ていくことが期待される。 
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項 目 技術課題 概要 
役割分担 

（実施/資金） 

検査・モニタリング手法の

検証 

一般構造物用に開発された非破壊検査手法について、大断面、高密度

配筋、熱及び放射線影響を有する原子力発電所施設への適用時有効

性を検証する。 

官 / 官 

データや評価技術の検証、

規制基準の整備 
健全性に関する評価技術

の検証 

・ひび割れが生じた場合の中性化と鉄筋腐食の評価手法を検討する。 

・放射線（中性子線・ガンマ線）影響の評価値を検証する。 

・健全性二次評価手法に関する基準案を整備するための基礎データを

取得する。 

・コンクリート製原子炉格納容器の高経年化技術評価手法を検討する。 

官 / 官 

検査・モニタリング技術の

高度化 

劣化モニタリングの高度

化検討 

現在開発中の先進技術を駆使したコンクリート構造のモニタリング技術

等の適用性を検討する。 
産 / 産 

複合劣化に関する評価法

の検討 

現在、高経年化技術評価では単一劣化要因毎に技術評価しているが、

現在、学会で検討中の複合劣化の評価法を、原子力発電所施設の健全

性評価に反映させる。 

産 / 産 

確率的手法を用いた高経

年化評価法の検討 

コンクリート構造物の経年劣化を確率的に評価し、健全性評価手法を整

備する。 
産 / 産 

経年劣化評価技術の精緻

化 

機器とのインターフェース

部の健全性評価 

コンクリートの経年劣化が各種機器の各種の支持形態にどのような影響

を及ぼすかを把握する。 
産 / 産 

予防保全・補修取換技術

の高度化 

補修方法の標準化・高度

化 

一般構造物における各種補修方法の、原子力発電所施設への適用性

を調査し、原子力発電所施設の補修に係わる標準を整備し、保全手法

の高度化を図る。 

産 / 産 

コンクリート材料の耐久性

研究に係わる人材育成 
耐震安全性評価研究に

対応できる人材育成 

コンクリート材料の耐久性に係わる研究を実施できる研究者・技術者を

育成する。 
学 / 学 

コンクリートの強度低下の健全性評価に係る技術マップ 



52

 

 第Ⅰ期（初期原子力プラントの４０年まで） 第Ⅱ期（同５０年まで） 第Ⅲ期（同６０年まで） 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015～2019 2020～2029 

            
データや評価技術の検証、規制基準の

整備             

検査・モニタリング技術の高度化 
            

            

            
経年劣化評価技術の精緻化 

            

予防保全・補修取換技術の高度化 
            

コンクリート材料の耐久性研究に係わる

人材育成 

            

 

 

劣化モニタリングの高度化検討 

検査・モニタリング手法の検証 

確率的手法を用いた高経年化評価手法の検討 

機器とのインターフェース部の健全性評価 

耐震安全性評価研究に対応できる人材育成 

健全性に関する評価技術の検証 

複合劣化に関する評価法の検討 

補修方法の標準化・高度化 

コンクリートの強度低下の健全性評価に係るロードマップ 
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その他（ステンレス鋳鋼の熱時効）に係る導入シナリオ 
 

 

産官学の役割分担 

①産業界の役割 

 

 

②国・官界の役割 

 

 

 

③学術界の役割 

 
 

④学協会の役割 

－安全性・信頼性・経済性の

確保向上を目的とした開発

研究及び基盤整備 

ステンレス鋳鋼の熱脆化 

・ステンレス鋳鋼（二相ステンレス鋼）は、軽水炉の運転温度で熱時効し脆化

する。 

・熱時効でフェライト相が脆化するので、フェライト量が多い材料ほど脆化す

る。時効温度が高いほど、時効時間が長いほど脆化する。 

・ステンレス鋳鋼は、原子炉冷却材圧力バウンダリーの大型ポンプ、配管、弁

などに使用されている。 

現状分析 

検査、監視 

・実機の欠陥検査は、供用期間中検査としてＵＴ等が行われている。熱脆化

の監視は行われていない。 

・ステンレス鋳鋼に適用しているＵＴによる欠陥検出性は確認されている。欠

陥のサイジング性は確認できていない。 

健全性の評価 

・フェライト量、時効温度、時効時間により脆化予測する式が開発されている。

予測式は加速熱時効試験により得られたデータに基づいている。実機の熱

時効条件による予測式の検証は行われていない。 

・有意な欠陥指示のないステンレス鋳鋼の健全性は、欠陥検出性と脆化予測

式を用いて評価することができる。有意な欠陥指示がある場合には、欠陥サ

イジング性が未確認のため、健全性評価はできない。 

補修 

・現時点で補修に関する研究ニーズは抽出されていない。 

規格、基準 

・熱脆化予測式は規格化されていない。 

 熱脆化を考慮した健全性評価法は一般的な破壊力学的な評価が適用でき

る。 

高経年化対応研究方針 

脆化予測式の実機時効材による検証をおこなう。その結果により必要に応じて脆化監

視について検討する。検査性の改善が必要で、特にサイジング性の良いＵＴ法を開発

する必要がある。（検査は疲労のロードマップで対応） 

データや評価技術の検証、規制基準の整備 

規格化 

健全性評価法の確立（実施済み） 

熱脆化研究に対応できる人材の育成 

－安全規制における適正な行政判断に必要な

安全研究 

－必要な基盤（知識・人材・施設・制度）の整備

－産学の安全に関わる研究と基盤整備に対す

る支援 

－知の蓄積と展開（安全基盤研究の検証） 

－研究を支える人材の育成 

－規格基準化とその高度化に貢献 

・熱脆化研究に対応出来る人材の育成 

・規格化 

健全性評価法の確立（済み） 

・データや評価技術の検証、規制基準の整備 

 

ステンレス鋳鋼の熱脆化とは 

現状分析

高経年化対応研究方針
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ステンレス鋳鋼の熱時効に係る技術マップ 

項 目 技 術 課 題 概要 
役割分担 

（実施/資金） 

データや評価技術の検証、規制

基準の整備 
実機データによる脆化予測式の検証 

加速熱時効された材料のデータに基づく脆化

予測式の、実機時効条件の材料データによる

検証 

官/官 

人材育成 熱脆化研究に対応できる人材の育成 人材育成 学/学 
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規格基準、規制基準 

の整備 

 

              

 

 

 

 第Ⅰ期（初期原子力プラントの 40 年まで） 第Ⅱ期（同 50 年まで） 第Ⅲ期（同 60 年まで） 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015～2019 2020～2029 

データや評価技術の検

証、規制基準の整備 

   

ステンレス鋳鋼の熱脆化に係るロードマップ 

実機データによる脆化

予測式の検証 

民 間 研

究等 

△技術審査マニ

ュアルの制定 

△技術審査マニ

ュアルの見直
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耐震安全性評価に係る導入シナリオ 

 

 

 

 

設計及び建設時の原子力設備の耐震設計に係る基本的考え方は「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」（原

子力安全委員会 昭和 56 年、以下、「指針」という）に定められており、本指針に適合するように制定された「原子力発電所

耐震設計技術指針」（日本電気協会 JEAG4601、以下「JEAG」という）に基づいて耐震性に関する詳細設計が行われてきて

いる。他方、近年、炉内構造物や再循環系配管等で経年劣化事象（応力腐食割れ等）が多数報告されたことから、「発電用

原子力設備規格 維持規格」（日本機械学会 2004 年改訂版、以下、「維持規格」という）が発行され、シュラウドおよびシュ

ラウドサポートの健全性評価規格等が策定された。これらの健全性評価では、地震力も考慮されている。また、平成 16 年

（2004 年）に美浜３号機で減肉した配管からの蒸気噴出事故が発生したことも契機となり、「発電用原子力設備規格 加圧

水型原子力発電所 配管減肉管理に関する技術規格（日本機械学会 2006 年、以下、「減肉管理規格」という。）」と沸騰水

型原子力発電所の減肉管理規格が発行されたが、耐震安全性を含めた健全性評価の規格制定には至っていない。さら

に、原子力発電所の高経年化対策の実施方法を規定した 「原子力発電所の高経年化対策実施基準（日本原子力学会）」

が制定手続きの段階にあり、ここでは、ＰＷＲプラントでの機器やコンクリート構造物等の既往評価を例に耐震安全性の評

価に言及している。 

このような状況にあって、平成18 年（2006 年）に、地震学及び地震工学に関する新たな知見の蓄積並びに原子炉施設の

耐震設計技術の改良及び進歩を受けて、指針が改定（以下、「新指針」という）されたことから、新設プラントだけではなく、

既設プラントについても耐震重要度の高い設備の耐震安全性評価（以下、「バックチェック」という）が進行中である。高経年

化技術評価でも、バックチェックの結果を踏まえて耐震安全性の再評価を行うことになっている。 

新指針の特徴としては、ⅰ）基準地震動の見直し、ⅱ）耐震重要度分類の統合、ⅲ）従来の水平方向に加えて鉛直方向の

基準地震動を策定、等が挙げられる。このため、JEAG も対応する項目についての改訂作業を進めている。経年劣化事象

の影響を加味した耐震安全性評価においても、既往の評価技術の見直しが必要になる。なお、新指針では、安全審査とは

別に、「残余のリスク」として設計地震動を上回る地震動の影響についての定量的評価が要望されている。今後は、経年劣

化事象の確率論的な評価を含めた耐震安全性の評価も必要になる。 

現状分析 

 

― 対象とする機器の耐震クラスに応じて、 機器

に作用する地震力を設定する。 

―耐震性安全性評上着目すべき経年劣化事象を

選定し、モデル化する （図１に示す配管の減

肉に対する評価例では、モデル化を２段階で行

っている）。  

―経年劣化事象の振動特性に対する影響を加味

して、機器に作用する荷重等を算定する。 

―経年劣化事象の強度特性に対する影響を加味

して、許容限界を設定する。 

―地震荷重と内圧等他の荷重を組合せた上で、 

許容限界以下となるか評価する。 

高経年化に伴う経年劣化事象の振動特性や強度特性に対する影響を適切に加味した耐震安全性評価

技術の整備を進める。それらの成果を反映して、規格基準の精緻化、また、科学的合理性をもった規制

基準の整備等につなげる。そのために必要な耐震安全性評価研究に対応できる人材育成も行う。 

高経年化対応研究方針耐震安全性評価とは 

図１ 炭素鋼配管の減肉に対する評価例 

Yes 

エルボ部、レデューサ部、オリフィス等の偏流部及

び下流２Ｄ（オリフィスは３Ｄ）に、周方向、軸方

向一様の必要最小肉厚を想定（左下図の太線部）

等価剛性を有する３次元はりモデル作成 

耐震クラスに応じた解析で荷重／モーメントを算出

許容値：１以内か

ライン中の最大発生応力／許容応力の比を算出 

第１段階評価（必要最小肉厚による評価）

第２段階評価（実測データによる評価）

No 
耐震性確保

【配管モデルイメージ（減肉部：太線）】 

データや評価技術の検証、規制基準の整備 

耐震安全性評価技術の整備 

 

①産業界の役割 

 

・耐震安全性評価技術 

 

 

②国・官界の役割 

 

                            ・データや評価技術の検証 

                            ・規制基準の整備 

 

 

 

 

 

③学術界の役割 

 

                           ・耐震安全性評価研究に 対応できる人材育成 

                            ・規格基準の精緻化支援 

 

④学協会の役割 

                            ・規格基準の精緻化 

産官学の役割分担

―安全規制における適正な

行政判断に必要な安全研

究 

―必要な基盤（知識、人材、

制度）の整備 

―産学の安全に関わる研究

と基盤整備に対する支援

―規格基準化とその高度化に

貢献 

―知の蓄積と展開（安全基盤

研究の検証） 

―研究を支える人材の育成 

―安全性・信頼性・経済性の

確保・向上を目的とした開

発研究及び基盤整備

規格基準の精緻化 

耐震安全性評価研究に対応できる人材育成 
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項 目 技 術 課 題 概 要 

役割分担 

（実施/資金） 

配管減肉等の耐震安全性評価技

術の整備 

耐震安全性を含めた健全性評価技術の標準化等の観点から、

プラント運転開始後の減肉管理設計評価基準等に関する耐震

安全性評価技術の整備を行う。 

産 / 産 

き裂配管、炉内構造物の耐震安全

性評価技術の整備 

国内でのき裂を有する炉内構造物、配管の既往研究は破損モ

ード、終局強度に関する研究にほぼ限定されるので、維持規格

の補強等の観点から、振動特性、許容限界、疲労の取扱いに

関する耐震安全性評価技術の整備を行う。 

産 / 産 

新指針等に対応した耐震安全性評

価技術の整備 

経年劣化事象の扱いにおいてより合理的なモデル化等が重要

になるので、バックチェック実績や経年劣化事象等について今

後得られる新知見に対応した耐震安全性評価技術の見直し、

整備を行う。 

産 / 産 

 

 

耐震安全性評価 

技術の整備 

確率論的な耐震安全性評価技術の

整備 

き裂や減肉といった経年劣化事象や地震動の確率論的取扱い

に必要となるデータは十分とはいえず、現時点では試行段階に

あるので、関連データの蓄積を図るとともに、配管以外への展

開も見据えて、確率論的な耐震安全性評価技術の整備を行う。

産 / 産 

データや評価技術 

の検証、規制基準 

の整備 

耐震安全性評価技術の検証等 

配管減肉やコンクリート構造物等の耐震安全性に係る学協会規

格のデータや評価技術を検証し、規制基準としてエンドース、規

制の高度化を行う。 

官 / 官 

規格基準の精緻化 

 

耐震安全性評価技術に係る規格基

準の精緻化 

耐震安全性評価技術の整備結果の標準化を進め、規格基準の

精緻化を行う。 
学協会 / 学協会 

耐震安全性評価 

研究に対応できる 

人材の育成 

耐震安全性評価研究に対応できる

人材育成 

耐震安全性評価技術の整備、検証等に資するため、耐震安全

性評価研究に対応できる人材を育成する。 
学 / 学 

耐震安全性評価に係る技術マップ 
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耐震安全性評価に係るロードマップ 

第 0 期 第Ⅰ期（初期原子力プラントの 40 年） 第Ⅱ期（同 50 年） 第Ⅲ期（同 60 年） 
 

 技術基盤の整備 技術の高度化 60 年の備え 

年度 2004 以前 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015～2019 2020～2029 

 

耐震設計技術指針  

（電気協会） 

 

  

  

高経年化対策実施基

準（原子力学会） 
              

  規格基準の 

精緻化 

維持規格     

（機械学会） 

 
 

  

配管減肉等の耐安全

性評価技術の整備 

 

 

  

き裂配管、炉内構造

物の耐安全性評価技

術の整備 

 

 

  

新指針等に対応した 

耐安全性評価技術の

整備 

    

耐震安全性評価

技術の整備 

確率論的な耐安全性

評価技術の整備 

    

データや評価技

術の検証、規制

基準の整備 

耐震安全性評価技術

の検証等 

    

耐震安全性評価

研究に対応でき

る人材育成 

耐震安全性評価 

研究に対応でき 

る人材育成 

    

指針制定、改定 指針改定

耐震設計審査指針改訂▼ 

指針改定 指針改定

規格制定、改定

配管主体の試行 

振動特性、許容限界、疲労等の評価 

他設備への展開 

全プラントバックチェック

基準策定中 基準改定基準改定

破損モード、強度、裕度等の評価／標準化 

規格改定

既往評価手法の見直し 

規格改定 規格改定

耐震安全性評価技術の検証等 

耐震安全性評価研究に対応できる人材育成 

規格改定 

基準改定 
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戦略的シナリオ 

・ 国民への説明性の向上 

「公正」「公平」「公開」による透明性の確保 

・ 資源の有効利用 

ロードマップの活用による安全研究の効率的実施 

・ 開発と規制の共通認識の確立・効率的運用 

産官学が中立的な学会で場で開発と規制の共通認識による効率的運用を図る。

 

規格基準など標準類の体系的開発と運用 

「規格基準類の整備計画」の必要性 

平成 18 年度より国による「高経年化対策基盤強化整備事業」が開始され

以下の４つの基盤整備が必要 

① 情報基盤整備        ② 安全基盤研究の実施、 

③ 保全高度化の実施運用  ④ 規格・基準基盤の整備 

 

情報基盤の構築、高経年化対応安全基盤研究の実施とともに規格・基準

の体系的整備を行い安全規制とシームレスに連携した規格体系を構築し

将来の保全プログラムへ反映することが必要 

現状分析 

・ 日本原子力学会、日本機械学会、日本電気協会の三学協会の策定した  

規格・基準類は 107 件。 

・ 高経年化及び保守管理に関する規格・基準の体系的整備計画が高経年 

化対策検討委員会で保全のあり方が検討されている。 

・ 日本原子力学会、日本電気協会及び日本機械学会は、規制から学協会

規格・民間規格までのシームレスな規制・規格体系の開発整備するた

め、「原子力発電所の高経年化対策実施基準」、「原子力発電所の保守

管理規程」、「維持規格」、及び「原子力発電所の定期安全レビュー実施

基準」を整備・改訂作業を実施している。 

 

 
① 産業界の役割 
 
 
 
 
 
② 国・官界の役割 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ 学術界の役割 
 
 
 
 
 
④ 学協会の役割 

 －規格基準化とその高度化

－安全基盤研究の検

証、人材の育成 

－安全規制行政判断に必

要な研究実施 

－知識・人材・施設・制度

の基盤整備 

－産学の安全に関わる研

究と基盤整備の支援 

－安全性・信頼性・経済性

の確保向上を目的とした開

発研究及び基盤整備 

産学官の連携 

 

 

 

 

・ 安全規制に係

わ る 規 制 規 格

体系に基づく民

間規格のエンド

ース 

 

・ 各国の安全規

制と民間規格の

体系化調査 

・ 各国の民間規

格の調査 

・ 国際標準（ISO）

/IAEA 基準等の

調査 

産学官による協調・

共同研究が必要な

研究課題 

産官学の役割分

・PLM 規格基準化の推進 

・人材育成・保全最適化・情報基 

盤整備 

・安全規制に係わる規制基準、規

格体系に基づく学協会規格のエ

ンドース（主体者） 

・規格の技術的基盤への｢知｣の貢献

・産官学の各ステークホルダーが参画

した審議による規格基準類の策定

安全規制/規格体系の高度化 

・コードエンジニアの育成 

人材育成・保全最適化・情報基盤整

コードエンジニアの育成 

PLM 規格基準化の推進 

産官学の各ステークホルダーが参画した審議による規格基準類の策定 

規格の技術的基盤への「知」の貢献 

安全規制に係わる規制基準、規格体系に基づく学協会規格のエンドース 

６．規格基準類の整備に係る導入シナリオ 
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項目 技術課題 概要 実施/資金 

安全規制/規格体系の高度化 
安全設計思想から保全管理まで矛盾のない統一性のとれた規体系及び民間規格体系の

整備 
学協会/産官 

基本方針の充実 

高経年化対策に関する規格・基準の

全体体系 
各学協会で策定される規格と規制の関係および各規格間の関連の明確化 学協会/産官 

規格・基準化整備体制の整備 産学官の研究成果を規格化し、これを国がエンドースするための推進体制整備 官/官 

技術開発成果の活用の仕組み作り 
高経年化技術評価、保守管理等への迅速な試験研究成果反映の体系化、確性試験等成

果の迅速な活用への枠組み構築 
官/官 

学協会規格策定への支援の仕組み

作り 

学協会の規格策定事業への支援の仕組みを明確にし、成果の反映の仕組みとの連携を

図る 
学協会/産官 

リスクベース規制度構築 

リスク重要度を加味した保守管理の重要度策定を行うべく「安全機能の重要度分類」と「リ

スク重要度による機器の分類」の関係から保守管理の重要度を決定する考え方の導入を

検討 

官/官 

制度（仕組み）の整備 

高経年化プラントへ新技術適用のた

めのスキーム構築 

新技術適用は、（Ｇ）確性試験、国の技術的妥当性審査等が重複した確認を行っているた

め、適用化のための新たなスキーム構築を狙いとする 
官/官 

原子力発電所の高経緯年化対策

（PLM）実施基準の改訂 
日本原子力学会が策定した原子力発電所の高経年化対策技術評価実施基準の改訂 学協会/産 

規格基準化の推進 

PLM 実施基準の高度化 R&D 成果を反映しての見直しと新技術・情報を反映しての高度化 学協会/産 

 

規格基準類の整備に係る技術マップ（1/2） 
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項目 技術課題 概要 実施/資金 

PLM 技術評価基準の策定 
事業者が実施した高経年化対策技術評価等報告書の審査ガイドライン、標準審査要領等

の制定 
官/官 

維持基準の高度化 民間研究・安全研究の結果を反映して高経年化各事象の維持基準を策定 学協会/産官 

原子力発電所の定期安全レビュー

実施手順（PSR） 

PLM 実施基準および維持規格を適合した運用が為されているかの確認を行う項目・手順

の規格化（定期安全レビュー標準の改訂） 
学協会/産 

規格基準化の推進 

経年事象以外の事象での損傷検出

のための監視基準 

経年事象として対象として事象以外の事象を想定し、設備の重要度との関連で監視する

基準を策定する 
学協会/産 

高経年化対応教育・再教育プログラ

ムの構築 

原子力の安全・保全に関与する人材の確保・育成を積極的に進め、知識・技術力・判断能

力等の維持・向上を推進する。 
産/産 

規格・基準などコードエンジニアの育

成 
規格・基準全体をマネージメントする技術者育成プログラムを検討し、仕組みを提案する。 学協会/産官 

人材の確保・育成 

規格・基準体系をマネージメントする

技術者・組織の育成 
産官で統合した組織の構築と人材の育成 学協会/産官 

リスクベース保全手法の確立 リスクを考慮し数量化した性能要求標準の整備 学協会/産官 

規格技術的背景・根拠のデータベー

スの整備 
規格制定時にその根拠となった技術的思想・背景及び根拠を整備する。 産官/産官 

規格規制のプロセス管理データベー

スの整備 
デュープロセスによる規格策定を示すファクト型のデータベースの構築 官/官 

規格改定のための情報基盤整理

（再利用可能な形態への整備） 

安全研究及び民間研究の研究成果を規格改正時に再利用可能な形態として整備する。

（たとえば、き裂進展速度ではなく試験のデジタルデータを保管する。） 
産官/産官 

保全最適化・情報基盤 

国際標準との整合化 
WTO/TBT 協定締結より国内で制定する規格・基準は原則ｋとして国際標準との整合化が

要求されるため、規格策定時に調査を行う。 
産官/産官 

 

規格基準類の整備に係る技術マップ（2/2） 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41

情報基盤整備

人材の育成

課題

経年化対応技術開発
及び予測しない事象
への対応技術開発

規格・標準の開発整
備

平成17年8月に国が発表した技術基
準の整備

安全規制/標準体系の高度化（安全設計思想から保全管理まで矛盾のない統一性のとれた規制体系及び民間規格体系の整備）

計画・検査・評
価・監視等の
規格化

劣化・損傷モードを想
定した監視規格の整
備

想定されていない劣化・損傷事象への対応としての監視基準 プラントを包括した総合的な監視基準の整備

・コードエンジニアの仕
組み構築
・規格基準策定の統一し
た体制の整備

・規格・基準全体をマネージメントする技術者の育成
・規格・基準体系をマネジメントする技術者・組織の育成
・産官で統合した組織の構築と人材の育成

・規格・基準の裏付けと
策定過程を管理する統
合データベースの構築
・規格規制のプロセス管
理データベースの構築

・容易に検索が可能なデータベースの構築
・再利用・高度な評価が可能となる評価手法の整備
・国内官民協同データベース運用
・国際的なデータベース構築への指向
・国際標準との整合性

・国際データベース構築と管理
・開発と連携したデータベースの仕組みの構築

-

国・学協会で制定され
たリスク関係規格・ガ
イドラインに基づき
PSR・PLM標準等を改
訂・策定

・リスクを考慮し数量化した性能要求標準の整備（リスクベース規制の導
入）
・保全体系の整備（規格・基準・ガイドラインの整備）

・既設経年化プラントの特徴を踏まえた標準の知見の次世代原子力発電
プラントの設計に反映するためのデータの整備と新たな設計規格基準の
開発

PLM/PSR標
準並びに維持
規格等の発行

安全規制と整合連携
した規格基準体系へ
の移行

・高度化された包括的PSR/PLM標準の開発
　　・性能化された要求ベース標準＋代表的な仕様ベース標準
・個別損傷モードに対応した規格の高度化
　　・新たな知見の反映

　・予防、計測、監視、評価、補修など

・ガイドラインの整備

（予期しない事象への対応ガイドライ
ンを含む。）

包括的経年化管理・監視ガイドラインの高度化 国際標準の経年化管理・監視ガイドラインの策定及び履行

・エネルギー戦略

規制から民間規格までシームレスな規制・規格体系の開発整備
経年劣化対策技術評価審査ガイドライン・審査要領等の策定

・包括的経年化管理

・技術面の整備
・知見の反映
・適用による検証

・物理的寿命
・経済的寿命

基盤の整備 運用による高度化 将来展望
・制度面の整備

1．次世代中大型原子力発電プラントの設計及び機器開発
２．原子炉容器取替技術等の開発、実証試験

３．損傷機構に基づく高信頼性試験によるデータ整備 ３．新たな原子力政策に必要な技術情報の整備

1．実機損傷予測を可能とする評価手法の開発
２．実機損傷と試験結果の比較評価手法の開発

　　　　　運転開始後50年目を迎える時期
運転開始後60年目を迎える時期　　　　　

2030年以降原子力発電所の大規模な代替建設需要増大
　　　　　運転開始後40年を迎える時期

時間軸

年度

マイルストーン

第I期 第II期

　　　　　国による高経年化対策ガイド
ラインなどの公表

40年を超えて50年を迎えるまでの時期初期のプラントが40年を超えるまでの時期
技術基盤の整備

第III期
50年を超えて60年を迎えるまでの時期

次世代原子力発電所の開発・建設
（制度面及び技術面の整備） （運転実績、実機材サンプリングによる最新知見の整備） （大型炉設計、原子炉容器取替、最新廃炉技術の開発実証）

技術の高度化

 

規格基準類の整備に係るロードマップ 
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７．保全高度化の推進に係る導入シナリオ 

戦略的シナリオ 

保全最適化の推進に関しては、知見、手法、規制の各々の面からの充実

を図っていく。 

人材育成・確保に関しては、人材の技能を維持・向上する観点と人材を確

保していく観点の両面からの取組みを推進していく。 

保全の高度化の必要性について 

・運転開始後 30 年を越える高経年化プラントが増加している。 

・保全の高度化に向けて、合理的な保全手法の導入に係る検討（保全最適

化の推進）と、それを支える人材面からの対策（人材育成・確保）の両面が

重要である。 

・「保全プログラム」の導入計画や「原子力立国計画」の策定などの国による

重要施策が進められており、趣旨に合致した産官学一体の対応が必要。

現状分析 

保全最適化の推進 

産業界によりトラブル情報（ニューシア）が公開されているが、保全や高

経年化という観点で体系的に整理された内容とはなっていない。また、「保

全プログラム」の導入が進められているが、リスク情報やオンライン監視の

活用等の課題が残されている。さらには、諸外国の規制を日本に則した制

度へ改善し導入するためのスキームの構築も不十分な状況にある。 

人材育成・確保 

 現場技能者の質的な維持・向上や技能の継承や、原子力専門教育・研究

の希薄化といった育成上の課題、および就職を希望する学生の減少により

原子力分野での人材確保に問題が生じること等が指摘されている。これに

対して、経済産業省主導による「原子力立国計画」が進められている。 

手法の改善・開発 知見の充実・分析 

人材育成・確保 

規制・基準体系の高度化 

保全最適化の推進 

人材の技能を伸ばす取組み 有望な人材を確保する取組み 

産学官の連携 

 

 

 

 

・安全性向上のため

の保全規制体系の

構築 

・産官学間の人材交

流 

産学官による協調・

共同研究が必要な

研究課題 

・保守管理データベースの充実 

・リスク情報活用・検査技術高度化

・規制制度への現場ニーズ反映 

・技能継承、技能者の育成 

・原子力のＰＡ、イメージ向上 

・国際的な情報網の整備 

・安全に係る規格・規制の

策定・エンドース 

・安全規制の確立と整備 

・人材の厚みの確保・発展

・学術的手法による保全最適化 

・技術開発の助勢 

・学生・研究者の育成 

・規格基準の整備 

 

 
① 産業界の役割 
 
 
 
 
 
② 国・官界の役割 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ 学術界の役割 
 
 
 
 
 
④ 学協会の役割 

 －規格基準化とその高度化

－安全基盤研究の検

証、人材の育成 

－安全規制行政判断に必

要な研究実施 

－知識・人材・施設・制度

の基盤整備 

－産学の安全に関わる研

究と基盤整備の支援 

－安全性・信頼性・経済性

の確保向上を目的とした開

発研究及び基盤整備 

産官学の役割分
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項目 技術課題 概 要 

役割分担 

（実施/資金） 

知見の充実・分析 
規制関連情報、電力共通技術基盤、規格・指針策定過程を始めとする保全最適化に必要なデータベ

ースに関し、その分析結果に基づいた反映計画の検討と実施を行っていく。 
産官学/産官 

手法の改善・開発 

 

・保全学の構築と応用 

・リスク情報活用のための調査、手法開発、適用化研究、方策の決定 

・プラント安全性能指標の確立 

・発生確率や過去の点検実績に基づく保全の最適化 

・構造信頼性評価手法の確立（確率論的破壊力学解析手法の研究） 

・ＩＴ技術等を応用したプラント監視技術（ヘルスモニタリング技術） 

・線量低減工法の最適化 

・プロアクティブ経年劣化事象の評価 

・ＲＶの照射量低減対策 

産学/産 
保全最適化 

の推進 

 

規制・基準体系の高度化 

 

・新技術・規格適用のための国の関与体制の明確化（研究成果の規格化、確性試験、技術的妥当性

審査等に係る国の関与・エンドースのための体制整備・明確化） 

・機器重要度・リスク情報を考慮した保全規制・基準体系の構築 

産官/産官 

 

人材の技能を伸ばす取組み 

・現場技能者（点検・保修に従事）ネットワークの構築（情報共有の仕組みの構築） 

・現場技能者の育成・技能伝承（資格や技量認定制度の充実、地域の取組みの支援、教育研究活動

の支援） 

・原子力技術者（開発・設計・製造・保全に従事）のマネジメント、エンジニアリング、設計力等

の能力向上 

・大学における原子力教育の再構築 

・産官学の人事交流制度の構築 

（原子力立国計画に関連する範囲については、官主導で実施していく） 

産官学／産官学 

有望な人材を確保する取組み 
・低年齢層からの原子力教育（エネルギー政策上の位置づけや放射線等の正確な知識の教育） 

・原子力ＰＡ、原子力に対する職場イメージの向上、原子力に対する正確な理解の促進 

学／官学 

 

産/産 
人材育成・確保

原子力立国計画の推進 

人材の厚みの確保・発展 

原子力人材育成プログラム 

 ・原子力教育支援プログラム 

 ・原子力の基盤技術分野強化プログラム 

 ・チャレンジ原子力体感プログラム 

 ・原子力研究促進プログラム 

 ・原子力研究基盤強化プログラム 

 ・原子力教授人材充実プログラム 

官学/官 

保全高度化の推進に係る技術マップ 
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保全高度化の推進に係るロードマップ 
 第Ⅰ期（初期原子力プラントの 40 年まで） 第Ⅱ期（同 50 年まで） 第Ⅲ期（同 60 年まで） 

年 度 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015～2019 2020～2029 

知
見
の 充

実
・
分
析 

データベースの活用、現場への反映 

 

 

  

学術的視点からの保全の最適化    

リスク情報活用方策の策定    

プラント安全性能指標の確立    

新しい検査手法に関する技術開発・高度化

   

検査手法・破壊力学の確立    

被曝量低減のための技術開発・実機適用に
対する取り組み 

   

手
法
の
改
善
・
開
発 

海外や他産業での手法との比較検討 
   

事業者が開発した技術を速やかに適用で
きるスキームの構築 

   

 

保
全
最
適
化
の
推
進 

規
制
・
基
準
体
系
の

高
度
化

機器重要度・リスク情報を考慮した「保全
プログラム」の導入 

  

 

現場技能者の育成 
   

原子力技術者の育成    

学生の育成    

人
材
の
技
能
を 

伸
ば
す
取
組
み 人事交流    

原子力に対する正確な知識の付与    有
望
な
人
材

を
確
保
す
る

取
組
み原子力に対する職場イメージの向上 

   

人
材
育
成
・
確
保 

原子力立国計画の推進    

 

低年齢層からの原子力教育 

原子力ＰＡ、原子力に対する職場イメージの向上、原子力に対する正確な理解の促進 

人材の厚みの確保・発展、原子力人材育成プログラム 

新技術・規格適用のための国の関与体制の明確化

保全学の構築と応用 

リスク情報活用のための調査、手法開発、適用化研究、方策の決定 

プラント安全性能指標(PC/PI) ＩＴ技術を駆使したＰＩ遠隔監視・常時監視手法の検討 

発生確率や過去の実績に基づく保全の最適化 

リスクベース保全手法の確立 

ＩＴ技術等を応用したプラント監視技術（ヘルスモニタリング技術） 

構造信頼性評価手法の確立（高経年化軽水炉機器） 

線量低減工法の最適化 

プロアクティブ経年劣化事象の評価 

ＲＶの照射量低減対策 

電力共通技術基盤の分析・反映計画の検討 

規制関連情報の分析・反映計画の検討

規格・指針策定過程のデータベース分析・反映計画の検討 

機器重要度・リスク情報を活用した保全規制・基準体系の構築 

現場技術者ネットワークの構築 

現場の技能者の育成・技能伝承（資格や技量認定制度の充実他） 

産学官の人事交流制度の構築 

大学における原子力教育の再構築 

原子力技術者のマネジメント等の能力向上 
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• 平成17年3月に取り纏められた原子力学会の第一次ロードマップを基本とした

ローリングを行い、｢高経年化技術戦略マップ2007｣を策定した。 
 

• 高経年化対策技術戦略マップの対象は、運転年数が長期にわたるプラントの安

全性を確保するために必要となる技術的基盤である。これは、プラントを長期

間使用している実績が諸外国を含め多くない状況の中で、最新の技術的知見や

運転経験などをもとにプラントの監視や予防保全などの対策を適切に講ずるた

め必要となる基盤である。 
 

• ｢保全プログラム｣に基づく保安活動に対する新検査制度の導入、『原子力立国計

画』に基づく次世代原子力発電所の建設などの原子力情勢の変化を捉えた長期

的な“技術戦略マップ”として、｢技術情報基盤の整備｣ ｢安全基盤研究の推進｣ 
｢規格基準類の整備｣及び｢保全高度化の推進｣の４大項目別に導入シナリオ、技術

マップ及びロードマップを策定した。 
 

• 導入シナリオに従い、技術マップ（技術的課題）別に産業界、学術界、学協会、

及び官・官界の実施すべき役割分担（実施主体／資金出所）の明確化を図った。

毎年ローリング（見直し）を実施する予定である。 

高経年化対応技術戦略マップ2007 

８．まとめ 
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高経年化対応技術戦略マップ2007 

９．提言   

１．今後は、ローリングの過程で具体的な役割を決め、導入シナリオに沿った高経年化

対応技術戦略マップ2007の実現に向けた積極的かつ具体的な活動が望まれる。 

 

２．学協会規格を策定し、技術評価を受けるという一連のプロセスにおいて、原子力安

全委員会及び原子力安全・保安院をはじめとする産官学が、必要な課題を共通に

認識し協力して解決していくことが重要である。 

 さらに、国は技術戦略マップ2007に応じ技術評価のための積極的な準備が望ま

れる。 

 

３．これらの活動を円滑に推進していくためには、知識基盤・施設基盤の整備や人材の

育成を産官学が協力して進めることが重要であり、国のより一層の関与が望まれ

る。 

 

４．ここで報告された技術戦略マップは、産官学の専門家が検討しているものであり、

専門家や国民の間で広く共有されるとともに、国がこれらを尊重することが望ま

れる。 



高度燃料利用分野のロードマップ

【検討課題】

安全審査における学協会規格の活用、産業界により整備されるトピカルレポート＊６の活用

原子力発電につ
いての基本的考
え方

（原子力政策
大綱等）

○規格基準等整備に必要となる安全基盤研究の推進

○安全基盤研究の実施施設の整備

○安全基盤研究による人材の育成確保

上記を実施する
政策的課題

燃料についての
安全審査＊５

安全基盤研究と
規格基準策定

（原子力学会にお
いてロードマップ
を策定）

同左あるいは、更なる見直し

国が定める規制要求を担保する学協会規格の策
定と国による技術評価

（「被覆管が破損しない」とする規制要求に対し、
例えば、60～70GWd/tにおける被覆管破損限界

以下である歪みを新たに学協会規格として設定）

現行基準＊２（指針及び部会
報告書等）

（一例として 被覆管塑性歪

１％以下）＊３

規格基準

高燃焼度化に伴う中性子照射量増加による被覆管脆化や長期サイクル運転に伴う被
覆管の腐食量増加等に対する被覆管の健全性の確保（材料、設計面での対応）―

主な技術的課題
と対応

次世代炉燃料： 70GWd/t超を

目標

・大型軽水炉

・大型燃料集合体

・濃縮度増加

燃料高度化：60～70GWd/tの高燃焼度化

・ 長期サイクル運転

・ 炉出力の向上

現在の燃焼度上限値

ウラン燃料:55GWd/t ＊1

ＭＯＸ燃料: 40,45GWd/t
（各々BWR,PWR）

燃料の高度化

（燃料の高燃焼
度化）

2025年（H37）～～2015年（H27）～現在

エネルギー安定供給
地球温暖化対策

への貢献

研究開発 （産業界）

学協会規格

（日本原子力学会＊４）

技術評価等 （国）
安全研究（技術評価等に必
要なデータの取得）

安全審査

技術評価等

既存軽水炉の高度化及び次世代軽水炉の開発

判断基準として活用

＊1:GWd/tは燃焼度を示すもので、どこまで燃焼が進行したかを表現。核燃料の量１トン当りに発生したエネルギーに運転日数を

かけたもの。
＊2:現行では安全審査における規制基準は原子力安全委員会の【指針】、【専門部会報告書,内規】に示されている。 【指針例】：

燃料被覆管は機械的に破損しないこと 【専門部会報告書例】：指針を満足するための具体的基準（被覆管平均塑性歪が１％

以下であること）等が示されている。
＊3:この他にも燃料中心温度、燃料棒内圧等の規制基準を策定する必要がある。
＊4:日本原子力学会に特別専門委員会を設置（主査は東京大学・関村教授）し「軽水炉燃料の高度化に必要な技術検討」をH18

年11月から検討開始。民間規格案の技術的な検討及び、燃料高度化ロードマップを策定中。電力、メーカー、燃料メーカー、大

学、研究機関、保安院、原安委等が参加。
＊5:安全審査においては当然のことながら、審査項目として燃料以外に炉心、施設やシステムの安全性についても確認を行う必

要がある。
＊6:トピカルレポートとはある特定の安全審査項目についてまとめた技術文書であり、安全審査においてこれを技術評価すること

により同一トピックの繰返し審査を割愛できる制度。

放射性廃棄物発生量
の低減

データ等知識ベース

設置（変更）
許可申請

（高燃焼度燃料（～70GWd/t）の規格基準の策定）

資料３
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原子力関係の学協会規格類の策定計画について  

                        －原子力関係学協会規格類協議会－ 

 

１． 背景 －規格基準などの標準の体系的整備の必要性 －導入シナリオ－ 

 

わが国では 50 基を越す軽水型原子力発電所が運転されており，総発電量の約 1/3 を供給して

いる。国際的には，原子力以外の発電方式では地球環境問題への効果的な対応が難しいとの認識

から原子力発電に依存する傾向が強くなっており，米国やアジアでは新たな建設計画が進められ

ている。一方，わが国では新規立地が容易でないことから，既に運転している原子力発電所（既

設炉）の安全・安定運転への期待が依然として大きい。これらの既設炉についても，いずれリプ

レイス（更新）の時期を迎えるが，そのためには炉の廃止措置に関する安全確保に加え，新たな

炉の建設に向けた技術開発への対応を含め，規格基準などの標準の体系的な整備を進めなければ

ならない。また，わが国では次世代の発電炉として高速増殖炉(以下｢FBR｣とする)の開発が加速さ

れており，新たな軽水炉の開発と合わせて，これらの新技術の開発に対応した規格基準などの標

準の整備も進めて行かなければならない。これらの開発ニーズを技術戦略マップおよびその中の

具体的施策としてのロードマップの形で整理し，達成目標（ターゲット）および達成時期，実施

の役割分担などを明確にして活動を進め，安全規制と開発を常に連携させながら，規格基準等の

標準の開発に反映することが重要である。本資料においても，規格基準など標準策定における技

術戦略マップの策定と位置付け，全体を構成している。 

原子力の安全規制体系において国の規制基準の性能規定化（機能性化）が行われた。このこと

は，学協会の規格基準などの標準全体の体系を合理的に整理するよい機会であり，わが国全体の

安全規制の基準体系との対応関係を含めて考えておかなければならない。 

図１．１は学協会の規格基準などの標準の活用について，協議会にての意見を集約し，ひとつ

の考え方としてまとめ示したものである。基準体系を整備するにあたっては新技術の迅速な採用，

資源の有効活用等が求められる。その対応が性能規定化であり，国が，性能規定化された国の技

術基準等を具体化するものとして学協会の規格基準等の標準をエンドース（技術評価を行い，実

際の適用を容認すること）したうえで活用すれば，国民への説明性を向上させることもできる。

その際，学協会の規格基準などの標準が信頼を得るためには，これらが「公正」，「公平」，「公開」

を原則として策定されたものであることが重要である。 

なお，学協会が発行する規格基準などの標準には，国民の安全と健康の保護という最も重要な

役割に加えて，産業の振興と活性化・効率化，国際競争力の向上などの役割もある。原子力にお

いて学協会規格が国の規制に活用されるのは安全確保の側面が主体であり，本書ではここに焦点

を当てて学協会規格の整備の在り方について論じている。 

資料４ 
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図１．１ 学協会の規格基準など標準活用の位置付け 

（出典：本図は，第 2回原子力安全基盤小委員会 日本原子力学会 標準委員会 の報告 

「原子力学会の標準策定活動への提言」を基に協議会意見を反映し，修正した。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 規格基準などの標準策定組織の役割 

 

国は，国の定める規制基準を性能規定化し，詳細仕様規定には民間の規格基準を活用する方針

を示した。すなわち規制基準体系の機能性化である。民間の規格基準をエンドースする際の基本

的な考え方のひとつとして，活用する規格基準が，「公正」「公平」「公開」の原則を明確に示した

組織で策定されたものであることを求めている。この要求に適合した規格基準の策定団体・組織

は，日本原子力学会（標準委員会），日本機械学会（発電用設備規格委員会），および日本電気協

会（原子力規格委員会）の三学協会である。ここでは，この三学協会で策定された規格基準など

の標準を“学協会規格”と呼ぶ。 

日本原子力学会では，原子力利用の特徴的な領域である「原子力安全」を基本として，核物理

に関連する事項や，炉心や燃料の安全，リスクに関する取り扱いなど，遵守すべき決まりを基準

とし，その他ガイドラインや手順，考え方等を標準として制定している。 

日本機械学会では，構造設計，材料，溶接技術等の機械工学分野の規格基準を主体に策定して

おり，特に注目を集めた機械設備の維持に関する規格についても運用開始後の構造健全性に関す

る規格として制定している。 

日本電気協会では，早くから規格策定活動を始めてきた経緯もあり，広い範囲の規格を制定し

てきている。主要なものとしては，監視，試験，検査等の保全に関する領域と，管理，分類，品

質管理，運転等の活動にかかわる領域，また火災，落雷，耐震等の専門的な領域の基準類が挙げ

られる。 

その他，土木学会の原子力土木委員会や日本建築学会，日本溶接協会，火力・原子力発電技術

協会等多くの学協会もそれぞれの分野で役割を分担し，規格基準などの標準原案の策定や一部の

標準制定も行っている。 

原子力関係の規格類を円滑に効率的に策定すべく，2003 年春に学協会規格を策定している三学

協会を中心に「原子力関係学協会規格類協議会」 が設置された。この協議会には関連する学協会

および原子力安全・保安院，資源エネルギー庁，原子力安全基盤機構（JNES），電気事業連合会，

日本電機工業会等の関連組織も参加し，情報交換と規格基準などの標準の制定の調整，協議を公

開で行っている。 

（注）基準とは国が定める規程を指し，規格とは民間で定める規程を指す。いずれも守らなければならないものを言い，その他，考え方

を示す指針や，参考に示される手順など全てを包含して標準と言う。ただし，学協会の規格においても基準を用いる場合もある。 

規格基準など標準の体系的運用導入の意義

① 「公正」「公平」「公開」を原則とする学協会の組織を
活用することで、体系化、合理性、汎用性、適用性が
進み、基準やその体系の国民への説明性が確保される。
－国民への説明性の向上－

②ロードマップの活用により、ニーズの明確化、プロセスの
共有などが図れ、成果としての規格・標準化との連携が
強化される。合わせて、投入資源の有効活用に貢献する。
－資源の有効活用－

③ 産官学が一同に集まる場が活用でき、意思が共有され

る。開発と規制が連携した研究活動が促進され、効率的
な運用が可能となる。
－開発と規制の連携による効率的運用－
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３． 規格基準などの標準の体系と課題 

３．１ 原子力発電設備の規格基準などの標準の体系的整備とロードマップの共有 

 

原子力に関する規制基準，規格基準などの標準の体系を図３．１に示す。 

国の規制基準を性能規定化することで効率化が図れること，新技術の迅速な採用等のフレキシ

ビリティーの確保が図れる等の効果が期待される。しかし一方，性能規定化により安全確保の重

要な一翼を学協会が担うこととなる。学協会規格の策定に必要な研究開発には，そのステークホ

ルダーである産業界，政策官庁も含めた国，学会の支援が重要である。また，国は国民に対する

安全確保の責任があることから，学協会規格の採用にあたり確証や検証を行わなければならない。

学協会はこの連携の役割も担う。官民の規制基準，規格の体系を整理しておくことは，今後の学

協会規格の効率的な整備と円滑な活用の一助となる。 

今後，さらに詳細かつ具体的に検討を進め，各個別の分野において明確な体系を確立すること

が必要である。 

現在，わが国における原子力発電に関する規格基準などの標準策定の現状として，主に三学協

会で策定されている規格基準などの標準について，軽水型の原子力発電所の建設から運転，廃止

措置までの流れの中での位置づけと廃棄物処分施設でのライフサイクルの観点から，具体的に規

制基準との関係と合わせて，日本原子力学会標準委員会にてまとめたものを規格基準などの標準

の体系として添付１に示した。これは，安全規制全体の観点から見た規格基準などの標準の位置

づけを網羅的に示す技術マップの一例である。 

図３．１ わが国の安全規制に係る規格基準などの標準の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三学協会が制定した規格基準などの標準は，添付 2の一覧表に示すように 107 件（2007 年 4 月

現在までの実績）である。 

技術的な根拠を有する学協会の規格基準にとっては，安全性・信頼性確保のための研究開発が

重要な位置付けを占めている。また，学協会の規格基準が規制基準の要求機能を十分に満足して

いることの確証・検証も必要となる。さらに，効率よく規格基準の体系化を進めるには，どの分

野で，どのように連携し研究開発を進めるべきか，がポイントとなる。 

（出典：本図は，第 2 回原子力安全基盤小委員会 日本原子力学会 標準委員会 の報告 
「原子力学会の標準策定活動への提言」を基に協議会意見を反映し，修正した。） 
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規格基準などの標準策定においては，目標とする規格基準の策定に必要とされる検討課題，技

術的根拠作りとしての安全基盤研究，その成果の反映としての規格基準の策定計画等を明確にし

たロードマップを策定し，それを共有しそれに沿い策定を進めることは，資源の有効活用にもな

り，目標を達成する効果的な手立てとなり得る。 

また，FBR の開発においても同様に，技術戦略マップやロードマップを策定し，炉の開発と規

格基準の開発を並行して進めていくことが望ましい。 

 

学協会の規格基準などの標準策定の見地から，産官の役割分担についての見解を以下に示す。 

産業界は，安全確保には一義的に責任を持つものであり，自主規制はもちろんのこと，学協会

の規格基準を運用し，ピアレビューを中心とした自主管理の体制を持つことが重要である。しか

し，安全上重要な範囲については，国と協調した活動が必要と考える。 

一方，国の定めた性能要求に対して，学協会が定めた詳細な仕様規格としての規格基準などの

標準の適合性については，それが安全確保に重大な影響を与えること，重大な判断が必要なこと

などに関連しては，国民への説明責任の観点から，国が責任を持つべきと考える。従って，安全

確保に関する研究のその成果としての規格基準などの標準策定は，国の支援の下，第三者機関で

ある学協会を活用して進めるべきと考える。産官学の関係者は，技術戦略マップを整備し，お互

いに活動の方向，手順などを共有し，策定されたロードマップに従い，確実に成果をあげるべく

研究開発を進め，成果の反映として規格基準などの標準の策定を進めていかなければならない。 
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３．２ 規格基準などの標準策定活動における課題 

規格基準などの標準の体系的整備においては，いくつかの課題があり官民一体となり解決への

取り組みが必要と考える。 

 

（１） 三学協会の規格基準などの標準の体系的整備に直接係わる課題 

１）安全規制における基準体系の再整備 （性能規定化の徹底） 

安全確保は官民一体で進めなければならないことが基本である。安全審査にかかわる安

全規制基準体系全体の整理と見直しを行い，国と学会，官，民の役割を明確にし，コンセ

ンサスに基づき，合理的な新たな体系を構築しなければならない。 

２）規格基準などの標準策定に関る研究開発の企画・推進・評価への学協会の参画 

標準化にかかわる研究開発の，企画からその推進，評価の全ての機能を見直して，学協会

が一貫して主体的，主導的に取り組む合理的な体制で一貫して取り組めるようにすることが

望ましい。 

３）研究開発成果を規格基準などの標準に反映する仕組みの構築 

わが国全体としての資金，人材の資源の有効活用の観点から，原子力に関わる設備や技術

またその安全に関する研究開発については，国，民間が共通の認識を持ち，一貫して取り組

み，その成果を反映させる必要がある。 

４）規格基準などの標準の知識基盤 （データベース基盤）の構築 

原子力技術については，技術力の蓄積と維持が重要である。性能規定化に伴い，これらの

規格基準などの標準が，各学協会で独自に策定，維持されなければならない状況を考慮する

と，判断論拠，策定過程の記録保存は勿論のこと，さらに詳細な根拠データを確実に蓄積し，

利用可能な状態で保管しておかなければならない（データベース化）。このデータベースは

国，学会，民間で協力して構築するものであり，その構築の仕組みを確立しなければならな

い。 

 

（２）制度や学協会の経営に関する課題 

５）コードエンジニア等の資格認証制度の確立と検査・審査体系の見直し 

技術基準の性能規定化とともに，詳細仕様は学協会が定める規格基準などの標準に委ねら

れることになった。従って，これらの学協会が定める規格基準などの標準への適合性確認は，

国との連携により民間において認定認証する仕組みを構築しなければならない。これと合わ

せて，規格基準などの標準を策定，運用する技術者の確保と育成には，コードエンジニアと

しての資格制度の確立も視野に入れた議論を進めていかなければならない。 

６）規格基準などの標準策定における海外との連携強化 

原子力技術のエネルギーとしての平和利用のニーズはさらに強くなり，原子力技術は国際

社会でますます広く活用されるものとなる。従って，今後の規格基準などの標準策定におい

ては国際社会における位置付けを戦略的に考えていかなければならない。その意味で，ISO

や ASME との連携はますます重要となる。構造強度関連及び関連する認証認定の分野での

ASME の規格基準部門や ISO との連携を進め，標準の国際的な共通化に取り組まなければな

らない。 

アジアにおける原子力の平和利用における安全確保は，わが国のみならずアジア全域，全

世界に影響する課題である。 

７）規格基準などの標準策定組織の経営基盤の強化 

原子力の安全規制体系は性能規定化され，学協会での規格基準などの標準策定の役割が大

きくなった。学協会，特に日本原子力学会と日本機械学会では，規格基準などの標準策定活
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動は個々に所属組織を持つ個人の自発的意思に支えられているため，その活動を活性化する

ためには学協会における規格策定活動に対する社会的認知を向上させなければならない。規

格基準などの標準策定の活動を円滑に進めるためには，並行して，学協会の経営基盤強化が

必要である。 

 

４．規制の観点からの規格基準などの標準策定の計画 －“学協会規格”策定のロードマップ－ 

 

運転中の原子力発電所の高経年化，保全およびそれらを踏まえて，今後の新たな原子力発電所

の建設までを視野に入れての規格基準などの標準の策定，また原子力発電に関連する燃料の再処

理，廃棄物処理処分など関連施設に関する規格基準などの標準の策定を進めていかなければなら

ない。規格基準などの標準を策定する各機関の役割，基本方針は同じではない。各組織は独立し

た機関であり，それぞれが独自にそれぞれの規格基準などの標準策定の計画を持たなければなら

ない。今後，各機関にて策定している各分野の規格基準などの標準策定の計画を基に，産官学で

共有する規格基準などの標準策定ロードマップを作成していくものである。 

 

４．１ 各機関の計画 

 

以下に，各機関の規格基準などの標準策定の計画を示す。 

 

（１）日本原子力学会 

 日本原子力学会は，第 2 回の原子力安全基盤小委員会にて「原子力学会の標準策定活動への

提言」を報告し，その中で現在までにまとめた標準策定計画を提示した。日本原子力学会の標

準委員会の活動の基本方針は，－わが国として原子力関連の“原子力安全”を基点とする体系

化された規格基準など標準の策定を推進し，国際標準に提案していく。  その上で，標準の体

系化に沿った標準開発のための原子力の安全に関する研究を推進する。また新規設備開発にお

いても標準策定を念頭に置いた研究開発として，それを推進する。－とし，以下の 3 点に集約

される。 

１）原子力発電の安全確保のための標準化 

原子力安全に関する最適な標準体系の構築がます必要である。これを念頭にコンセンサス

を得た標準化ロードマップを策定し，産官学および学会の役割を明確にし，それに従い標準

策定を進め，新たな体系を構築する。 

２）標準の基礎となる研究・開発の推進 

標準化には，確固とした裏づけとなる，信頼できるデータベースが必要である。標準ニー

ズを反映したコンセンサスを得た研究開発ロードマップを策定し，標準化に必要なデータベ

ースの構築のための研究開発を推進する。特に，新型炉やそれに適用する新型燃料，また保

全の高度化および燃料サイクルや廃棄物処理処分などの新規の原子力設備の標準策定活動に

も積極的に取り組む。 

３）標準策定活動の活性化 

原子力安全を基点とする学会標準の体系化や標準策定活動，また ISO など国際標準への提

案活動，など標準委員会には大きな期待がかけられている。学会員，ステークホルダーの積

極的参加，人材育成などの仕組み作りを進め，標準化活動の更なる活性化を進める。 

 

図４．１は，日本原子力学会 標準委員会における規格基準などの標準の策定のためのロー

ドマップである。これを例示として規格基準などの標準策定の大枠のスケジュールと目標とす

るところを以下にまとめた。 
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１）規格基準などの標準体系の整備 

ステップ１：原子力発電所等の現状のライフサイクルに合わせて，規制基準と学協会規格の

関係を整理し，不足部分を明確にする。 

ステップ２：規制基準と学協会規格を体系のレベル別に分類し，階層化して規制基準と学協

会規格との役割分担を明確にする。 

２）安全確保の観点からの規格基準などの標準策定ニーズの洗い出し 

ステップ１：原子力発電所のライフサイクルにおける安全確保の観点から，規制，事業者，

製造者の標準策定ニーズを洗い出し，これまでの許認可の実績や実務経験を参

考に規格ニーズを検討して各技術分野における規格基準との関連を明確にする。 

３）研究開発ロードマップから抽出，必要となる規格基準などの標準の策定 

ステップ１：各専門機関により技術戦略マップ，研究開発ロードマップの策定を行い，この

研究開発のロードマップから抽出される成果と学協会規格への反映の関係を明

確にする。 

ステップ２：研究開発の成果を規格基準などの標準の策定に反映する。 

ステップ３：新基準・規格体系における研究開発の反映を継続する。 

４）新しい安全規制体系の構築  

ステップ１：安全規制体系全般の課題を抽出する。 

ステップ２：抽出された安全規制の課題を整理し新しい規格基準など標準体系を検討する。 

ステップ３：新しい規格基準など標準体系に必要な研究開発，および検証に取り組み，新た

な安全規制体系を確立する。新しい体系の運用・適用の実績を積み確実にする。  

５）標準の国際化 

ステップ２：原子力のJISの策定･見直し｡ISO標準との整合およびASMEとの連携に取り組む。 

ステップ３：アジア，世界に通用する標準の策定に取り組む。 

６）マイルストーンの設定 

ステップ１の段階： 情報の集約整理，あるべき姿の提案 

各界のニーズ，規格基準などの標準の策定の情報を統合し，過去の研究開発の成果の反

映を明確にしてあるべき安全規制と基準・標準の体系案が提案されている状態である。 

ステップ２の段階： 研究成果の反映の仕組み，整合の取れた基準体系の完成 

ステップ１の成果を基に，必要な研究開発が実施され，また安全規制の基準体系，学協

会規格や標準の体系が検討・精査され，研究開発の成果もこれらの基準・規格・標準の

策定に反映され，整合の取れた体系が完成する。 

       ステップ３の段階： 新しい体系の安全審査の運用，基準の国際化 

完成された新しい体系で，安全審査が実施され，この新しい仕組みが評価，認定されて，

その後，継続的に必要な見直しを進める。また，構築した規格基準体系の国際化を推進

する。 
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図４．１ 新安全基準体系と日本原子力学会の標準開発・策定ロードマップ 

（出典：本図は，第 2回原子力安全基盤小委員会 日本原子力学会 標準委員会 の報告 

「原子力学会の標準策定活動への提言」より引用した。） 

 

（２）日本機械学会   

日本機械学会の規格策定に関するロードマップは現在作成中である。 

（３）日本電気協会 

日本電気協会原子力規格委員会では，活動の基本方針を検討してきた。現状を以下にまとめ

る。 

 

日本電気協会原子力規格委員会が制定する規格は，最新の知見を充分反映し，合理的な原子

力施設の設計・建設・運転管理及び廃止を可能にする信頼性の高いもので，国内外の関係者に

広く利用されることを目指している。また，高い技術を維持・向上することが原子力開発利用

に係わる人・組織の向上意欲を高め，結果として原子力施設の安全管理に大きく貢献すること

から，新技術を含む産官学の研究開発の成果が迅速・的確に反映されるよう，定期的に規格を

改定することとしている。  

 

１）重点的に整備する規格 

 委員会では，新たに発行する規格の必要性についての調査，分析を行い，要望の強い規格項

目，必要性の高い規格項目から順次制定している。特に，安全設計，構造，原子燃料，品質

保証，耐震設計，放射線管理，運転・保守の各分野において，次に示す内容の規格を重点的

に整備している。 

・設計及び運用管理に係わる実用的規格 

設備の許認可に関連した詳細規定，要領，手引きや，設備の設計及び運用管理に関連した

実用的な規定，手引き等，行政庁，電気事業者，製造業者等が要望する原子力施設の設計，

新安全基準体系・学会標準開発ロードマップ

スケジュール ～2005(H17) 2006(H18) 2007(H19) 2008(H20) 2009(H21) 2010(H22) 2011(H23) 2012(H24) 2013(H25)～

基本体系の検討

（見直し案）
整合性の検討 /法律体系の検討 /検証試験

実用化
許認可

成立性評価

標準原案の精査と学会標準の策定活動

標準原案の検討

許認可

新基準の適用

エンドース
[保安院/原安委]

指針見直反映 データの活用

（精緻化・高度化）（精緻化・高度化）

[日本原子力学会（標準委員会）][日本原子力学会（標準委員会）][日本原子力学会（標準委員会）]

連携

規制の合理化
基準の見直し

学会における
標準策定

と
安全規制への

適用検討

規格・基準、標準
の開発および研究

学会標準の制定

基準体系の見直し

開発と規制・標準化の連携

開発と規制の

ステップ１ ステップ２ ステップ３

研究・開発

調査・安全基準体系の検討

［日本原子力学会（タスク・特別専門委員会など）および産業界の活動］

／ＪＩＳ原案の作成

標準策定･改定の常態化

ＪＩＳ／ＩＳＯ活動

標準の国際化活動

情報の集約
整理、あるべ
き姿の提案

研究成果の反映の仕組
み、整合の取れた基準
体系の完成

新安全審査
の運用、基準
の国際化

安全に関する研究のロードマップを策定し、それに従い
実施する。ロードマップは継続的に見直す。
安全に関する研究のロードマップを策定し、それに従い
実施する。ロードマップは継続的に見直す。

［産業界が中心］

［研究機関および産業界の連携］

［安全規制期間（研究機関をf組む）］
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運用管理等に係わる実務に直結した規格 

・複数の専門分野にまたがる規格 

耐震設計など，複数の専門分野にまたがる規格 

 

  具体的活動の推進に当たっては，基本設計の理念，原子力安全の基本に係わる標準等の整備

を担うとしている日本原子力学会や，構造及び材料の規格，機械設備の性能試験等の整備を担

うとしている日本機械学会と協議し，活動に重複が生じないように適宜，適切に調整して，規

格の整備を進めている。また，原子力事業の遂行に必要な学協会規格類の作成・維持・運用を，

効率的且つ合理的に進める事を目的として原子力関連学協会規格類協議会に積極的に参加して

いる。 

 

２）個々の分野に関連した規格の策定活動 

・安全設計分野  

軽水炉型原子力発電所の安全設計に関わる規格について，国の要求事項を踏まえ，また

新型の原子力施設の開発動向を見据えつつ，規程・指針の策定を実施する。 

 

・構造分野 

軽水型原子力発電所の機器の構造及び機器を構成する材料に対する設計・試験の基本方

針及び具体的手法について，規程・指針の策定を実施する。 

 

・原子燃料分野 

発電用原子燃料の製造及び発電所における使用等の分野における，原子燃料の検査・運

用等に係る規格基準について策定を検討する。一方，原子燃料の設計，安全性に係る規格

基準については，日本原子力学会の範疇とする。 

 

・品質保証分野 

軽水炉型原子力発電所の運転段階，他の品質保証に関わる規格について，国の要求事項

を踏まえ，またＩＡＥＡ他国際的な品質保証基準との整合性を図りながら，規程・指針の

策定を実施する。 

 

・耐震設計分野 

軽水炉型原子力発電所の耐震設計に関わる規格について，国の要求事項を踏まえ，また

設計建設規格，維持規格など関連基準との整合性を図りながら，規程・指針の策定を実施

する。 

 

・放射線管理分野 

原子力施設での放射線安全を確保するため，遮へい設計や放射線管理の運用に関する基

本方針及び具体的手順等について，必要に応じて日本保健物理学会と連携し，規定・指針

の策定を実施する。 

 

・運転・保守分野 

軽水型原子力発電所の設備の維持管理から運転員の資格認定に至る多岐にわたる規格に

ついて，国の要求事項を踏まえ，また他分野の規格との整合性を図りながら，規程・指針

の策定を実施する。 
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４．２ 各分野の規格基準などの標準策定の活動目標 

日本原子力学会 標準委員会，日本機械学会 発電用設備規格委員会，日本電気協会 原子力規

格委員会の 三学協会の各組織において策定を計画している原子力発電所および原子力施設を対

象とした，技術分野 －「安全に関する」分野から「構造に関する」分野，「運用・運転に関する」

分野，および再処理，廃棄物処理処分，さらには高速炉関連および規格基準などの標準策定活動

一般－ の各分野の活動目標（案）を図４．２に示す。 

このうち，代表的な項目についての要点をまとめると，以下のとおりである。 

 

・体系的整備：学会標準や学協 

会規格の安全規制との関連を 

明確にし，体系的に整備する 

観点で見直す。 

・運転プラントへの対応とリス 

ク情報の活用：定量的リスク 

評価やリスク情報活用などの 

技術による規格基準の高度 

化，部分安全係数など構造信 

頼性手法に基づくと安全余裕 

の適正化と規格基準のシステ 

ム化規格体系を検討する。 

・新技術，新型炉の規格整備： 

豊富な経験を元に開発した技 

術の運転プラントへの適用や， 

次世代軽水炉及び FBR の開 

発・導入においては，開発と 

同時に適正な規格基準も開 

発して行かなければならない。 

・再処理，廃棄物処理処分，廃 

炉の規格整備：燃料の再処理 

や廃棄物処理処分に関する規 

格化や近い将来に必要となる 

廃炉とその廃棄物処分に関す 

る規格基準の検討にも着手す 

る必要がある。 

 

４．３ 三学協会の 2007 年度・08 年度（平成 19・20 年度）の策定計画 

－直近のロードマップ－ 

産業界からの要望（参考１）を参考に日本原子力学会，日本機械学会および日本電気協会に

て策定した，2007 年度，2008 年度の学協会規格の策定計画の年度展開は既に資料２に示してい

る。全体としてこれまでに 67件の学協会規格を策定し，今後新規策定および改訂を計画している。 

日本原子力学会 標準委員会の策定計画，日本機械学会 発電用設備規格委員会での策定計画

および日本電気協会 原子力規格委員会での策定を画している学協会規格は資料２の中の計画で

示すように，約 40件の策定・見直しを計画している。 

短期 中期 長期

安全評価 確率論的安全評価手法の展開

炉心・燃料設計 現状の整理 新基準策定 新体系の整備・施行

安全設計・評価体系 体系化の検討

（安全規制に係る表儒の基本的体系
については別紙参照）

新たな規制基準体系の策定と施行

臨界安全管理の基本事項 安全審査指針との性能規定化分担

リスク評価・情報活用 活用ガイド 各部門への展開

プラント運転・運用

定期安全レビュー実施基準

高経年化対策実施基準
高度化

技術・設備分野

制御系・計装盤 新システム対応安全制御設計

品質保証実施基準の見直し原子力安全・品質保証

新検査制度運転・保守

維持運用基準（検査法など）構造検査

新燃料の検査基準 新体系の整備・施行原子燃料検査

新審査指針への対応 性能規定化への対応耐震設計

モニタリング基準など放射線管理

廃棄物処分の基準類廃棄物処理処分安全設計・評価 再処理施設関連の基準類

軽水炉技術規格 体系化と再調整
（設計・建設、材料、溶接、維持）

リスク情報の取り込み

動的機器機能認証規格

機能確認試験規格

システム化規格案全裕度見直し

構造設計における品質保証規格
（溶接、非破壊検査相当のものの整備）

認証認定規格 組織に対する認証規格

設計技術者に対する認証制度

高速炉技術規格 高速炉運転保守規格高速炉設計建設規格高度化

廃棄物処理処分施設構造健全性
解体廃棄物輸送容器などの構造規格

再処理設備規格

安全設計・評価

構造健全性

運転･運用

再処理・廃棄物処理処分

再処理施設構造健全性規格

短期 中期 長期

安全評価 確率論的安全評価手法の展開安全評価 確率論的安全評価手法の展開

炉心・燃料設計 現状の整理 新基準策定 新体系の整備・施行炉心・燃料設計 現状の整理 新基準策定 新体系の整備・施行

安全設計・評価体系 体系化の検討

（安全規制に係る表儒の基本的体系
については別紙参照）

新たな規制基準体系の策定と施行

臨界安全管理の基本事項 安全審査指針との性能規定化分担

安全設計・評価体系 体系化の検討

（安全規制に係る表儒の基本的体系
については別紙参照）

新たな規制基準体系の策定と施行

臨界安全管理の基本事項 安全審査指針との性能規定化分担

リスク評価・情報活用 活用ガイド 各部門への展開リスク評価・情報活用 活用ガイド 各部門への展開

プラント運転・運用

定期安全レビュー実施基準

高経年化対策実施基準
高度化

プラント運転・運用

定期安全レビュー実施基準

高経年化対策実施基準
高度化

技術・設備分野

制御系・計装盤 新システム対応安全制御設計 制御系・計装盤 新システム対応安全制御設計

品質保証実施基準の見直し原子力安全・品質保証 品質保証実施基準の見直し原子力安全・品質保証

新検査制度運転・保守 新検査制度運転・保守

維持運用基準（検査法など）構造検査 維持運用基準（検査法など）構造検査

新燃料の検査基準 新体系の整備・施行原子燃料検査

新審査指針への対応 性能規定化への対応耐震設計 新審査指針への対応 性能規定化への対応耐震設計

モニタリング基準など放射線管理 モニタリング基準など放射線管理

廃棄物処分の基準類廃棄物処理処分安全設計・評価 再処理施設関連の基準類廃棄物処分の基準類廃棄物処理処分安全設計・評価 再処理施設関連の基準類

軽水炉技術規格 体系化と再調整
（設計・建設、材料、溶接、維持）

リスク情報の取り込み

動的機器機能認証規格

機能確認試験規格

システム化規格案全裕度見直し

軽水炉技術規格 体系化と再調整
（設計・建設、材料、溶接、維持）

リスク情報の取り込み

動的機器機能認証規格

機能確認試験規格

システム化規格案全裕度見直し

構造設計における品質保証規格
（溶接、非破壊検査相当のものの整備）

認証認定規格 組織に対する認証規格

設計技術者に対する認証制度

高速炉技術規格 高速炉運転保守規格高速炉設計建設規格高度化

廃棄物処理処分施設構造健全性
解体廃棄物輸送容器などの構造規格

再処理設備規格

安全設計・評価

構造健全性

運転･運用

再処理・廃棄物処理処分

再処理施設構造健全性規格

図４．２ “学協会規格”策定の活動目標 (案) 
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５． 標準策定計画のまとめ 

本報告では，三学協会の活動を中心に，規格基準などの標準の策定計画を定める際の基本的な

考え方について，原子力関係学協会規格類協議会において検討している経過をとりまとめている。

主要な論点は， 

① 規制基準の性能規定化と対応付けられた規格基準などの標準の体系的な整備 

② 学協会規格の開発整備に際して必要な安全基盤研究等の，国，学協会，産業界の連携のもと

での企画推進と規格への反映を実現する仕組み 

③ 技術開発戦略マップ，ロードマップなどの手法を活用した産業界，官界，学術界，および学

協会の連携と認識の共有 

等である。また，規制基準，学協会規格等の標準策定活動は，基本的に産官学の対等な協力関係

の下に役割を分担して進められることが重要である。 
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 添付 １  規制基準・学会標準の体系の現状の全体像－技術マップ 

<指針･基準，規格･標準の体系> 

添付 １ 

プラントライフサイクルにおける規制規準と民間規格

開
発

設

計

建
設

事業者/メーカ

立
地

国

開
発

設

計

建
設

事業者/メーカ

立
地

国

地点選定

環境調査

設置
許可
申請

工事
計画
認可
申請

安
全
審
査

設置
許可

燃料体設計
認可申請

工事
計画
認可

燃料体
設計許
可

着工

各
種
検
査
申
請

燃料体
検査

溶接安
全管理
検査

使用前
検査

保安規定認
可申請

保安
規定
認可

運転計画届
出

規制基準 国に引用される民間規格 自主運用規格

省令１２３号 電気工作物の溶
接に関する技術基準

設計・建設規格
JSME S NC1-2005

材料規格 (2006年版予定）

コンクリート製 原子炉格納容
器規格 JSME S NE-2003

事例規格 応力分類によらない強度評価法

超高サイクル疲労の
評価基準

原子炉構造材の監視試験方法JEAC4201-2000

フェライト鋼の落重試験方法JEAC4202-2004

Appendix 配管における高サイクル熱疲労

評価基準

Appendix                            
ＳＧ流力弾性振動基準

原子力発電所の火災防護指
針JEAG4607-1999

省令６２号 発電用原子力設
備の技術基準

環境疲労評価基準（2006年版）

塗装に関する規格

（制定要否検討中）

溶接規格 JSME S NB1-2001
（2006年版 予定）

事例規格 応力腐食割れ発生の抑制に対す
る考慮(2006年版）

事例規格 加圧防護に関する規定(2006年

版）

事例規格 混合ガス蓄積防止規格

原子力発電所耐震設計技術指針
JEAG4601-1984, 1987, 1991

(今後改訂予定）
耐震設計審査指針

免震構造設計技術指針
JEAG4614-2000

鋼板コンクリート構造に関する技術指針
JEAG4618-200X

省令６２号
発電用原子力設備の
技術基準

原子力施設鉄筋コンクリート構造計算基準

原子力発電プラントにおける統計的安全評価基準

新型炉

研究・開発

原子力発電所の耐雷指針
JEAG4608-1998

原子炉冷却材圧力バウンダリ、原子炉格納容器バウンダリの定義規定
JEAC4602-200X

原子力発電所工学的安全設備及びその関連施設の定義規定
JEAC4605-200X

安全保護系へのディジタル計
算機の適用に関する指針
JEAG4609-1999

計算機化されたヒューマンマシ
ンインターフェイスに関する指
針JEAG4617-200X

配管破損防護設計規格2002 / 200X改訂予定

安全機能を有する計測制御装置の設計指針JEAG4612-1998

安全機能を有する電気・機械装置の重要度分類指針JEAG4611-1991

原子力発電所安全保護系の設計指針JEAG4604-1993

安全設計審査指針

原子力発電所保安電源設備の設計指針JEAG4603-1992

告示第１８７号 線量
当量限度等を定める告示

原子力発電所放射線遮へい設計指針JEAG4615-2003

原子力発電所放射線モニタリング指針JEAG4606-2003

原子力発電所個人線量モニタリング指針JEAG4610-2003

省令６２号
発電用原子力設備の
技術基準

詳細設計
へ

BWRの核熱水力安定性評価基準

安全評価審査指針

BWRにおける過渡的な沸騰遷移後の燃料健全性評価基準

立地多様化技術

耐震設計に関する安全性照査マニュアル

屋外重要土木構造物の耐震性能照査指針

原子力発電所の津波評価技術

原子力発電所の活断層系評価技術

新型炉などの研究開発後の実用化の段階においては、
既存の規格・標準に加え、新たな規格・標準が必要となる。

安全設計審査指針

立地審査指針

基
本
設
計

詳
細
設
計

建

設

① 本図は、わが国のすべての民間規格を体系化したものではない。今後の学会標準策定ロードマップ検討の材料に、
現状と当面の計画から抜粋し、プラントの概略ライフサイクルフローに当てはめたものである。

② 当面の計画も随時見直されているため、ここで計画を保証するものではない。

③ 民間規格には、プラントのある一つの段階のみに適用するものではないものもあるため、複数の段階に関連するも
のもあるが、本図では主に関連する段階に記載した。

④ 本図は事業者の許認可行為を中心に記載しているため、メーカの開発活動、事業者の自主保安活動に関しては記
載が不足している。

原子力学会標準委員会運営タスク
2006.7.20

第 2 回原子力安全基盤小委員会 日本原子力学会 標準委員会 の報告 
「原子力学会の標準策定活動への提言」より引用 
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<指針･基準，規格･標準の体系> 

 

添付 １ 

プラントライフサイクルにおける規制規準と民間規格

事業者

廃
止
措
置

運
転

国事業者

廃
止
措
置

運
転

国

定期事業者検
査

定期検査申請 定期検査

定期安全
管理審査

保安規定
の遵守状
況の検査

定期安全レ
ビュー

高経年化検討

解体届出

電気工作
物変更届
出

保安規定
変更認可
申請

施設定期
検査申請

事業廃止
届出

保安規
定変更
認可

保安規
定の遵
守状況
の検査

施設定
期検査

規制基準 国に引用される民間規格 自主運用規格

維持規格
JSME S NA1-2004

原子力用機器に対する
破壊靱性の確認試験方法

JEAC4206-2003追補

供用期間中検査における超音波探傷試
験指針JEAG4207-2004

ＳＧ伝熱管の供用期間中検査における渦
流探傷試験指針JEAG4208-1996

超音波探傷検査能力認定規格
（ＮＤＩ協会 NDIS0603 PD認証規格制定済み）

原子力発電所の保守管理規
程 JEAC4209-2003

省令７７号
電気事業法 施行規則

標準定期事業者検査要領策定指針

原子力発電所における保守管理に関す
るリスク情報活用指針

軽水型原子力発電所の運転保守指
針JEAG4803-1999

ケーブル健全性評価指針

原子炉構造材の監視試験方法
JEAC4201-200X

原子炉格納容器の漏えい試験規定
JEAG4203-2004

省令６２号 発電用原子力設備の技
術基準

RI-ISI規格

配管減肉管理に関する規格
JSME S CA1-2005

JEAC４２０９ ガイドライン

事例規格 周方向欠陥に対する許容角
度制限の代替規定 (2006年版）

事例規格

蒸気発生器伝熱管の体積試験
判定基準 (2006年版）

ＰＷＲ配管減肉管理に関する技
術規格 (2006年版）

ＢＷＲ配管減肉管理に関する
技術規格 (2006年版）

技術的能力に係る審査指針 技術的能力に係る審査指針の解釈指針

安全目標、性能目標

耐震設計審査指針

停止時PSA手順

レベル1、レベル２PSA手順

地震時PSA手順

リスク情報の活用に
関する包括ガイドライン

原子力発電所の保守管理規程
JEAC4209-2003

RI-ISI規格

保守管理に関するリス
ク情報活用指針

保安規定作成・運用に係る
指針

PSA用信頼性データベースに関す
る技術基準

PSAピアレビュー技術基準

組織管理

保守管理

運転管理

化学管理

放射線管理

炉心管理

燃料管理

放射性廃棄物
管理

緊急時管理

品質保証 省令７７号
実用炉規則

原子力災害対策特別措置法

運転責任者に係る基準等に関す
る規程 （合否判定等業務等に
関する要領）

消防法

原子力発電所の緊急時対策指針（JEAG4102-200X)

原子力発電所の運転マニュアル作成指針(JEAG4801-
1995)

原子力発電所運転員の教育・訓練指針(JEAG4802-
2002)

耐震に関するプラント運用基準（未制定）

原子力発電所防火管理指針（制定の要否を含め検討中）

情報収集に関する指針（新規）

サーベランステストに関する標準指針（新規）

リスク情報活用ガイドライン（新規）

保安規定作成・運用に係る指針（未制
定）

原子力発電所の保守管理規程
（JEAG4209-2003)

原子力発電所における安全のための品質保証規
程(JEAC4111-2003)の適用指針－原子力発電所
の運転段階－（JEAG4121-200X) (仮称）

原子力発電所における安全のための品質
保証規程（JEAC4111-2003)

原子炉施設の解体に係る基本的考え方

省令７７号
実用炉規則（廃止措置に係る技術基
準の追加が必要）

原子力発電所における安全のための品質保証規程
（JEAC4111-2003)

原子炉施設の廃止措置関連の指針、基準類
（建屋、敷地開放に関する基準を含む）

クリアランスの判断方法AESJ-SC-F005:2005

原子炉等規制法

クリアランス検認に係る技術基準

定期安全レビュー実施基準

高経年化対策実施基準
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<指針･基準，規格･標準の体系> 

 

廃棄物処分施設のライフサイクルにおける規制規準と民間規格

廃
棄
体
定
置

埋
設
地
管
理

輸
送

廃
棄
物
処
理
・
払
出
し

埋
め
戻
し
・閉
鎖

建
設

開
発

設

計

廃
止
措
置
（事
業
終
了
）

事業者

立
地

国

廃
棄
体
定
置

埋
設
地
管
理

輸
送

廃
棄
物
処
理
・
払
出
し

埋
め
戻
し
・閉
鎖

建
設

開
発

設

計

廃
止
措
置
（事
業
終
了
）

事業者

立
地

国

地点選定

環境調査

事業
許可
申請

施設
確認
申請

安
全
審
査

事業
許可

施設
確認
検査

着工

埋
め
戻
し
・整
地

施設
確認
検査

保安規
定認可
申請

保安
規定
認可

地上施
設

廃止措
置計画
認可申
請

規制基準 国に引用される民間規格 自主運用規格

炉規制法施行令

政令濃度上限値

発電所廃棄物：制定済み

TRU廃棄物：原安委にて検討

中

【廃棄体
製作】

研究・開発

安全審査指針

（安全審査の基本的考
え方）

浅地中：制定済み

余裕深度：原安委埋設分科会
にて検討中

告示第２号
技術細目を定める告示

布令（省令）（埋設規則）

技術基準

地層処分（高レベル廃棄物、低発熱長半減期廃棄物）については、新たな規格・標準が必要となる。

基
本
設
計

詳
細
設
計

建

設

原子力学会標準委員会運営タスク
2006.10.2

極めて放射能レベルの低い放射性廃棄物処分（浅
地中トレンチ処分）の安全評価手法

埋設施設の標準的な閉鎖/閉鎖後管理方法

浅地中トレンチ処分対象廃棄体の放射能濃度評価方法

浅地中ピット処分対象廃棄体の放射能濃度評価方法

府令５７号
事業所外運搬規則

（経済産業省）

省令３０号
危険物船舶運送及び貯蔵規
則

（国土交通省）

輸送容器安全設計及び検査基準(低レベル廃棄物処分）

輸送容器定期点検基準(低レベル廃棄物処分）

余裕深度処分の安全評価手法

余裕深度処分対象廃棄体製作方法

余裕深度処分対象廃棄体の放射能濃度評価方法

埋設施設の検査基準

確認
期日
届

廃棄
体確
認申
請

施設
確認
検査

浅地中ピット処分対象廃棄体製作方法

埋設施設の自主検査基準

【廃棄体
放射能

濃度評
価】

確認
期日
届

確認
期日
届

廃
棄
体
製
作
・搬
出

構
外
輸
送

廃
棄
体
定
置

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

施設
確認
検査

地
上
施
設
解
体

計画
認可

布令（省令）（埋設規則）

技術基準

安全審査指針

（安全審査の基本的考
え方）

段階的管理など

保安規
定変更
認可申
請

保安
規定
変更
認可

布令（省令）（埋設規則）

事業終了後の記録の保管など

安全審査指針

（安全審査の基本的考え方）

管理期間終了後の安全評価・
線量基準

（管理期間終了後の）安全評価手法

再掲

浅地中ピット処分の安全評価手法
【安全
評価】

使用済み燃料用は整備済み

使用済み燃料用は整備済み

作成済み 作成中 計画中
凡
例

作成済み 作成中 計画中
凡
例

添付 １ 
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添付 ２ 三学協会による規格基準などの標準(学協会規格)策定の現状と計画(1/2) 

 
適用分野 規格名 策定機関 策定･改訂 

設計建設規格 (JSME S NC1-2001)  日本機械学会  

設計建設規格第Ⅰ編 (JSME S NC1-2005) 日本機械学会 追補検討中 

設計建設規格第Ⅱ編 (JSME S NC2-2005) 日本機械学会 追補検討中 

設計建設規格 (JSME S NC1-2001）及び（JSME S NC1-2005） 

【事例規格】発電用原子力設備における応力腐食割れ発生の抑制に対する考慮（NC-CC-002）  

日本機械学会  

設計建設規格（JSME S NC1-2001）及び（JSME S NC1-2005） 

【事例規格】過圧防護に関する規定（NC-CC-001） 

日本機械学会  

維持規格 (JSME S NA1-2000)  日本機械学会  

維持規格 (JSME S NA1-2002) 日本機械学会  

維持規格 (JSME S NA1-2004) 日本機械学会 追補検討中 

維持規格（JSME S NA1-2002） 

【事例規格】周方向欠陥に対する許容欠陥角度制限の代替規定（NA-CC-002） 

日本機械学会  

溶接規格 (JSME S NB1-2001)  日本機械学会 改訂検討中  

材料規格 (JSME S NJ1-****) 日本機械学会 策定中 

原子炉冷却材圧力ﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘ、原子炉格納容器ﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘの範囲を定める規程 (JEAC4602-2004) 日本電気協会 検討中 

原子力発電所工学的安全施設及びその関連施設の範囲を定める規程 (JEAC4605-2004) 日本電気協会 検討中 

原子力発電所の火災防護指針 (JEAG4607-1999) 日本電気協会 改定中 

原子力発電所の火災防護管理面指針 日本電気協会 策定中 

設計建設規格【事例規格】混合ガス蓄積防止に対する考慮 日本機械学会 策定中 

原子力発電所耐震設計技術指針 (JEAG4601-1987)  日本電気協会 改定中 

原子力発電所耐震設計技術指針・補 重要度分類・許容応力編 (JEAG4601・補-1984)  日本電気協会 改定中 

原子力発電所耐震設計技術指針 追補版 (JEAG4601-1991) 日本電気協会 改定中 

配管内円柱状構造物の流力振動評価指針 (JSME S012-1998) 日本機械学会  

蒸気発生器伝熱管Ｕ字管部流力弾性振動防止指針 (JSME S016-2002) 日本機械学会  

配管の高サイクル熱疲労に関する評価指針 (JSME S017-2003) 日本機械学会  

配管減肉管理に関する規格 (JSME S CA1-2005) 日本機械学会  

配管破損防護設計規格 (JSME S ND1-2002） 日本機械学会  

ｺﾝｸﾘｰﾄ製原子炉格納容器規格 (JSME S NE1-2003) 日本機械学会  

原子炉格納容器の漏えい試験規程 (JEAC4203-1994) 日本電気協会  

原子炉格納容器の漏えい率試験規程 (JEAC4203-2004) 日本電気協会 改定中 

安全保護系へのディジタル計算機の適用に関する指針（JEAG 4609-1999） 日本電気協会 改定中 

中央制御室の計算機化されたヒューマンマシンインタフェースの開発及び設計に関する指針（JEAG 4617-2005） 日本電気協会 検討中 

安全機能を有する計測制御装置の設計指針（JEAG 4611-1991） 日本電気協会 検討中 

原子炉制御室の居住性に関する指針（仮称） 日本電気協会 策定中 

性能規定化した技術基準

（省令 62 号）の詳細規定

として引用 

原子力発電所の放射線遮へい設計指針 (JEAG4615-2003)  日本電気協会 改定中 

環境疲労評価手法 (JSME S NF1-2006) 日本機械学会  

加圧水型原子力発電所 配管減肉管理に関する技術規格 (JSME S NG1-2006) 日本機械学会  

沸騰水型原子力発電所 配管減肉管理に関する技術規格 (JSME S NH1-2006) 日本機械学会  

安全系電気・計装品の耐環境性に関する指針（仮称）(JEAG ****-****) 日本電気協会 策定中 

軽水型原子力発電所用機器の供用期間中検査における超音波探傷試験指針 (JEAG 4207-2004) 日本電気協会 改定中 

軽水型原子力発電所用蒸気発生器伝熱管の供用期間中検査における渦流探傷試験指針 (JEAG 4208-2005) 日本電気協会 検討中 

原子力発電所の供用期間中検査における超音波探傷試験検査システムの性能実証試験指針（仮称）(JEAG 

****-****) 

日本電気協会 検討中 

原子力発電所の定期安全レビュー実施手順:2006（AESJ-SC-P004:2006）（ＰＳＲ標準） 日本原子力学会  

高経年化 

原子力発電所の高経年化対策実施基準:2007（AESJ-SC-P005:2007）（ＰＬＭ標準） 日本原子力学会  

原子力発電所の出力運転状態を対象とした確率論的安全評価に関する実施基準（レベル 1ＰＳＡ編） 日本原子力学会 策定・改定中 

原子力発電所の停止状態を対象とした確率論的安全評価手順:2002（AESJ-SC-P001:2002） 日本原子力学会   

原子力発電所の出力運転状態を対象とした確率論的安全評価に関する実施基準（レベル 2ＰＳＡ編） 日本原子力学会 策定中 

原子力発電所の確率論的安全評価に関する実施基準（レベル３ＰＳＡ編） 日本原子力学会 策定中 

原子力発電プラントにおける統計的安全評価基準 日本原子力学会 策定中 

リスク情報の活用に関するガイドライン 日本原子力学会 検討中 

ＰＳＡ 

PSA 用信頼性データベースに関する標準 日本原子力学会 検討中 

原子力発電所免震構造設計技術指針 (JEAG 4614-2000) 日本電気協会 検討中 

鋼板コンクリート構造 建物・構築物編 耐震設計技術指針 (JEAG 4618-2005) 日本電気協会 改定中 

鋼板コンクリート構造 機器支持定着部編 耐震設計技術指針 (JEAG 4619-****) 日本電気協会 策定中 

耐震 

原子力発電所の地震を起因とした確率論的安全評価実施基準:2007（AESJ-SC-P006:2007） 日本原子力学会  

JEAC4111-2003 適用指針 ‐原子力発電所の運転段階‐ (JEAG 4121-2005) 日本電気協会 改定中 

原子力発電所の保守管理規程 (JEAC 4209-2003) 日本電気協会 改定中 

原子力発電所の保守管理指針 (JEAC 4210-****) 日本電気協会 策定中 

原子力発電所の運転マニュアル作成指針 (JEAG 4801-1995) 日本電気協会 廃止 

原子力発電所運転員の教育・訓練指針 (JEAG 4802-2002) 日本電気協会 検討中 

軽水型原子力発電所の運転保守指針 (JEAG 4803-1999) 日本電気協会 検討中 

原子力発電所の設備診断技術に関する技術指針 (JEAG****-****) 日本電気協会 策定中 

運転･保守 

安全保護系計器のドリフト評価指針（仮称） (JEAG4621-****) 日本電気協会 策定中 

原子力発電所における安全のための品質保証規程 (JEAC 4111-2003) 日本電気協会 改定中 品質保証 

原子力発電所の品質保証指針 (JEAG 4101-2000) 
日本電気協会 改訂または廃止の

検討中 
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添付 ２  三学協会による規格基準などの標準(学協会規格)策定の現状と計画(2/2) 

 

 

(注) 最新の情報は、各学協会に確認ください。 

適用分野 規格名 策定機関 策定･改訂 

使用済燃料貯蔵施設規格 金属キャスク構造規格 (JSME S FA1-2001) 日本機械学会 改訂検討中 

使用済燃料貯蔵施設規格 ｺﾝｸﾘｰﾄｷｬｽｸ,ｷｬﾆｽﾀ詰替装置およびｷｬﾆｽﾀ輸送ｷｬｽｸ構造規格 (JSME S FB1-2003) 日本機械学会  

乾式キャスク貯蔵建屋基礎構造の設計に関する技術指針 (JEAG 4616-2003) 日本電気協会 検討中 

セメント系固化剤による地盤改良工法を用いた乾式キャスク貯蔵建屋基礎構造の設計に関する技術指針（仮称） 

(JEAG ****-****) 

日本電気協会 検討中 

収着分配係数の測定方法－浅地中処分のバリア材を対象としたバッチ法の基本手順：2002（AESJ-SC-F003: 2002） 日本原子力学会   

使用済燃料・混合酸化物新燃料・高レベル放射性廃棄物輸送容器定期点検基準：2000（AESJ-SC-F001: 2000） 日本原子力学会 改定中  

低レベル放射性廃棄物Ｂ型輸送容器の安全設計及び検査基準 日本原子力学会 策定中 

使用済燃料中間貯蔵施設用金属キャスクの安全設計及び検査基準:2004（AESJ-SC-F002: 2004） 日本原子力学会 改訂中  

クリアランスの判断方法:2005 (AESJ-SC-F005:2005) 日本原子力学会   

余裕深度処分対象廃棄体の製作方法の標準化 日本原子力学会 策定中 

原子力発電所から発生する放射性廃棄物の放射能評価方法の標準化 日本原子力学会 策定中 

返還放射性廃棄物の廃棄確認方法に係る標準化 日本原子力学会 策定中 

余裕深度処分の安全評価手法 日本原子力学会 策定中 

使用済燃料・混合酸化物新燃料・高ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ放射性廃棄物輸送容器の安全設計及び検査基準:2006 

(AESJ-SC-F006:2006) 

日本原子力学会   

極めて放射能レベルの低い放射性廃棄物処分の安全評価手法:2006 (AESJ-SC-F007:2006) 日本原子力学会   

使用済燃料中間貯蔵施設用コンクリートキャスク及びキャニスタ詰替装置の安全設計及び検査基準：2007

（AESJ-SC-F009:2007） 

日本原子力学会  

収着分配係数の測定方法－深地層処分のバリア材を対象とした測定方法の基本手順：2006（AESJ-SC-F008:2006） 日本原子力学会  

ウラン・ＴＲＵ取扱施設のクリアランスレベルの標準化 日本原子力学会 策定中 

使用済燃料、廃棄物 

LLW 埋設施設の埋め戻し後管理の標準化 日本原子力学会 策定中 

原子炉施設の廃止措置の計画と実施：2006（AESJ-SC-R003:2006） 日本原子力学会  廃炉 

研究用原子炉の廃止措置に関する基本的考え方：2003（AESJ-SC-R001:2003） 日本原子力学会 廃止  

原子力発電所放射線モニタリング指針 (JEAG 4606-2003) 日本電気協会 検討中 

原子力発電所個人線量モニタリング (JEAG 4610-2003) 日本電気協会 検討中 

放射線 

放射線遮蔽計算のための線量換算係数:2004 (AESJ-SC-R002:2004) 日本原子力学会   

原子力発電所保安電源設備の設計指針 (JEAG 4603-1992) 日本電気協会 検討中 

原子力発電所安全保護系の設計指針 (JEAG 4604-1993) 日本電気協会 検討中 

原子力発電所の耐雷指針 (JEAG 4608-1998) 日本電気協会 改訂中 

安全機能を有する電気・機械装置の重要度分類指針 (JEAG 4612-1998) 日本電気協会 検討中 

原子炉構造材の監視試験方法 (JEAC 4201-2004) 日本電気協会 検討中 

フェライト鋼の落重試験方法 (JEAC 4202-2004) 日本電気協会 検討中 

原子力発電所用機器に対する破壊靱性の確認試験方法 (JEAC 4206-2004) 日本電気協会 改定中 

塗装規格（仮称） (JEAG ****-****) 日本電気協会 策定中 

発電用原子燃料品質管理指針 (JEAG 4204-2003) 日本電気協会 検討中 

軽水型原子力発電所用機器の供用期間中検査 (JEAC4203-2004) 日本電気協会 廃止予定 

火山に対する原子力発電所 安全性評価指針（仮称） (JEAG ****-****) 日本電気協会 策定中 

原子力発電所の緊急時対策指針 (JEAG 4102-1996) 日本電気協会 改定中 

原子力発電所運転責任者の判定に係る規程 (JEAC4804-****) 日本電気協会 策定中 

原子力発電所配管破損防護設計技術指針 (JEAG4613-1998) 日本電気協会 廃止予定 

ＢＷＲの核熱水力安定性評価基準 日本原子力学会 策定中 

ＢＷＲにおける過渡的な沸騰遷移後の燃料健全性評価基準:2003（AESJ-SC-P002: 2003） 日本原子力学会   

原子力施設の安全解析における排気筒有効高さを求めるための風洞実験実施基準:2003 (AESJ-SC-P003: 2003) 日本原子力学会   

原子炉崩壊熱の標準化 日本原子力学会 検討準備中 

燃料の補修に関する基準 日本原子力学会 検討準備中 

二相流解析における適用構成式の基準 日本原子力学会 検討準備中 

その他 

臨界安全の基本事項:2004 (AESJ-SC-F004:2004) 日本原子力学会   
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参考 １  原子力分野における 規格基準整備の要望 (1/2) 

設計・建設規格
材料規格
溶接規格
（事例規格）新しい設計法（1/2.4Su規格、ひずみ制限規格）

原子力発電所耐震設計技術指針

リスク情報活用ガイドライン
PSA用信頼性DBに関する技術基準
原子力発電所の停止状態を対象とした確率論的安全評価手法
保安規定のAOT/STIへのリスク情報適用のための調査・検討
火災PSA、溢水PSA標準

統計的安全評価手法標準
塗装に関する規格
中央制御室居住性

安全機能を有する計測制御装置の設計指針他
原子力発電所保安電源設備の設計指針
原子力発電所安全保護系の設計指針
電気計装品耐環境性
安全機能を有する電気・機械装置の重要度分類指針
原子力火災防護設計指針
配管破損防護設計規格
火山基準整備
原子力発電所の耐雷指針

耐震に関するプラント運用基準

原子力発電所機器に対する破壊靭性確認試験方法
計器ドリフト評価方法の整備
原子炉格納容器の漏えい率試験規定

配管減肉管理指針
環境疲労評価基準
維持規格
原子力発電所の高経年化対策実施基準（PLM基準）
原子力発電所の定期安全レビュー実施基準（PSR基準）
ＲＩ－ＩＳＩ規格
軽水型原子力発電所用機器の供用期間中検査における
超音波探傷試験指針
表面ETC指針
（事例規格）維持規格関連（表面改質法）

（今後の検討課題）

（今後の検討課題）

（原子力学会での検討を踏まえ取り組む）

 
燃料の安全設計基準

 課題 分野

プラント建設

建設技術維持･向上

運転・保守

高経年化対策も含めた新
保全計画に基づく保全の
高度化

リスク活用による
設計・保全の合理化

最新知見の反映による
安全性向上

プラント運用に関する合理
的なルールの整備

プラントマネージメント能力の
向上

軽水炉の高度利用 出力増強の実現

高燃焼度燃料の開発

従業員被曝低減

　原子力産業界のニーズをベースとした19年度以降の規格・基準類整備の要望

プラントマネージメント

新耐震指針への対応

19年度以降直近の主な整備規格・基準

Ⅰ．プラント設備、運用関係

　　　課題の優先度：
　　　　　：　特に高い（AA)
　　　　　：　高い（A)
　　　　　：　中程度（B)
　　　　　　：　当面フォロー

（中間法人）日本原子力技術協会からの提示 
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参考 １  原子力分野における 規格基準整備の要望 (2/2) 

廃止措置の安全確保に関する民間基準

余裕深度処分の標準的な安全評価方法
L1廃棄体の標準的な放射能濃度評価及び廃棄確認方法
L1埋設施設建設における標準的な施設確認方法
L1施設の標準的な施設閉鎖／閉鎖後管理
L1/L2廃棄物B型輸送容器の安全設計・検査基準
L1/L2廃棄物B型輸送容器の定期点検基準
Ｌ２，Ｌ３廃棄体の標準的な製作方法及び廃棄確認方法
Ｌ２，Ｌ３廃棄体の標準的な放射能濃度評価方法
Ｌ２，Ｌ３埋設施設の標準的な施設確認方法
Ｌ２，Ｌ３施設の標準的な施設閉鎖／閉鎖後管理

（順次策定）

ウラン・ＴＲＵ取り扱い施設クリアランスレベルの検認方法

返還廃棄物の確認に係る民間規格基準整備

（ニーズにより検討）

（検討中）

（検討中）

（見直しの検討）

（新型炉開発と協調）

（中期・長期で見直し）

（開発フェーズで検討）

放射性廃棄物 低レベル廃棄物の合理的
な処理･処分・輸送の実現

原子炉廃止措置 安全かつ合理的コストによ
る廃止措置の実現

高レベル廃棄物処分の実現

TRU廃棄物、ウラン廃棄物
等サイクル廃棄物処分の実
現

MOX燃料利用

再処理事業の安定
操業

MOX燃料利用プラントの安
全評価等

合理的なMOX工場の実現

合理的な保守・改造の実施

中間貯蔵の実現 合理的な使用済み燃料の
輸送、貯蔵の実施

Ⅱ．サイクル・廃棄物関係

 課題 分野

Ⅲ．新型炉関係

高速増殖炉 もんじゅの安定運転

実証炉（仮称）の開発

次世代型軽水炉 次世代炉の合理的な導入

19年度以降直近の主な整備規格・基準

海外返還廃棄物の受入・
貯蔵

（中間法人）日本原子力技術協会からの提示 



資 料５ 

 

 

 

 

 

原子力専門家人材 マップ 

 
 

 

（人材 ニーズマップ及びリソースマップ） 
（材料工学、機械工学及び熱流体工学分野） 

 

平成１９年７月 

原子力安全・保安院 

（財）エネルギー総合工学研究所 



原子
核・
放射
線

○原子力工学
○放射線計測
○炉物理
○原子核工学
○原子核物理
○放射線物理

電気
工学

○発電工学
○送変電工学
○電気設備

化学
工学

○原子炉化学
○放射化学
○化学

機械
工学

○機械工学
○破壊力学
○計算力学

材料
工学

○構造材料
○原子力材料
○材料工学
○材料力学
○腐食・防食

熱流
体工
学

○伝熱流動
○熱力学
○流体力学
○原子炉熱工学

土木
工学
   ・
建築
工学

○土木工学
○構造工学

社会
科学

○社会心理学
○社会学
○心理学

その
他

○理学部
　（物理、地質学等）
○農学部
等

原子力システムの安全
性・健全性 炉心・燃料 原子力保全 放射線応用・

放射線安全 核燃料サイクル 廃棄物埋設 施設の運営管理
（人的・組織的要因） 耐震 原子力規制 リスクコミュニケー

ション その他

○安全設計
○安全解析・評価

○炉心安全性
○燃料健全性
○炉心設計

○信頼性物理
○故障解析
○異常診断

○放射線応用
○保健物理
○環境線量評価
○放射線防護
○放射線医学・生物学

○再処理
○核燃料サイクル工学
○輸送技術

○廃棄物処理・処分
○貯蔵
○廃止措置

○ヒューマンファクタ
○品質保証・管理
○危機管理
○リスク評価
○組織・安全文化

○地質構造
○地震伝幡

○原子力法規
○放射線法規
○核物質防護

○災害心理
○組織心理
○コミュニケーショ
ン

１．人材ニーズマップ　（材料工学）

原子力特定技術分野（政策目標、政策対象分野）

原
子
力
基
礎
・
基
盤
分
野

各分野の内訳例

（注）原子力特定技術分野の政策ニーズと、原子力基礎・基盤分野における重要度を以下の分類で示す。
　　◎：政策ニーズが高いものの、人材が少ない又は高齢化している等人材ニーズが特に高い分野
　　－：特定技術分野との関係で、求められる基礎・基盤がない分野

-１-

構造材料 ◎ ◎ ◎ - - - -

原子力材料
・核融合学（材料）
・放射線照射（照射
脆化）

◎ ◎ ◎ - ◎ - - - -

材料工学
・金属物性/材料
・物性
・資源材料工学
・材料科学
・材料評価
・材料設計
・コンクリート
・エネルギー材料工
学
・複合材料工学
・（高温）材料強度
・材料リスクベース
工学

- - - -

材料力学 ◎ ◎ - - - - -

腐食・防食 ◎ ◎ - ◎ - - - -

原子力システム
の安全性・健全
性

炉心・燃料 原子力保全 放射線応用・
放射線安全

核燃料サイク
ル 廃棄物埋設

施設の運営管理
（人的・組織的要

因）
耐震 原子力規制 リスクコミュニ

ケーション その他

原子力特定技術分野

材
料
工
学
分
野



原子
核・
放射
線

○原子力工学
○放射線計測
○炉物理
○原子核工学
○原子核物理
○放射線物理

電気
工学

○発電工学
○送変電工学
○電気設備

化学
工学

○原子炉化学
○放射化学
○化学

機械
工学

○機械工学
○破壊力学
○計算力学

材料
工学

○構造材料
○原子力材料
○材料工学
○材料力学
○腐食・防食

熱流
体工
学

○伝熱流動
○熱力学
○流体力学
○原子炉熱工学

土木
工学
   ・
建築
工学

○土木工学
○構造工学

社会
科学

○社会心理学
○社会学
○心理学

その
他

○理学部
○農学部
等

原
子
力
基
礎
・
基
盤
分
野

２．人材リソースマップ　（材料工学）

・腐食・防食については、材料学会・腐食防食協会・化学工学会に８９名の人材が存在。
・材料工学は専門家人材が豊富であるが、原子力材料・構造材料は人材が比較的少ない。
・上記以外に原子力材料、耐食性材料などの専門委員会等を有する金属学会（7,240名）があるが、委員数は不明である。
（出展：（財）エネルギー総合工学研究所）

委員計

構造材料 構造
16名

疲労
32名 48名

原子力材料 材料部会
15名 15名

材料工学

機械材料・
材料加工
部門委員

30名

材料
13名

高温強度
32名

材料・界面
43名 118名

材料力学
材料力学
部門委員

60名
60名

腐食・防食 腐食・防食
28名

腐食・防食（ステ
ンレス鋼、高温

材料、寿命予測)
32名

腐食分科会
29名 89名

委員計 15名 90名 29名 92名 32名 72名 330名

学協会 原子力学会 機械学会 航空宇宙学会 材料学会 腐食防食協会 化学工学会

-２-



原子
核・
放射
線

○原子力工学
○放射線計測
○炉物理
○原子核工学
○原子核物理
○放射線物理

電気
工学

○発電工学
○送変電工学
○電気設備

化学
工学

○原子炉化学
○放射化学
○化学

機械
工学

○機械工学
○破壊力学
○計算力学

材料
工学

○構造材料
○原子力材料
○材料工学
○材料力学
○腐食・防食

熱流
体工
学

○伝熱流動
○熱力学
○流体力学
○原子炉熱工学

土木
工学
   ・
建築
工学

○土木工学
○構造工学

社会
科学

○社会心理学
○社会学
○心理学

その
他

○理学部
　（物理、地質学等）
○農学部
等

原子力システムの安全
性・健全性 炉心・燃料 原子力保全 放射線応用・

放射線安全 核燃料サイクル 廃棄物埋設 施設の運営管理
（人的・組織的要因） 耐震 原子力規制 リスクコミュニケー

ション その他

○安全設計
○安全解析・評価

○炉心安全性
○燃料健全性
○炉心設計

○信頼性物理
○故障解析
○異常診断

○放射線応用
○保健物理
○環境線量評価
○放射線防護
○放射線医学・生物学

○再処理
○核燃料サイクル工学
○輸送技術

○廃棄物処理・処分
○貯蔵
○廃止措置

○ヒューマンファクタ
○品質保証・管理
○危機管理
○リスク評価
○組織・安全文化

○地質構造
○地震伝幡

○原子力法規
○放射線法規
○核物質防護

○災害心理
○組織心理
○コミュニケーショ
ン

３．人材ニーズマップ　（機械工学）

原子力特定技術分野（政策目標、政策対象分野）

原
子
力
基
礎
・
基
盤
分
野

各分野の内訳例

（注）原子力特定技術分野の政策ニーズと、原子力基礎・基盤分野における重要度を以下の分類で示す。
　　◎：政策ニーズが高いものの、人材が少ない又は高齢化している等人材ニーズが特に高い分野
　　－：特定技術分野との関係で、求められる基礎・基盤がない分野

-３-

機械工学
・機械力学
・舶用機械
・機械設計
・タービン設計
・システムデザ
イン
・溶接
・非破壊
・設計工学
・動力エネル
ギー

- - - -

破壊力学 ◎ - ◎ - ◎ - -

計算力学 ◎ - ◎ - - - - -

原子力システム
の安全性・健全
性

炉心・燃料 原子力保全 放射線応用・
放射線安全

核燃料サイク
ル 廃棄物埋設

施設の運営管理
（人的・組織的要

因）
耐震 原子力規制 リスクコミュニ

ケーション その他

原子力特定技術分野

機
械
工
学
分
野



原子
核・
放射
線

○原子力工学
○放射線計測
○炉物理
○原子核工学
○原子核物理
○放射線物理

電気
工学

○発電工学
○送変電工学
○電気設備

化学
工学

○原子炉化学
○放射化学
○化学

機械
工学

○機械工学
○破壊力学
○計算力学

材料
工学

○構造材料
○原子力材料
○材料工学
○材料力学
○腐食・防食

熱流
体工
学

○伝熱流動
○熱力学
○流体力学
○原子炉熱工学

土木
工学
   ・
建築
工学

○土木工学
○構造工学

社会
科学

○社会心理学
○社会学
○心理学

その
他

○理学部
○農学部
等

原
子
力
基
礎
・
基
盤
分
野

４．人材リソースマップ　（機械工学）

・機械工学は機械学会・溶接学会に、破壊力学は材料学会・航空宇宙学会に相応の専門家人材が存在する。
（出展：（財）エネルギー総合工学研究所）

-４-

機械力学
機械力学・計測制

御部門
84名

84名

設計・システム
設計工学・システ

ム部門
37名

37名

溶接
溶接　23名

（構造、疲労、冶
金)

23名

動力エネルギー
動力エネルギーシ

ステム部門
23名

23名

破壊力学 破壊力学
36名

構造
16名 52名

計算力学
計算科学技術部

会
6名

計算力学部門
55名

計算工学
185名

シミュレーション
50名 296名

6名 199名 36名 16名 185名 50名 23名 515名

原子力学会 機械学会 材料学会 航空宇宙学会 計算工学会 シミュレーション
学会 溶接学会

委員計

委員計

学協会

機械工学



原子
核・
放射
線

○原子力工学
○放射線計測
○炉物理
○原子核工学
○原子核物理
○放射線物理

電気
工学

○発電工学
○送変電工学
○電気設備

化学
工学

○原子炉化学
○放射化学
○化学

機械
工学

○機械工学
○破壊力学
○計算力学

材料
工学

○構造材料
○原子力材料
○材料工学
○材料力学
○腐食・防食

熱流
体工
学

○伝熱流動
○熱力学
○流体力学
○原子炉熱工学

土木
工学
   ・
建築
工学

○土木工学
○構造工学

社会
科学

○社会心理学
○社会学
○心理学

その
他

○理学部
　（物理、地質学等）
○農学部
等

原子力システムの安全
性・健全性 炉心・燃料 原子力保全 放射線応用・

放射線安全 核燃料サイクル 廃棄物埋設 施設の運営管理
（人的・組織的要因） 耐震 原子力規制 リスクコミュニケー

ション その他

○安全設計
○安全解析・評価

○炉心安全性
○燃料健全性
○炉心設計

○信頼性物理
○故障解析
○異常診断

○放射線応用
○保健物理
○環境線量評価
○放射線防護
○放射線医学・生物学

○再処理
○核燃料サイクル工学
○輸送技術

○廃棄物処理・処分
○貯蔵
○廃止措置

○ヒューマンファクタ
○品質保証・管理
○危機管理
○リスク評価
○組織・安全文化

○地質構造
○地震伝幡

○原子力法規
○放射線法規
○核物質防護

○災害心理
○組織心理
○コミュニケーショ
ン

５．人材ニーズマップ　（熱流体工学）

原子力特定技術分野（政策目標、政策対象分野）

原
子
力
基
礎
・
基
盤
分
野

各分野の内訳例

（注）原子力特定技術分野の政策ニーズと、原子力基礎・基盤分野における重要度を以下の分類で示す。
　　◎：政策ニーズが高いものの、人材が少ない又は高齢化している等人材ニーズが特に高い分野
　　－：特定技術分野との関係で、求められる基礎・基盤がない分野

-５-

伝熱流動
・燃焼工学
・伝熱工学
・混相流
・熱水力

◎ - ◎ - ◎ - - - -

熱力学 ◎ - ◎ - ◎ - - - -

流体力学 ◎ - ◎ - - - - -

原子炉熱工
学
・原子炉熱流
体工学

◎ - ◎ - ◎ - - - -

計算工学 - - - - - -

原子力システム
の安全性・健全
性

炉心・燃料 原子力保全 放射線応用・
放射線安全

核燃料サイク
ル 廃棄物埋設

施設の運営管理
（人的・組織的要

因）
耐震 原子力規制 リスクコミュニ

ケーション その他

原子力特定技術分野

熱
流
体
工
学
分
野



原子
核・
放射
線

○原子力工学
○放射線計測
○炉物理
○原子核工学
○原子核物理
○放射線物理

電気
工学

○発電工学
○送変電工学
○電気設備

化学
工学

○原子炉化学
○放射化学
○化学

機械
工学

○機械工学
○破壊力学
○計算力学

材料
工学

○構造材料
○原子力材料
○材料工学
○材料力学
○腐食・防食

熱流
体工
学

○伝熱流動
○熱力学
○流体力学
○原子炉熱工学

土木
工学
   ・
建築
工学

○土木工学
○構造工学

社会
科学

○社会心理学
○社会学
○心理学

その
他

○理学部
○農学部
等

原
子
力
基
礎
・
基
盤
分
野

６．人材リソースマップ　（熱流体工学）

・原子炉熱工学は、原子力学会に少数の専門家人材が存在するが、熱流体工学分野全体では８５４名と多くの人材が存在する。
・流体力学は機械学会・流体力学会などに多くの専門家人材が存在する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（出展：（財）エネルギー総合工学研究所）

-６-

伝熱流動 伝熱
73名

燃焼
65名 138名

熱力学 熱工学部門
103名 103名

流体力学 流体工学部門
108名

空気力学部門
15名

混相流
90名

流体力学
91名 304名

原子炉熱工学 熱流動部会
13名 13名

計算工学
計算科学技術部

会
6名

計算力学部門
55名

計算工学
185名

シミュレーション
50名 　　　　　　 296名

委員計 19名 266名 15名 90名 91名 185名 50名 73名 65名 854名

学協会 原子力学会 機械学会 航空宇宙学会 日本混相流学会 流体力学会 計算工学会 シミュレーション
学会 伝熱学会 燃焼学会

委員計
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